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第１章 

 

第１節 

構想１ 

国は

ため，

るダイ

広域化

これ

計画」

県広

岡市，

町の１

県央

シン類

み処理

く必要

今回

県ごみ

月），

み・し

物処理

 

基本２ 

本構

本方針

（１） 

循

物処

（２） 環

ご

を軽

を目

（３） 効

コ

す。

 

計画３ 

本構

なお

 

基本的事

策定の趣旨

想策定の背

は，“ダイオ

県単位で広

イオキシン類

化計画につい

れを受けて，

という。）』

広域化計画で

雫石町，葛

１市７町３村

央ブロック内

類の削減対策

理や環境負荷

要があること

回の県央ブロ

み処理広域化

県央ブロッ

し尿処理広域

理の方向性や

本方針 

構想では，県

針として掲げ

３Ｒ（発生

循環型社会の

処理システム

環境負荷の

ごみ及びし尿

軽減するほか

目指します。

効率的な廃

コストの低減

 

画の期間 

構想における

お，目標の達

事項 

旨 

景 

オキシン類の

広域化計画を

類の削減対策

いて（平成

岩手県は平

』を策定しま

では，岩手県

葛巻町，岩手

村（現在は

内の各自治体

策を国の定め

荷の低減，サ

とから，ブロ

ロックごみ

化計画，県央

クごみ・し

域化基本構想

や費用及び環

県央ブロック

げました。 

抑制，再使

の形成に向け

ムを目指しま

軽減及び災

尿の収集・運

か，東日本大

 

棄物処理シ

減化に向けた

る計画の期間

達成状況や社

 

の削減対策に

を策定し，各

策について

９年５月 28

平成 11 年３

ました。 

県内を６つに

手町，西根

３市５町））

体において

めた期限ま

サーマルリサ

ロック内での

・し尿処理広

央ブロックご

し尿処理広域

想（中間報告

環境負荷な

ク内におけ

使用，再生利

け，３Ｒの推

ます。 

災害対策の強

運搬から最終

大震災以降

システム 

た事業運営

間は，平成

社会情勢の変

－ 1 －

による環境負

各市町村に

（平成９年

8 日付衛環境

３月に『岩手

にブロック分

町，滝沢村

を位置付け

は，ごみ処

でに個別に

サイクルの

のごみ処理

広域化基本構

ごみ処理広域

域化基本構想

告）（平成 2

どの検討や

る循環型社

利用）の推進

推進等図り

強化による，

終処分に至

における災

を図るため

26 年度から

変化等を踏

負荷の低減”

広域化処理

１月 28 日付

境 173 号）」

手県ごみ処理

分けし，その

村，松尾村，

けました。

処理広域化の

完了させま

推進による

広域化が求

構想（以下

域化のため

想骨子（平成

26 年２月）

協議を重ね

社会形成の推

進に基づく廃

ながら，低

安全・安心

るまで，環

害対策強化

，効率的な

ら平成 41 年

まえ，必要

と“ごみ処

理を指導する

付衛環第 21

を各県に通

理広域化計画

のうちの一つ

玉山村，安

の主要目的の

ましたが，依

循環型社会

求められてい

，「基本構想

の基礎調査

成 24 年 12 月

を踏まえて

ね，平成 27 年

推進を目指す

廃棄物処理シ

低炭素社会の

心な廃棄物処

環境保全に配

化を踏まえた

な廃棄物処理

年度までとし

要に応じて計

処理の効率化

るよう「ごみ

号）」と「ご

通知しました

画（以下，

つに県央ブロ

安代町，紫波

の一つである

依然として効

会の形成を目

います。 

想」という。

査報告書（平

月），県央ブ

て，ブロック

年１月に策定

すため，次の

システム 

の実現に寄与

処理システム

配慮し，環境

た廃棄物処理

理システムを

します。 

計画を見直し

化”を図る

み処理に係

ごみ処理の

た。 

「県広域化

ロック（盛

波町，矢巾

るダイオキ

効率的なご

目指してい

）は,岩手

成 22 年３

ブロックご

ク内の廃棄

定しました。

の項目を基

与した廃棄

ム 

境への負荷

理システム

を目指しま

します。 

 



 

広域４ 

   本構

なお

 

比較対

【経済

建設

運営維持

Ｌ

【環境負

（Ｌ

【技 

【災害

 

 

域化のメリ

構想では，ご

お，デメリッ

対象項目 

済性】 

設費・ 

持管理費 

ＣＣ 

負荷値】 

ＣＡ） 

 術】 

害対策】 

ット，デメ

ごみ処理の広

ットについて

・施設規

がるため

費用が低

・交付金

各市町の

める。 

・１施設

も低い傾

・全体コ

・効率的

燃料等の

め，環境

化により

安定した

有害物質

・ごみ処

のごみ量

設の安

収が可能

・高効率

備によ

できる。

・災害対

力に余裕

廃棄物の

る。 

・廃棄物

確保する

水対策等

ができる

リット 

広域化による

ては，できる

広域化のメ

規模あたり

め，既存施

低く抑えら

金が活用で

の経費負担

設のため，

傾向にある

コストの削減

的な発電（

の消費を抑

境負荷が減

り規模が大

た燃焼管理

質の低減が

処理の集約

量が確保さ

定稼働及び

能となる。

率エネルギ

る環境負荷

。 

対策の強化

裕を持たせ

の迅速な処

物処理シス

るため，施

等に交付金

る。 

－ 2 －

るメリット，

る限り減らす

メリット

の建設単価

施設の建替

れる。 

できることか

担額の軽減が

運営維持管

。 

減が見込ま

（売電等）や

抑制しやす

減る。また，

大きくなるた

理が可能とな

が図られる。

約化により，

され，ごみ焼

び効率的な

 

ギー利用施設

荷の低減が

化として，処

せることで，

処理が可能

ステムの強靭

施設の耐震化

金を活用す

，デメリッ

す方策の検

価が下

よりも

から，

が見込

管理費

まれる。

・

収

や化石

すいた

，集約

ため，

なり，

 

・

施

の

，一定

焼却施

な熱回

設の整

が期待

処理能

，災害

能とな

靭性を

化，浸

ること

・

う

運

る

トを次のと

討を重ねて

広域化

移動距離

収集運搬経費

中継施設

施設への搬

の施設と比べ

災害発生

う際，施設

運搬車両の

る。 

おり整理し

ていきます。

化のデメリッ

離が長くなる

費が増加す

を運用して

搬入車両台数

べて増加す

－ 

生時の相互応

間距離が伸

走行距離が

しました。

 

ット 

ることで

する。 

ても，新

数が旧来

する。 

応援を行

伸び収集

が長くな



 

 

第２節 

基本構

をもとに

クごみ・

 

位置付け 

構想は，県央

に作成した

・し尿処理広

央ブロックに

「県央ブロ

広域化基本構

における広域

ックごみ処理

構想の骨子」

図１-１

－ 3 －

域化の方向

理広域化の

」をもとに

基本構想の

性を示した

ための基礎

各種検討し

の位置づけ

た「岩手県ご

礎調査報告書

，策定しま

ごみ処理広域

書」及び「県

ます。 

域化計画」

県央ブロッ

 

 



 

 

第３節 

本基本

紫波町，

 

 

 

 

県央

広域

対象区域 

本構想の対象

矢巾町）で

県南地

広域化

央ブロックごみ・し尿

域化推進協議会 

象区域は，３

で構成する県

図

 

地区ごみ処理 

化検討協議会 

尿処理

３市５町（盛

県央ブロッ

図１-２ 岩

滝沢市

－ 4 －

盛岡市，八幡

ク全域です

岩手県の広域

幡平市，滝沢

。 

域化ブロック

沢市，雫石町

ク 

岩手北部

広域環境

町，葛巻町，

部 

境組合 

岩手町，

 



 

－ 5 － 

 

第４節 検討の経緯 

平成９年の厚生省通知に基づき，県は「岩手県ごみ処理広域化計画策定検討委員会」を設置

し，県内のごみ処理広域化について検討を始め，平成 11 年３月に県内を６ブロックに分け平成

29 年度までの広域化を目標とした「岩手県ごみ処理広域化計画」を策定し，岩手県盛岡地方振

興局を事務局とする盛岡ブロックごみ処理広域化推進協議会において平成 12 年１月には「盛岡

ブロックごみ処理広域化推進計画」を策定し，さらに盛岡ブロックのごみ処理広域化を進める

ため，同年 11 月に岩手県盛岡地方振興局を事務局とする盛岡ブロックごみ処理広域化準備協議

会を設立させました。 

その後，市町村合併の動向や構成市町等のごみ焼却施設の更新時期が異なることによる市町

の意見の相違により，平成 16 年から平成 18 年まで協議会が一時中断しましたが，平成 19 年度

に再開され，途中，組織の名称を県央ブロックごみ処理広域化準備協議会に変更し，平成 22 年

３月に基礎調査書を完成させました。 

平成 23 年１月に，盛岡市を事務局とし，３つのワーキンググループで事務局を支える体制と

した「県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会」を設立しました。 

平成 23 年度には，広域化に係る調整項目（事業主体，各処理施設，収集分別体制等）を検討

し，ごみ処理の一部事務組合を設立すること，収集運搬の分別区分はできる部分から統一する

こと，基本構想の素案を策定すること，下半期において事業主体設立に向けた準備を始めるこ

と等が，平成 23 年 12 月の協議会において承認されました。 

平成 24 年度は，広域化基本構想の検討のため，主に事務局内での検討と事務局と各ワーキン

ググループ代表による検討を重ね，12 月に「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想の骨

子」を作成しました。 

平成 25 年度は，広域化基本構想の方向性の検討を重ね，平成 26 年２月に「県央ブロックご

み・し尿処理広域化基本構想（中間報告）」を取りまとめました。 

平成 26 年度は，骨子及び中間報告をもとに協議会や幹事会等において費用や環境負荷面から

のごみ焼却施設の集約化，し尿処理施設の整備の方向性等の検討を行い，さらに，住民への説明，

関係市町議会への説明，パブリックコメントの実施などを行い，広く基本構想に対する意見を聴

き，平成 27 年１月に「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想」を策定しました。 
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（

9 207,018

7 145,813

1 10,518

8 13,721

3 6,738

1 1,846

4 4,407

6 9,977

9 13,998

サス活動調査（H2

H24

２-４に示し

推移 

推移 

業所数を表２

事業所数
事業所）

従業者
(人
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表２-４ 業種別従業者数及び事業所数（平成 24 年度） 

 

 

図２-５ 業種別従業者数及び事業所数（平成 24 年度）

割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合
全産業(S公務を除く) 14,677 100.0% 1,251 100.0% 1,408 100.0% 723 100.0% 301 100.0% 534 100.0% 1,086 100.0% 1,249 100.0% 21,229 100.0%
農林漁業 71 0.5% 42 3.4% 21 1.5% 21 2.9% 8 2.7% 16 3.0% 27 2.5% 17 1.4% 223 1.1%
鉱業，採石業，砂利採取業 13 0.1% 4 0.3% 1 0.1% - - 1 0.3% 1 0.2% - - 3 0.2% 23 0.1%
建設業 1,159 7.9% 151 12.1% 237 16.8% 101 14.0% 33 11.0% 71 13.3% 132 12.2% 107 8.6% 1,991 9.4%
製造業 435 3.0% 87 7.0% 91 6.5% 46 6.4% 24 8.0% 31 5.8% 72 6.6% 63 5.0% 849 4.0%
電気・ガス・熱供給・水道業 12 0.1% 1 0.1% 2 0.1% 2 0.3% - - 1 0.2% - - - - 18 0.1%
情報通信業 205 1.4% 4 0.3% 12 0.9% - - 1 0.3% 1 0.2% 7 0.6% 5 0.4% 235 1.1%
運輸業，郵便業 273 1.9% 29 2.3% 41 2.9% 18 2.5% 6 2.0% 17 3.2% 38 3.5% 100 8.0% 522 2.5%
卸売業，小売業 3,941 26.9% 316 25.3% 314 22.3% 166 23.0% 109 36.2% 173 32.4% 298 27.4% 411 32.9% 5,728 27.0%
金融業，保険業 385 2.6% 11 0.9% 16 1.1% 8 1.1% 2 0.7% 7 1.3% 16 1.5% 20 1.6% 465 2.2%
不動産業，物品賃貸業 1,653 11.3% 57 4.6% 75 5.3% 31 4.3% 11 3.7% 13 2.4% 49 4.5% 98 7.8% 1,987 9.4%
学術研究，専門・技術サービス業 671 4.6% 22 1.8% 59 4.2% 20 2.8% 4 1.3% 9 1.7% 23 2.1% 39 3.1% 847 4.0%
宿泊業，飲食サービス業 1,891 12.9% 194 15.5% 136 9.7% 146 20.2% 32 10.6% 46 8.6% 92 8.5% 87 7.0% 2,624 12.4%
生活関連サービス業，娯楽業 1,350 9.2% 146 11.7% 126 8.9% 64 8.9% 28 9.3% 66 12.4% 142 13.1% 91 7.3% 2,013 9.5%
教育，学習支援業 451 3.1% 20 1.6% 42 3.0% 17 2.4% 1 0.3% 10 1.9% 29 2.7% 18 1.4% 588 2.8%
医療，福祉 1,144 7.8% 84 6.7% 131 9.3% 41 5.7% 21 7.0% 35 6.6% 65 6.0% 89 7.1% 1,610 7.6%
複合サービス事業 71 0.5% 18 1.4% 9 0.6% 6 0.8% 4 1.3% 6 1.1% 11 1.0% 7 0.6% 132 0.6%
サービス業(他に分類されないもの) 952 6.5% 65 5.2% 95 6.7% 36 5.0% 16 5.3% 31 5.8% 85 7.8% 94 7.5% 1,374 6.5%

全産業(S公務を除く) 145,813 100.0% 10,518 100.0% 13,721 100.0% 6,738 100.0% 1,846 100.0% 4,407 100.0% 9,977 100.0% 13,998 100.0% 207,018 100.0%

農林漁業 922 0.6% 450 4.3% 225 1.6% 562 8.3% 151 8.2% 247 5.6% 496 5.0% 135 1.0% 3,188 1.5%
鉱業，採石業，砂利採取業 87 0.1% 30 0.3% 2 0.0% - - 12 0.7% 5 0.1% - - 5 0.0% 141 0.1%
建設業 11,661 8.0% 1,261 12.0% 1,715 12.5% 805 11.9% 249 13.5% 598 13.6% 1,027 10.3% 906 6.5% 18,222 8.8%
製造業 7,490 5.1% 2,223 21.1% 1,939 14.1% 1,118 16.6% 318 17.2% 1,161 26.3% 1,941 19.5% 1,362 9.7% 17,552 8.5%
電気・ガス・熱供給・水道業 818 0.6% 8 0.1% 23 0.2% 35 0.5% - - 7 0.2% - - - - 891 0.4%
情報通信業 4,547 3.1% 10 0.1% 66 0.5% - - 3 0.2% 1 0.0% 30 0.3% 7 0.1% 4,664 2.3%
運輸業，郵便業 9,227 6.3% 583 5.5% 713 5.2% 256 3.8% 89 4.8% 144 3.3% 1,002 10.0% 2,632 18.8% 14,646 7.1%
卸売業，小売業 32,778 22.5% 1,891 18.0% 3,111 22.7% 1,115 16.5% 405 21.9% 1,100 25.0% 2,324 23.3% 4,765 34.0% 47,489 22.9%
金融業，保険業 6,123 4.2% 99 0.9% 83 0.6% 58 0.9% 14 0.8% 70 1.6% 129 1.3% 194 1.4% 6,770 3.3%
不動産業，物品賃貸業 4,840 3.3% 100 1.0% 239 1.7% 88 1.3% 13 0.7% 28 0.6% 137 1.4% 348 2.5% 5,793 2.8%
学術研究，専門・技術サービス業 4,430 3.0% 103 1.0% 246 1.8% 51 0.8% 11 0.6% 43 1.0% 152 1.5% 269 1.9% 5,305 2.6%
宿泊業，飲食サービス業 14,162 9.7% 1,558 14.8% 1,047 7.6% 1,075 16.0% 171 9.3% 146 3.3% 442 4.4% 454 3.2% 19,055 9.2%
生活関連サービス業，娯楽業 7,075 4.9% 610 5.8% 479 3.5% 248 3.7% 63 3.4% 173 3.9% 398 4.0% 425 3.0% 9,471 4.6%
教育，学習支援業 7,854 5.4% 42 0.4% 859 6.3% 42 0.6% 1 0.1% 36 0.8% 110 1.1% 356 2.5% 9,300 4.5%
医療，福祉 19,165 13.1% 1,088 10.3% 1,957 14.3% 847 12.6% 244 13.2% 482 10.9% 852 8.5% 1,332 9.5% 25,967 12.5%
複合サービス事業 574 0.4% 104 1.0% 235 1.7% 47 0.7% 28 1.5% 42 1.0% 236 2.4% 80 0.6% 1,346 0.7%
サービス業(他に分類されないもの) 14,060 9.6% 358 3.4% 782 5.7% 391 5.8% 74 4.0% 124 2.8% 701 7.0% 728 5.2% 17,218 8.3%

出典：事業所・企業統計調査（H18），経済センサス基礎調査（H22），経済センサス活動調査（H24）

注）公務除く

従
業
者
数
（

人
）

業種大分類

事
業
所
数
（

事
業
所
）

紫波町 矢巾町 合計盛岡市 八幡平市 雫石町 葛巻町 岩手町滝沢市

1.1% 0.1%

9.4%

4.0%

0.1%

1.1%

2.5%

27.0%

2.2%

9.4%
4.0%

12.4%

9.5%

2.8% 7.6%

0.6%

6.5%

ブロック（事業所） 農林漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業(他に分類されないもの)

1.5%
0.1%

8.8%

8.5%

0.4%

2.3%

7.1%

22.9%

3.3%2.8%

2.6%

9.2%

4.6%

4.5%

12.5%

0.7%
8.3%

ブロック（従業者数） 農林漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業(他に分類されないもの)
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ます。 

46.98
5.3%

50.80
5.9%

14.25
7.8%

41.78
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表３-２ ごみ処理・処分体系の概要（盛岡地域）（1/6） 

構成市町 盛岡市（盛岡地域） 

ごみ処理 

･処分体系 
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表３-３ ごみ処理・処分体系の概要（盛岡・紫波地区環境施設組合）（2/6） 

構成市町 
盛岡市（都南地域）・紫波町・矢巾町 

【盛岡・紫波地区環境施設組合】 

ごみ処理 

･処分体系 

 

 

 

  

処 理 不 適 物 集 団 回 収 等

店 頭 回 収

可燃ごみ 大形・不燃ごみ 資源ごみ

家庭系 事業系

家庭系ごみ／事業系ごみ

ご み 焼 却 施 設

盛岡・紫波地区環境施設
組 合 清 掃 セ ン タ ー

粗大ごみ処理施設

※ 清 掃 セ ン タ ー 内

リサイクル施設
盛 岡 ・ 紫 波 地 区
環 境 施 設 組 合 不 燃 物
処 理 資 源 化 設 備

資 源 化 業 者最 終 処 分 場

盛岡・紫波地区環境施設
組合一般廃棄物廃棄物
最 終 処 分 場

自

己

利

用

※

一
部
の
地
域

家庭系 家庭系 事業系

飛
灰
処
理
残
渣

埋
立
対
象
残
渣

溶
融
対
象
残
渣

資

源

物

埋 立 対 象 残 渣

盛岡（都南地域）・
紫波町・矢巾町

のごみ

生 ご み

家庭系 事業系

生ごみ資源化施設
盛 岡 ・ 紫 波 地 区 環 境
施 設 組 合 リ サ イ ク ル
コ ン ポ ス ト セ ン タ ー

農 地 還 元

溶
融
対
象
残
渣

掘
り
起
こ
し
ご
み

溶
融
対
象
残
渣

堆
肥

資

源

物

メ タ ル ・ ス ラ グ

リサイクル施設
盛 岡 ・ 紫 波 地 区
環境施設組合容器包装
リ サ イ ク ル 推 進 施 設
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表３-４ ごみ処理・処分体系の概要（岩手・玉山環境組合）（3/6） 

構成市町 
盛岡市（玉山区）・岩手町 

【岩手・玉山環境組合】 

ごみ処理 

･処分体系 

 

 

  

盛岡市（玉山区）
・岩手町のごみ

処 理 不 適 物

生 ご み

集 団 回 収 等

店 頭 回 収

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ

家庭系 事業系

家庭系ごみ／事業系ごみ

ご み 焼 却 施 設

岩 手 ・ 玉 山 清 掃 事 業 所

粗大ごみ処理施設
岩 手 ・ 玉 山
清 掃 事 業 所
粗 大 ご み 処 理 施 設

リサイクル施設
岩 手 ・ 玉 山
清 掃 事 業 所
リ サ イ ク ル セ ン タ ー

資 源 化 業 者最 終 処 分 場

岩 手 町 一 般 廃 棄 物
最 終 処 分 場

自

己

利

用

家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系

焼
却
残
渣

不
燃
残
渣

不
燃
残
渣

資

源

物

可
燃
残
渣

可
燃
残
渣

資

源

物

最 終 処 分 場

盛 岡 市 玉 山
廃 棄 物 処 分 場
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表３-５ ごみ処理・処分体系の概要（八幡平市）（4/6） 

構成市町 八幡平市 

ごみ処理 

･処分体系 
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表３-６ ごみ処理・処分体系の概要（滝沢・雫石環境組合）（5/6） 

構成市町 
滝沢市・雫石町 

【滝沢・雫石環境組合】 

ごみ処理 

･処分体系 

 

 

  

処 理 不 適 物 集 団 回 収 等

店 頭 回 収

普通ごみ 中型ごみ 資源ごみ

家庭系 事業系

家庭系ごみ／事業系ごみ

ご み 焼 却 施 設

滝 沢
清 掃 セ ン タ ー

資 源 化 施 設

滝 沢
資 源 化 処 理 施 設

資 源 化 業 者最 終 処 分 場
滝 沢 一 般 廃 棄 物
最 終 処 分 場

自

己

利

用

家庭系 家庭系 事業系

※全量破砕

飛
灰
処
理
残
渣

資

源

物

滝沢市
・雫石町のごみ

生 ご み

溶
融
対
象
残
渣

掘
り
起
こ
し
ご
み

メ タ ル ・ ス ラ グ

雫 石
リ サ イ ク ル セ ン タ ー

リ サ イ ク ル 施 設
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表３-７ ごみ処理・処分体系の概要（葛巻町）（6/6） 

構成市町 葛巻町 

ごみ処理 

･処分体系 

 

 

  

葛巻町のごみ

処 理 不 適 物 集 団 回 収 等

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源ごみ

家庭系 事業系

家庭系ごみ／事業系ごみ

自

己

利

用

家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系

ご み 焼 却 施 設

葛 巻 町 清 掃 セ ン タ ー

粗大ごみ処理施設

葛 巻 町 リ サ イ ク ル
セ ン タ ー

資 源 化 業 者最 終 処 分 場
葛 巻 町 一 般 廃 棄 物
最 終 処 分 場

焼
却
残
渣

資

源

物

可
燃
残
渣

不
燃
残
渣

一
部
の
地
域

生 ご み

家庭系 事業系

生ごみ資源化施設

葛 巻 町 畜 産
バ イ オ ガ ス 発 電 施 設

農 地 還 元

堆
肥
・
液
肥



 

 

第２節 

ごみ１ 

本ブ

します。

本ブ

はほぼ横

 

出

家
庭

来
の

み

事
業
所

来
の

み

ごみ排出量

み排出量の

ロックの平

。 

ロックのご

横ばいとな

ブロック合
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ブロック合
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ブロック合
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ブロック合
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

出典：一般廃棄物処理実

ご
み
総
排
出
量

家
庭
由
来
の
ご
み

家
庭
ご
み

集
団
回
収

事
業
所
由
来
の
ご
み

事
業
系
ご
み

量の現状 

推移 

平成17年度か

み総排出量

っており，

H17

計 118,012
73,935

市 7,419
12,623
4,965
1,815
3,678
7,081
6,496

計 10,652

7,943
市 187

932
282
69
75

790
374

計 74,658

52,926
市 3,828

4,578
2,684

477
995

3,666
5,504

計 203,322

134,804
市 11,434

18,133
7,931
2,361
4,748

11,537
12,374

実態調査H17～H24

から平成24

量は，平成 22

平成 24 年度

表３-８

図３-１

H18 H19

118,874 116,06
73,568 72,65
7,243 7,06

13,582 13,41
4,973 4,64
1,690 1,59
3,621 3,55
7,307 6,78
6,890 6,34

11,127 11,25

8,122 8,11
206 20

1,014 1,07
370 40
66 5
75 5

886 91
388 43

72,175 69,73

51,849 49,46
3,780 3,72
3,496 3,74
2,452 1,96

449 49
961 96

3,328 3,21
5,860 6,14

202,176 197,05

133,539 130,24
11,229 10,99
18,092 18,23
7,795 7,01
2,205 2,15
4,657 4,57

11,521 10,92
13,138 12,93

－ 20 －

年度のごみ

2 年度まで減

度は，181,6

ごみ総排出

ごみ総排出

H20 H2

8 112,139 111,
8 69,820 68,
4 6,856 6,
4 13,101 13,
5 4,576 4,
7 1,584 1,
6 3,519 3,
7 6,529 6,
7 6,154 6,

6 11,275 10,

5 8,134 7,
5 197
0 1,044 1,
1 326
9 55
3 64
8 939
5 516

4 64,633 62,

9 45,364 44,
9 3,483 3,
7 3,683 3,
6 1,787 1,
5 431
2 837
7 3,245 3,
9 5,803 4,

8 188,047 184,

2 123,318 120,
8 10,536 10,
1 17,828 18,
2 6,689 6,
1 2,070 2,
1 4,420 4,
2 10,713 11,
1 12,473 11,

－ 

み総排出量の

減少傾向にあ

628t となっ

出量の推移

出量の推移

1 H22

354 107,529 10
556 66,171 6
928 6,904
652 13,602
471 4,376
608 1,447
472 3,341
517 6,216
150 5,472

890 10,804

689 7,797
198 0
132 1,071
293 280
46 53
58 39

901 934
573 630

675 61,534 6

013 43,118 4
357 3,152
565 3,717
692 1,675
356 404
848 893
926 3,756
918 4,819

919 179,867 18

258 117,086 1
483 10,056
349 18,390
456 6,331
010 1,904
378 4,273
344 10,906
641 10,921

の推移を表３

ありました

っています。

H23 H24

08,630 108,990
66,665 66,701
6,976 7,095

13,642 13,589
4,457 4,639
1,383 1,377
3,334 3,421
6,393 6,413
5,780 5,755

10,355 10,477

7,277 7,282
190 159
996 1,158
292 244
43 37
59 78

889 904
609 615

62,111 62,161

43,623 43,418
3,212 3,350
4,001 3,820
1,733 1,739

458 451
839 771

3,938 4,014
4,307 4,598

81,096 181,628

17,565 117,401
10,378 10,604
18,639 18,567
6,482 6,622
1,884 1,865
4,232 4,270

11,220 11,331
10,696 10,968

３-８及び図

が，平成 22

 

 

単位：t/年
H17-H24
増減

H17比
増減率(%

△9,022 △7.6
△7,234 △9.8

△324 △4.4
966 7.7

△326 △6.6
△438 △24.1
△257 △7.0
△668 △9.4
△741 △11.4

△175 △1.6

△661 △8.3
△28 △15.0
226 24.3

△38 △13.5
△32 △46.4

3 4.0
114 14.4
241 64.4

△12,497 △16.7

△9,508 △18.0
△478 △12.5
△758 △16.6
△945 △35.2
△26 △5.5

△224 △22.5
348 9.5

△906 △16.5

△21,694 △10.7

△17,403 △12.9
△830 △7.3

434 2.4
△1,309 △16.5

△496 △21.0
△478 △10.1
△206 △1.8

△1,406 △11.4

３-１に示

2年度以降

 

 

年

%)

6%
8%
4%
7%
6%
1%
0%
4%
4%

6%

3%
0%
3%
5%
4%
0%
4%
4%

7%

0%
5%
6%
2%
5%
5%
5%
5%

7%

9%
3%
4%
5%
0%
1%
8%
4%



 

 

ごみ２ 

本ブ

に示しま

本ブ

たが，そ

ます。 

盛
八
滝
雫
葛
岩
紫
矢

盛
八
滝
雫
葛
岩
紫
矢

本ブロ
盛
八
滝
雫
葛
岩
紫
矢

県平均

年間日数

出典：一般廃棄

集
団
回
収

家
庭
ご
み

家
庭
ご
み
原
単
位

ご
み
総
排
出
原
単
位

み総排出原

ロックの平

ます。 

ロックの一

それ以降は

盛岡市
幡平市

滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

盛岡市
幡平市

滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ロック平均
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
均

棄物処理実態調査H17

単位の推移

平成17年度か

人１日あた

横ばいの傾

表

図

H17 H1

720.1 68
640.2 63
652.5 70
702.2 70
594.0 56
594.3 59
561.2 57
654.3 69

77.4 7
16.1 1
48.2 5
39.9 5
22.6 2
12.1 1
62.6 7
37.7 3

1,179.0 1,14
1,313.0 1,24

986.6 98
937.3 93

1,121.7 1,10
772.7 74
767.2 76
914.4 91

1,246.4 1,32
1,022.6 91

365
～H24

移 

から平成24

たりのごみ総

傾向を示して

表３-９ ご

図３-２ ご

8 H19

84.2 675.3
34.2 627.6
02.8 690.8
07.8 666.9
68.8 549.0
93.5 594.5
79.3 537.6
93.6 637.9

75.5 75.4
18.0 18.2
52.5 55.1
52.7 57.6
22.2 20.3
12.3 8.9
70.2 72.7
39.1 43.7

42.9 1,115.3
41.9 1,210.5
83.2 977.1
36.2 938.9
09.5 1,006.8
42.1 739.5
63.3 764.2
13.4 865.1
22.6 1,299.6
13.0 977.1

365 366

－ 21 －

年度のごみ

総排出原単位

ており，平成

ごみ総排出原

ごみ総排出原

H20 H

653.0 6
618.7 6
676.0 7
665.4 6
558.5 5
596.3 6
520.9 5
621.4 6

76.1
17.8
53.9
47.4
19.4
10.8
74.9
52.1

1,071.9 1,0
1,153.3 1,

950.8 9
919.9 9
972.6 9
729.9 7
748.9 7
854.7 9

1,259.5 1,
955.2 9

365

－ 

み総排出原単

位は，平成 2

成 24 年度で

原単位の推移

原単位の推移

H21 H22

642.2 620.
636.9 644.
700.3 692.
657.6 651.
580.1 534.
604.3 586.
520.0 497.
622.5 554.

72.0 73.
18.2 0.
58.1 54.
43.1 41.
16.6 19.
10.1 6.
71.9 74.
58.0 63.

057.5 1,030.
126.5 1,097.
963.7 938.
941.3 936.
949.6 943.
725.1 703.
762.0 749.
905.2 873.
178.3 1,107.
921.7 910.

365 36

単位の推移を

22 年度まで

では，1,041.

移 

移

H23

3 620.7
4 657.8
9 688.4
9 669.0
5 519.6
4 590.9
8 511.8
9 590.3

1 67.8
0 17.9
6 50.3
7 43.8
6 16.2
8 10.5
8 71.2
9 62.2

7 1,034.4 1
6 1,094.7 1
6 978.6 1
9 940.6
1 972.9 1
3 707.9
9 750.1
4 898.2
5 1,092.4 1
9 926.0

5 366

を表３-９及

で微減傾向に

.1g/人/日と

 

単

H24
H17-H2
増減

621.8 △
679.3
682.9
705.8
529.9 △
622.1
516.0 △
590.8 △

67.9 △
15.2 △
58.2
37.1 △
14.2 △
14.2
72.7
63.1

,041.1 △1
,094.4 △2
,015.2
933.1 △

,007.5 △1
717.6 △
776.5
911.7 △

,126.0 △1
943.4 △

365

び図３-２

にありまし

となってい

 

単位：g/人/日
24 H17比

増減率(%)

△98 △13.7%
39 6.1%
30 4.7%
4 0.5%

△64 △10.8%
28 4.7%

△45 △8.1%
△64 △9.7%

△10 △12.3%
△1 △5.6%
10 20.8%

△3 △7.0%
△8 △37.2%

2 17.4%
10 16.1%
25 67.4%

138 △11.7%
219 △16.7%
29 2.9%

△4 △0.5%
114 △10.2%

△55 △7.1%
9 1.2%

△3 △0.3%
120 △9.7%

△79 △7.7%

－ －



 

 

家庭３ 

本ブ

します。

本ブ

増傾向の

 

 

 

家庭ごみ
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滝
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矢
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紫
矢
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矢
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矢
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矢

出典：一般廃棄

注）H18以前は環

家
庭
ご
み

可
燃
ご
み

不
燃
ご
み

資
源
ご
み

そ
の
他
の
ご
み

粗
大
ご
み

庭ごみ量の

ロックの平

。 

ロックの家

の示してお

み合計

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
棄物処理実態調査H17

環境省一般廃棄物処

推移 

平成17年度か

家庭ごみ量は

り，平成 24

 

H17 H1

118,012 118,

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

～H24

処理実態調査における

から平成24

は，平成 22

4 年度では，

表３-１０

8 H19

874 116,068

- 87,830
- 56,387
- 5,412
- 10,562
- 3,523
- 1,080
- 2,787
- 4,144
- 3,935

- 4,805

- 4,288
- 289
- 0
- 0
- 109
- 119
- 0
- 0

- 20,421

- 10,998
- 1,207
- 2,160
- 901
- 408
- 597
- 2,154
- 1,996

- 70

- 59
- 1
- 0
- 0
- 0
- 10
- 0
- 0

- 2,942

- 926
- 155
- 692
- 221
- 0
- 43
- 489
- 416

る家庭，事業の種類別

－ 22 －

年度の家庭

年度まで減

108,990t

０ 家庭ごみ

H20 H

112,139 11

85,724 84
54,758 53
5,333 5

10,399 10
3,463 3
1,073
2,775 2
4,003 4
3,920 3

4,359 4

3,875 3
258

0
0

103
123

0
0

19,281 19

10,245 10
1,129
2,094 2

920
408
579

2,067
1,839

80

63
7
0
0
0

10
0
0

2,695 2

879
129
608
193

0
32

459
395

別区分なし

－ 

庭ごみ量の推

減少傾向を示

となってい

み量の推移

H21 H22

1,354 107,52

4,897 80,83
3,616 50,45
5,418 5,45
0,623 10,60
3,450 3,43
1,065 1,01
2,728 2,67
4,083 3,82
3,914 3,38

4,411 4,41

3,913 3,94
257 25

0
0

126 10
115 10

0
0

9,085 19,38

0,191 10,94
1,069 1,00
2,164 2,12

861 76
417 33
580 52

1,988 1,97
1,815 1,72

29 2

10
9 1
0
0
0

10 1
0
0

2,932 2,86

826 82
175 16
865 88
160 17

0
39 2

446 42
421 36

推移を表３-

示していまし

います。 

H23

9 108,630 1

1 80,379
1 49,683
8 5,500
0 10,577
5 3,496
0 967
1 2,660
1 3,927
5 3,569

6 4,693

8 4,149
9 292
0 9
0 0
0 112
9 131
0 0
0 0

8 20,553

6 11,949
6 1,017
1 2,282
5 790
7 304
2 489
1 1,965
0 1,757

5 18

0 0
5 6
0 0
0 0
0 0
0 12
0 0
0 0

9 2,987

6 884
6 161
1 774
6 171
0 0
9 42
4 501
7 454

１０及び図

したが，それ

H24
H17-H2
増減

08,990 △9,0

81,477
50,320
5,621

10,699
3,641

823
2,724
4,023
3,626

4,590

4,000
291

8
0

163
128

0
0

19,913

11,475
1,004
2,165

779
391
515

1,910
1,674

19

0
8
0
0
0

11
0
0

2,991

906
171
717
219

0
43

480
455

３-３に示

れ以降は微

単位：t/年
24 H17比

増減率(%)

022 △7.6%

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -



 

 

  

図３-３

－ 23 －

家庭ごみ

－ 

量の推移 
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横ばいの
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出典：一般廃棄

注）H18以前は環

事
業
系
ご
み

可
燃
ご
み

不
燃
ご
み

資
源
ご
み

そ
の
他
の
ご
み

粗
大
ご
み

業系ごみ量

ロックの平

す。 

ロックの事

の傾向を示

ごみ合計

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ック合計
盛岡市

幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
棄物処理実態調査H17

環境省一般廃棄物処

の推移 

平成17年度か

業系ごみ量

しており，

 

H17 H1

74,658 72,

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

～H24

処理実態調査における

から平成24

量は，平成 2

平成 24 年度

表３-１１

8 H19

175 69,734

- 63,030
- 44,555
- 3,437
- 3,258
- 1,845
- 331
- 901
- 2,645
- 6,058

- 4,053

- 3,876
- 0
- 0
- 0
- 164
- 13
- 0
- 0

- 2,007

- 999
- 167
- 53
- 84
- 0
- 41
- 572
- 91

- 51

- 32
- 16
- 0
- 0
- 0
- 3
- 0
- 0

- 593

- 7
- 109
- 436
- 37
- 0
- 4
- 0
- 0

る家庭，事業の種類別

－ 24 －

年度の事業

22 年度まで

度では，62,

事業系ご

H20 H

64,633 62

58,411 56
40,820 39
3,125 2
3,158 3
1,733

375
779

2,694 3
5,727 4

3,769 3

3,699 3
0
0
0

56
14
0
0

1,674

804
152
39
14
0

38
551
76

164

35
127

0
0
0
2
0
0

615

6
79

486
40
0
4
0
0

別区分なし

－ 

業系ごみ量の

で減少傾向を

,161t となっ

み量の推移

H21 H22

2,675 61,53

6,879 56,05
9,615 38,91
2,986 2,94
3,261 3,35
1,633 1,61

318 35
783 82

3,420 3,29
4,863 4,76

3,638 3,39

3,583 3,31
0
0
0

38 4
17 2
0
0

1,567 1,61

810 88
128 12
16 1
15 3
0

37 3
506 46
55 5

158

1
155

0
0
0
2
0
0

433 47

4
88 8

288 34
44 2
0
9
0
0

の推移を表３

を示していま

っています。

移 

H23

4 62,111

7 56,514
6 39,346
1 2,992
8 3,624
0 1,682
6 390
3 785
2 3,465
1 4,230

3 3,452

6 3,348
0 0
0 21
0 0
8 68
9 15
0 0
0 0

0 1,686

2 924
6 132
0 19
7 31
0 0
3 30
4 473
8 77

2 22

0 0
1 21
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0

2 437

4 5
4 67
9 337
8 20
0 0
7 8
0 0
0 0

３-１１及び

ましたが，そ

。 

H24
H17-H2
増減

62,161 △12,4

56,874
39,398
3,127
3,519
1,684

366
727

3,534
4,519

3,196

3,099
0

20
0

67
10
0
0

1,703

917
137
13
31
18
28

480
79

11

0
9
0
0
0
2
0
0

377

4
77

268
24
0
4
0
0

図３-４に

それ以降は

単位：t/年
24 H17比

増減率(%)

497 △16.7%

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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八幡平市
滝沢市
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矢巾町
物処理実態調査H17～

率（％）＝総資源化量

（t/年）＝直接資源化

（t/年）＝直接焼却量

移 

平成 17 年度

及び図３-６

サイクル率

ます。 

H17 H1

36,042 38,
20,726 21,
1,764 1,
4,689 6,
1,530 1,

686
786

3,093 3,
2,768 3,

4,172 4,
3,370 3,

802
0
0
0
0
0
0

21,218 23,

9,413 10,
775

3,757 5,
1,248 1,

617
711

2,303 2,
2,394 2,

10,652 11,

7,943 8,
187
932 1,
282
69
75

790
374

18.7% 20
15.4% 16
15.4% 15
25.9% 39
19.3% 20
29.1% 28
16.6% 15
26.9% 28
22.5% 23

192,518 187,

126,796 124,
11,247 11,
17,201 14,
7,649 7,
2,292 2,
4,673 4,

10,708 10,
11,952 12,

H24

量(t/年)÷（ごみ処理

化量(t/年)＋中間処理

量(t/年)＋直接最終処

から平成 2

６に示します

率は，20％前

表３-１

8 H19

,361 38,267
,282 21,757
,713 1,594
,123 5,515
,566 1,986
622 589
713 683

,280 3,147
,062 2,996

,103 5,022
,022 3,975
772 703

0 0
0 0
0 0

309 344
0 0
0 0

,131 21,989

,138 9,667
735 686

,109 4,445
,196 1,585
556 530
329 286

,394 2,229
,674 2,561

,127 11,256

,122 8,115
206 205

,014 1,070
370 401
66 59
75 53

886 918
388 435

0.4% 20.6%
6.0% 16.8%
5.3% 14.5%
9.2% 30.3%
0.1% 28.3%
8.2% 27.4%
5.6% 14.9%
8.6% 28.9%
3.4% 23.2%

,899 185,377

,897 121,762
,023 10,793
,624 17,161
,425 6,611
,139 2,092
,484 4,518
,601 9,978
,706 12,462

理量（ｔ/年）+集団回

理後の資源化量(t/年)

処分量(t/年)＋焼却以
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24 年度の資

す。 

前後でほぼ横

２ 資源化

H20 H21

38,506 36,
21,004 19,
1,451 1,
6,437 6,
2,030 1,

566
699

3,214 3,
3,105 2,

4,581 4,
3,626 3,

628
0
0
0

327
0
0

22,650 20,

9,244 8,
626

5,393 4,
1,704 1,

511
308

2,275 2,
2,589 2,

11,275 10,

8,134 7,
197

1,044 1,
326
55
64

939
516

21.8% 21
17.1% 16
13.8% 13
36.1% 32
30.4% 29
27.3% 27
15.8% 16
30.1% 27
25.0% 23

176,368 173,

114,837 112,
10,339 10,
16,783 17,
6,362 6,
2,015 1,
4,356 4,
9,753 10,

11,923 11,

回収量（ｔ/年））

)＋集団回収量(t/年)

以外の中間処理量（t/

－ 

資源化量の推

横ばいで推移

量の推移 

1 H22

397 35,774
928 20,501
401 1,131
012 5,620
911 1,673
555 505
705 624
112 3,034
773 2,686

561 4,321
657 3,504
575 534

0 0
0 0
0 0

329 283
0 0
0 0

946 20,649

582 9,200
628 597
880 4,549
618 1,393
509 452
318 302
211 2,100
200 2,056

890 10,804

689 7,797
198 0
132 1,071
293 280
46 53
58 39

901 934
573 630

.0% 21.2%

.6% 17.5%

.4% 11.2%

.8% 30.6%

.6% 26.3%

.6% 26.5%

.1% 15.0%

.5% 27.9%

.9% 24.7%

642 168,891

229 109,244
285 10,056
218 17,319
164 6,090
964 1,851
322 4,111
425 9,955
035 10,265

/年)+直接資源化量（

推移及びリサ

移しており，

H23 H24

36,011 35,1
21,036 20,5
1,320 1,2
5,274 4,8
1,733 1,6

492 5
611 6

2,958 2,9
2,587 2,6

4,642 4,3
3,847 3,4

528 5
0
0
0

267 2
0
0

21,014 20,3

9,912 9,7
602 5

4,278 3,7
1,441 1,3

449 5
285 3

2,069 2,0
1,978 2,0

10,355 10,4

7,277 7,2
190 1
996 1,1
292 2
43
59

889 9
609 6

21.1% 20.
17.9% 17.
12.7% 11.
28.3% 26.
26.7% 24.
26.1% 29.
15.4% 15.
26.4% 26.
24.3% 24.

170,302 172,1

110,142 111,1
10,188 10,4
17,643 17,4
6,208 6,3
1,841 1,8
3,913 4,1

10,312 10,4
10,055 10,3

ｔ/年）

サイクル率の

平成 24 年

H17-H24
増減

143 △89
555 △17
251 △51
899 21
606 7
555 △13
669 △11
981 △11
627 △14

314 14
494 12
530 △27

0
0
0

290 29
0
0

352 △86
779 36
562 △21
741 △1
362 11
518 △9
301 △41
077 △22
012 △38

477 △17
282 △66
159 △2
158 22
244 △3
37 △3
78

904 11
615 24

4% 1.7ﾎﾟｲﾝ
4% 2.0ﾎﾟｲﾝ
8% △3.6ﾎﾟｲﾝ
4% 0.5ﾎﾟｲﾝ
3% 5.0ﾎﾟｲﾝ
4% 0.3ﾎﾟｲﾝ
7% △0.9ﾎﾟｲﾝ
4% 0.5ﾎﾟｲﾝ
0% 1.5ﾎﾟｲﾝ

138 △20,38
134 △15,66
445 △80
409 20
378 △1,27
850 △44
191 △48
409 △29
322 △1,63

の推移を表

年度では，

単位：t/年
H17比

増減率(%)

99 △2.5%
71 △0.8%
13 △29.1%
10 4.5%
76 5.0%
31 △19.1%
17 △14.9%
12 △3.6%
41 △5.1%

42 3.4%
24 3.7%
72 △33.9%
0 -
0 -
0 -

90 -
0 -
0 -

66 △4.1%
66 3.9%
13 △27.5%
16 △0.4%
14 9.1%
99 △16.1%
10 △57.7%
26 △9.8%
82 △16.0%

75 △1.6%
61 △8.3%
28 △15.0%
26 24.3%
38 △13.5%
32 △46.4%
3 4.0%

14 14.4%
41 64.4%

ﾝﾄ 9.1%
ﾝﾄ 13.0%
ﾝﾄ △23.4%
ﾝﾄ 1.9%
ﾝﾄ 25.9%
ﾝﾄ 1.0%
ﾝﾄ △5.4%
ﾝﾄ 1.9%
ﾝﾄ 6.7%

80 △10.6%
62 △12.4%
02 △7.1%
08 1.2%
71 △16.6%
42 △19.3%
82 △10.3%
99 △2.8%
30 △13.6%
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表３-１３ 

可燃ごみ質

表３-１４ 

 可燃ごみ

46.4%

22.2%

%

.9%

2.8%

4.7%

ター（ごみ組成）

46.5%

7%

8%

1.8%

0.2%

ー（ごみ組成）

(kg/m3)
(%)

ム類 (%)
ら類 (%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(kcal/kg)
果

(kg/m3)
(%)

ゴム類 (%)
ら類 (%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(kcal/kg)
果

のごみ焼却施

に示します。

いて（昭和 5

廃棄物処理施

可燃ごみ質

質の現状（盛

可燃ごみ質

み質の現状

紙・布

ビニー

木・竹

厨芥

不燃

その他

紙・布類

ビニール

木・竹・わ

厨芥類

不燃物

その他

H17 H18

180.8 21

51.7 5
20.4 1
8.6

13.1 1
2.9
3.3

100.0 10
46.4 4
5.6

48.0 4
100.0 10
1,882 1,

H17 H1

134.3 1

50.4
5.5

23.2
17.0
2.0
1.9

100.0 1
51.0
6.6

42.4
100.0 1
1,600 1
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施設における

なお，以下

2 年 11 月４

施設の維持

質の現状(盛
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（八幡平市清

布類

ール･ゴム類

竹・わら類

類

物

他

八幡

ル･ゴム類

わら類

盛岡市

8 H19

17.4 199.9

59.1 57.1
18.2 18.4
8.0 8.2

10.8 13.3
1.1 1.5
2.8 1.5

00.0 100.0
44.3 47.6
6.2 6.2

49.5 46.2
00.0 100.0
,961 1,793

18 H19

119.1 156.1

54.9 58.0
4.3 5.2

29.5 21.6
8.8 12.5
1.4 1.3
1.1 1.4

100.0 100.0
48.2 50.7
5.1 4.7

46.8 44.6
100.0 100.0
1,813 1,705

－ 

る可燃ごみ

下に示す組成

４日環整第 9

管理にあた

岡市クリー

ーンセンタ

八幡平市清掃

清掃センター

41.7

幡平市清掃センター

48.3%

市クリーンセンター（

H20 H2

214.9

51.9
18.3
15.8
9.8
1.7
2.5

100.0
46.7
6.9

46.4
100.0
1,808

H20 H

199.2

56.4
21.2
3.7

13.3
3.4
2.0

100.0
55.6
4.8

39.6
100.0
1,448

質の現状を

成調査結果は

94 号厚生省

たり実施して

ンセンター

ー）（平成 2

掃センター)

ー）（平成 24

53.6%

4.7%

%

ー（三成分）

45.6%

6.1%

（三成分）

21 H22

226.7 205.

49.1 52.
17.5 22.
10.7 11.
16.8 11.
3.2 1.
2.7 1.

100.0 100.
46.4 48.
6.6 7.

47.0 44.
100.0 100.
1,835 1,90

H21 H22

224.6 208.

47.2 46.
24.6 23.
3.5 3.

16.6 21.
1.5 1.
6.6 3.

100.0 100.
56.4 50.
6.4 5.

37.3 44.
100.0 100.
1,341 1,70

を表３-１３

は，「一般廃

省環境衛生局

ている乾燥重

ー) 

24 年度） 

) 

4 年度） 

水

灰

可

水分

灰分

可燃分

H23

2 162.2

2 50.5
9 23.2
1 9.4
1 13.9
4 1.3
3 1.7
0 100.0
3 46.1
1 6.1
6 47.8
0 100.0

06 1,873

H23

.9 162.0

.7 47.0

.5 27.1

.3 4.1

.8 16.3

.2 1.3

.5 4.2

.0 100.0

.0 47.5

.5 4.8

.5 47.7

.0 100.0
04 1,861

～表３-１

廃棄物処理

局水道環境

重量を用い

水分

灰分

可燃分

分

H24

183.3

46.5
22.7
15.0
13.8
1.8
0.2

100.0
45.6
6.1

48.3
100.0
1,902

H24

194.3

46.4
22.2
10.0
13.9
2.8
4.7

100.0
53.6
4.7

41.7
100.0
1,557
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表３-１５ 可燃ごみ質の現状(滝沢清掃センター) 

 

 
図３-９ 可燃ごみ質の現状（滝沢清掃センター）（平成 24 年度） 

 

表３-１６ 可燃ごみ質の現状(葛巻町清掃センター) 

 

 
図３-１０ 可燃ごみ質の現状（葛巻町清掃センター）（平成 24 年度） 

 

  

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

単位体積重量 (kg/m3) 176.5 219.5 206.3 176.0 176.0 145.8 183.8 169.8

紙・布類 (%) 48.7 38.3 46.4 37.4 44.5 43.8 39.1 42.0
ビニール･ゴム類 (%) 29.1 29.8 20.1 29.8 28.8 28.0 22.6 24.7
木・竹・わら類 (%) 1.9 4.3 5.3 9.2 4.6 6.1 7.6 11.1
厨芥類 (%) 14.5 13.1 19.2 13.1 11.2 12.0 17.0 13.0
不燃物 (%) 3.3 7.1 3.4 4.4 5.0 5.6 5.9 5.7
その他 (%) 2.5 7.5 5.6 6.2 5.8 4.4 7.8 3.5
計 (%) 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
水分 (%) 45.3 44.5 49.1 47.8 46.5 41.2 48.4 44.6
灰分 (%) 6.2 10.9 6.9 8.6 8.8 9.7 8.6 8.1
可燃分 (%) 48.5 44.6 44.0 43.7 44.6 49.1 43.1 47.3
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

低位発熱量 (kcal/kg) 2,075 1,953 1,741 1,900 1,900 2,170 1,797 1,952
出典：各施設ごみ組成調査結果

ごみ組成

三成分

42.0%

24.7%

11.1%

13.0%

5.7%

3.5%

滝沢清掃センター（ごみ組成）

紙・布類

ビニール･ゴム類

木・竹・わら類

厨芥類

不燃物

その他

44.6%

8.1%

47.3%

滝沢清掃センター（三成分）

水分

灰分

可燃分

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

単位体積重量 (kg/m3) 84.2 137.4 143.0 166.2 124.6 128.7 111.3 112.3

紙・布類 (%) 49.1 48.1 45.6 49.9 52.6 60.9 53.7 52.2
ビニール･ゴム類 (%) 3.6 0.9 1.0 17.4 26.3 20.2 28.6 24.2
木・竹・わら類 (%) 26.6 26.2 21.3 1.8 4.4 3.4 1.5 1.7
厨芥類 (%) 15.3 19.4 29.0 24.8 14.0 11.1 10.9 17.4
不燃物 (%) 3.4 1.3 2.1 1.5 1.5 3.1 4.5 2.3
その他 (%) 2.1 4.1 1.0 4.7 1.3 1.4 0.8 2.2
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
水分 (%) 51.7 45.6 50.4 61.9 43.8 50.7 46.8 46.0
灰分 (%) 5.7 16.6 6.0 4.1 6.1 7.2 6.8 5.8
可燃分 (%) 42.6 37.8 43.7 34.0 50.1 42.1 46.4 48.2
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

低位発熱量 (kcal/kg) 1,608 1,368 1,663 1,158 1,995 1,593 1,803 1,890
出典：各施設ごみ組成調査結果

ごみ組成

三成分

52.2%

24.2%

1.7%

17.4%

2.3%

2.2%

葛巻町清掃センター（ごみ組成）

紙・布類

ビニール･ゴム類

木・竹・わら類

厨芥類

不燃物

その他

46.0%

5.8%

48.2%

葛巻町清掃センター（三成分）

水分

灰分

可燃分
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表３-１７ 可燃ごみ質の現状(岩手・玉山清掃事業所) 

 

 
図３-１１ 可燃ごみ質の現状（岩手・玉山清掃事業所）（平成 24 年度） 

 

 

表３-１８ 可燃ごみ質の現状(盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター) 

 

 
図３-１２ 可燃ごみ質の現状（盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター）（平成 24 年度） 

 

 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

単位体積重量 (kg/m3) 121.3 139.3 134.3 169.5 145.0 133.5 168.3

紙・布類 (%) 47.5 49.6 52.2 45.0 50.4 47.4 41.3
ビニール･ゴム類 (%) 36.9 33.6 23.0 26.6 29.2 35.4 27.3
木・竹・わら類 (%) 1.2 1.8 4.4 1.4 2.0 4.2 7.4
厨芥類 (%) 11.2 11.2 16.0 18.7 13.2 8.9 18.0
不燃物 (%) 1.9 2.6 2.2 4.9 2.3 1.6 2.3
その他 (%) 1.3 1.2 2.2 3.4 2.9 2.5 3.7
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
水分 (%) 36.9 39.5 43.0 53.3 44.4 35.8 47.3
灰分 (%) 5.7 6.0 5.9 6.6 6.0 6.4 6.2
可燃分 (%) 57.4 54.5 51.1 40.1 49.6 57.8 46.5
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

低位発熱量 (kcal/kg) 2,791 2,519 2,157 1,619 2,176 2,790 1,977
出典：各施設ごみ組成調査結果

ごみ組成

三成分

53.9%

22.2%

7.0%

12.5%
2.2%

2.2%

岩手・玉山清掃事業所（ごみ組成）

紙・布類

ビニール･ゴム類

木・竹・わら類

厨芥類

不燃物

その他

44.6%

8.1%

47.3%

岩手・玉山清掃事業所（三成分）

水分

灰分

可燃分

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

単位体積重量 (kg/m
3
) 148 187 193 156 168 185 163 137

紙・布類 (%) 44.4 43.7 45.1 50.9 42.2 42.5 42.4 45.0
ビニール･ゴム類 (%) 32.7 25.5 27.6 27.2 28.5 25.7 31.7 22.4
木・竹・わら類 (%) 4.2 4.0 5.5 2.4 5.1 7.4 4.5 12.7
厨芥類 (%) 10.8 12.0 10.7 13.0 7.8 6.5 8.9 10.1
不燃物 (%) 3.6 8.9 5.3 2.8 6.7 10.0 7.8 4.2
その他 (%) 4.3 5.9 5.8 3.7 9.7 7.9 4.7 5.6
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
水分 (%) 37.4 33.7 41.1 41.3 39.5 38.5 37.7 39.3
灰分 (%) 8.1 13.3 9.3 7.2 13.3 13.6 10.3 8.5
可燃分 (%) 54.5 53.0 49.7 51.4 47.1 47.9 52.1 52.2
計 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

低位発熱量 (kcal/kg) 2,530 1,940 2,190 2,273 2,065 1,948 2,465 2,181
出典：各施設ごみ組成調査結果

ごみ組成

三成分

45.0%

22.4%

12.7%

10.1%
4.2%

5.6%

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター（ごみ組成）

紙・布類

ビニール･ゴム類

木・竹・わら類

厨芥類

不燃物

その他

39.3%

8.5%

52.2%

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター（三成分）

水分

灰分

可燃分
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第３節 収集・運

分別区分 １ 

本ブロックにお

本地域の収集

生ごみ

容器

ビニールごみ

葉・草

プラスチック

貝殻

紙くず

紙箱

紙袋

発泡スチロー

陶器類

傘

ガラス

化粧ビン

飲料ビン

カセットボン

一斗缶

飲料缶

スプレー缶

鍋・やかん

自転車

ストーブ

ペットボトル

容器包装ﾌﾟﾗ

有色トレイ

白色トレイ

紙パック

新聞

雑誌

段ボール

古布

布団,毛布

小型家電

大型家具

蛍光灯

乾電池

注）※…一部実
　　※※拠点回

運搬の現状 

おける各市町の

ごみは，可燃ご

盛岡市
(盛岡地域)

み

ク類

ール

資源(ビン

ンベ 資源(カン

不燃粗大

ル 資源(ﾍﾟｯﾄ

ﾗｽﾁｯｸ

実施 プラ
回収実施 ペッ

パック

可燃

不燃粗大

資源
(紙容器)※

資源(カン

不燃粗大

(店頭回収

資源(古紙

資源(プラ)

可燃

(店頭回収

小電（※拠点

不燃粗大

ごみの分別区分

み，不燃（粗大

)
盛岡市

(都南地域)
生ごみ※

可燃

) 資源(ビン)

) 資源(カン)

不燃粗大

) 資源(ﾍﾟｯﾄ)

資源(ﾊﾟｯｸ)

資源(古布)

可燃

ラ… 「プラスチック製容器
ト… 「ペットボトル」の略
ク… 「紙パック」の略

可燃

※
資源

(紙容器)※

不燃粗大

) 資源(カン)

不燃粗大

)

) 資源(古紙)

資源(プラ)※
※

) 危険有害

不燃粗大
点）

を表３-１９に示

）ごみ，資源ご

表３-
盛岡市

(玉山区)
八幡平

資源(ﾄ

資源(ビン) 資源(ビ

危険有害 危険有

不燃粗大 不燃粗

資源(カン) 資源(カ

危険有害 危険有

資源(ﾍﾟｯﾄ) 資源(ﾍ

資源(ﾄﾚｲ) 資源(ﾄ

資源(ﾊﾟｯｸ) 資源(ﾊ

可燃 可燃

器包装」の略 紙
略

可燃
可燃

不燃粗大 不燃粗

不燃粗大 不燃粗

資源(古紙) 資源(古

可燃 可燃

不燃粗大

不燃粗

危険有害

 

示します。 

ごみに大別されま

１９ ごみの分

平市 滝沢市

ﾄﾚｲ)

不･粗(中型)

ビン)

有害

粗大

カン)

有害

ﾍﾟｯﾄ) 資源(ﾍﾟｯﾄ)

可燃(普通)

ﾄﾚｲ)

ﾊﾟｯｸ)

燃 資源(古布)

資源(ビン)

資源(カン)
*金属

紙容器… 「紙製容器包装」
発泡… 「発泡スチロール」

燃

可燃(普通)

資源(ビン)

粗大

(店頭回収)

粗大

資源(カン)
*金属

古紙)

燃

資源(古紙)

粗大

不･粗(中型)

ますが，ごみ種類

別区分 

雫石町 葛

生

資源

不･粗(中型)

資源(ビン)

資源(ﾍﾟｯﾄ) 資源

資源

資源(ﾊﾟｯｸ) 資源

可燃(普通)

の略
」の略

(紙

可燃(普通)

資源
(紙容器)

可燃(普通)

可燃(普通)

資源

資源

不

不

資源(カン)

不･粗(中型)

資源(古紙) 資源

不

資源(プラ)
資源

危険有害
不

※別

不･粗(中型)

類ごとの内容は，

葛巻町 岩手町

生ごみ※

源(ﾄﾚｲ) 資源(ﾄﾚｲ)

資源(ビン

危険有害

不燃粗大

資源(カン

危険有害

源(ﾍﾟｯﾄ) 資源(ﾍﾟｯﾄ

源（発泡） 資源(ﾄﾚｲ)

源(ﾊﾟｯｸ) 資源(ﾊﾟｯｸ

可燃

資源
容器)※

可燃

不燃粗大

紙類
木くず類

繊維くず類
ゴム類

可燃

源(カン)

不燃粗大

源(ビン)

不燃粗大

不燃粗大

可燃

源(古紙)

不燃粗大

源(プラ)

資源(古紙

燃粗大
別で排出

危険有害

不燃粗大

各市町でばらつ

紫波町

生ごみ※

) 可燃

ン) 資源(ビン)

害 資源(カン)

大 不燃粗大

ン)

害

ﾄ) 資源(ﾍﾟｯﾄ)

)

ｸ) 資源(ﾊﾟｯｸ)

資源(古布)

可燃

大

資源
(紙容器)※

類
類

可燃

資

大

不燃粗大

資源(カン)

不燃粗大

不燃粗大

資源(プラ)※

資源(古紙)紙)

危険有害害

大

つきがあります。

矢巾町

生ごみ※

可燃

資源(ビン)

資源(カン)

不燃粗大

資源(ﾍﾟｯﾄ)

資源(ﾊﾟｯｸ)

資源(古布)

可燃

可燃

不燃粗大

資源
(紙容器)※

資源(プラ)※

不燃粗大

資源(カン)

資源(古紙)

不燃粗大

危険有害

 



 

 

収集２ 

本ブ

ほとん

 

 

 

盛岡市

（盛岡地域

盛岡市

（都南地域

盛岡市

（玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

 

 

収集３ 

本ブ

します。

収集頻

の資源

資源

プラスチ

葛巻町

で収集

その他

われてい

 

集・運搬体

ロックにお

んどが委託

可

市 

域） 
直

市 

域） 

市 

区） 

市 

市 

町 

町 

町 

町 

町 

集頻度 

ロックにお

。 

頻度は概ね

ごみは週１

ごみについ

チック製容

で,紙製容器

しています

他では，盛

います。 

制 

ける各市町

収集であり

表

可燃ごみ 

直営・委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

ける各市町

可燃ごみが

回～月１回

ては，カン類

器包装は盛

器包装は盛岡

。 

盛岡市（都南

町のごみの収

，直営での

表３-２０

不燃

委

委

委

委

委

委

委

委

委

委

町のごみの区

が週２回，不

回と，市町に

類，ビン類，

盛岡市（盛岡

岡市（盛岡地

南地域），葛巻

－ 32 －

収集体制につ

の収集は盛岡

ごみの収集

燃ごみ 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

委託 

区分及び収集

燃ごみが月

によりばらつ

ペットボト

地域），盛岡

地域）,盛岡

巻町，紫波

－ 

ついて，表３

岡市（盛岡地

集・運搬体制

粗大ご

直営

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

集頻度につい

１～２回程

つきが大きく

トル，古紙類

岡市（都南地

岡市（都南地

町，矢巾町

３-２０に示

地域）の一部

制 

ごみ 

営 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

いて，表３-

程度と市町間

くなっていま

類が全市町で

地域），雫石町

地域）,雫石

町で生ごみ収

示します。 

部のみです。

資源ご

直営・委

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

２１～表３

間で類似して

ます。 

で収集されて

町，紫波町，

石町，紫波町

収集による堆

 

ごみ 

委託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

託 

-２３に示

ているもの

ています。

矢巾町，

町，矢巾町

堆肥化が行



 

 

－
 

3
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－
 

 

表３-２１ ごみの区分及び収集頻度（1/3） 

 

盛岡市
(盛岡地域)

盛岡市
(都南地域)

盛岡市
(玉山区)

八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

可燃ごみ 燃やせるごみ 燃えるごみ 燃えるごみ 普通ごみ 普通ごみ 燃えるごみ 燃えるごみ 燃やせるごみ 燃やせるごみ

生ごみ

紙･アルミ箔等

木くず

ゴム･布･皮革等

紙くず･木くず･繊

維くず

皮革

ビデオテープ

犬・猫などのふん

おかず用ｱﾙﾐｹｰｽ

ポリバケツ

シャンプー容器

生ごみ類

紙くず

皮革ゴム類

プラスチック類

台所のごみ

紙くず類

木くず類

プラスチック類

布くず類

その他燃やすごみ

台所ごみ

容器

ビニールごみ

葉・草

プラスチック類

貝殻

陶器類

発泡スチロール

生ごみ

紙おむつ

せともの

タッパー

発泡スチロール

ｹﾁｬｯﾌﾟ･ﾏﾖﾈｰｽﾞ

歯ﾌﾞﾗｼ･歯磨き

油類のビン

革製品

皮靴･布靴

衣類

ガラス製品

電気コード

紙類

木くず類

繊維くず類

生ごみ

プラスチック類

ゴム類

生ごみ類

紙屑,木屑布類,紙

おむつ

皮革ゴム類

市販ペット用砂

プラスチック類

包装紙,紙･木製包

装箱

プラスチック製の

ふた

発泡スチロール

使い捨てカイロ

汚れの取れない容

器包装

容器包装以外の

紙･プラスチック

庭木の枝や木くず

ゴム･皮製品･卵

殻･貝殻･紙おむつ

紙くず

皮革

プラスチック類

おもちゃ類

ゴムくず

紙おむつ

犬猫などの汚物処

理剤

週２回 週２回 週２回 週２回 週２回 週２回 週１～２回 週２回 週２回 週２回

ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

無指定袋 無指定袋 無指定袋 可燃ごみ指定袋 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定袋 指定袋 指定袋

不燃ごみ 不燃ごみ･せともの 燃えないごみ 燃えないごみ 中型ごみ 中型ごみ 燃えないごみ 燃えないごみ 不燃ごみ 不燃ごみ

陶器･ガラス

小型家電製品

金属類

小型家庭用品

小型家電製品

時計

台所用品

せとものくず

使い捨てカイロ

板ガラス

木灰

ガラス製品

ガラス

金属

せともの

カゴに入るもの

4ℓを越える容器

化粧ビン

ガラス･電球等

ふとん

毛布

じゅうたん

いす

コタツ

庭木の枝

小型電化製品

鏡

傘

スキー板

ふとん

毛布

じゅうたん

いす

コタツ

庭木の枝

小型電化製品

鏡

傘

スキー板

燃えないもの,

大きめのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

類,

危険なもの

ガラス類

陶器(せともの)類

金属類

小型電化製品

鍋

フライパン

傘

カメラ

ポット

アイロン

ガラス製品

せともの

台所用品

ラジカセ

ビデオカメラ

時計などの日用品

使い捨てカイロ

板ガラス

ガラス

せとものくず

もえがら

１回/２週 月１:粗大と同一 月１回 月２回 月２回 月２回 月１回 月１回 月１:粗大と同一 月１:粗大と同一

ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定カゴ 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定無指定併用 指定袋 指定袋

粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 粗大ごみ 大形ごみ 大形ごみ

内
容

可燃性

木製の家具

木製の机・ｲｽ

畳

絨毯

大型家電品

大型家具

自転車

大型家具

大型電化製品

自転車

枯れ枝

布団

毛布

ｽｺｯﾌﾟ

ｽﾉｰﾀﾞﾝﾌﾟ

自転車

ｽｷｰ板 中型ごみに含む

タンス

イス

机

自転車

鏡台

タンス

テーブル

大型家電品

タンス

ソファ

机

ベッド

大型家具類

大型電化製品

暖房器具

カーペット

タンス

机･イス

自転車

ストーブ

ステレオ

建具類

家具類

廃家電品

随時 月１:不燃と同一 年４回 随時 随時 随時 随時 月１:不燃と同一 月１:不燃と同一

戸別収集 ステーション収集
ｽﾃｰｼｮﾝ収集

または直接持込

直接持込

許可業者依頼

直接持込

許可業者依頼
直接持込 直接持込 ステーション収集 ステーション収集

（処理は有料） （処理は無料） （処理は無料） （処理は無料） （処理は無料） （処理は有料） （処理は無料） （処理は無料） （処理は無料）

出典：各市町ごみ排出案内パンフレット

注）隔週１回収集等で月ごとの収集回数が変動するものは，一部平均化して表示

可
燃
ご
み

区　分

内　容

収集頻度

排出場所

排出形態

不
燃
ご
み

区　分

内　容

収集頻度

排出場所

排出形態

粗
大
ご
み

区　分

収集頻度

排出場所

排出形態
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表３-２２ ごみの区分及び収集頻度（2/3） 

 

盛岡市
(盛岡地域)

盛岡市
(都南地域)

盛岡市
(玉山区)

八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

区　分 缶 空カン 缶 空き缶類 金属 缶類 缶類 缶 空カン 空カン

収集頻度
１回/２週

:紙以外資源同一
月２回:ﾋﾞﾝと同一

月１～２回

:ﾋﾞﾝ,ﾍﾟｯﾄ同一
週１回 週１回 週１回～月２回

週１回～月１回

:紙以外資源同一
月１回 月２回:ﾋﾞﾝと同一 月２回:ﾋﾞﾝと同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定カゴ 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定無指定併用 資源指定袋 無指定袋

内　容
飲料缶,お菓子缶,

缶詰類,ｽﾌﾟﾚｰ缶
飲料缶,酒缶,缶詰

飲料缶,お菓子缶,

缶詰,海苔缶

飲料缶,お菓子缶,

缶詰類,金属類の

蓋,4ℓ以下の容器

飲料缶,ｽﾌﾟﾚｰ缶,

鍋,自転車,ｶﾞｽﾚﾝ

ｼﾞ,体温計,乾電池

飲料缶,ﾌﾀ
飲料缶,お菓子缶,

缶詰,ｽﾌﾟﾚｰ缶
飲料缶 飲料缶,酒缶,缶詰 飲料缶,酒缶,缶詰

区　分 びん 空ビン びん 空きビン類 ガラス びん類 びん類 ビン 空ビン 空ビン

収集頻度
１回/２週

:紙以外資源同一
月２回:ｶﾝと同一

月１～２回

:ｶﾝ,ﾍﾟｯﾄ同一
月２回 月２回 資源(プラ)

週１回～月１回

:紙以外資源同一
月１回 月２回:ｶﾝと同一 月２回:ｶﾝと同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定カゴ 無指定袋 無指定袋 無指定袋 指定無指定併用 資源指定袋 指定袋

内　容 飲料ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ,蛍光灯 飲料ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ,化粧ﾋﾞﾝ 飲料ﾋﾞﾝ 飲料瓶,酒瓶,瓶詰 飲料瓶,酒瓶,瓶詰

区　分 ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル

収集頻度
１回/２週

:紙以外資源同一

月２～３回

:紙と同一

月１～２回

:ｶﾝ,ﾋﾞﾝ同一
月２回 月２回

週１回～月２回

:紙ﾊﾟｯｸと同一

週１回～月１回

:紙以外資源同一

月１回

:ﾄﾚｲ,ﾊﾟｯｸと同一

月２～３回

:紙と同一

月２～３回

:紙と同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 無指定袋 無指定袋 資源指定袋 無指定袋 無指定袋 資源指定袋 指定無指定併用 資源指定袋 指定袋

内　容 飲料,酒,醤油用 飲料,酒,醤油用 飲料,酒,醤油用 飲料,酒,醤油用 ペットボトル 飲料,酒,醤油用 飲料,酒,醤油用 飲料､醤油,ﾐﾘﾝ用 飲料,酒,醤油用 飲料,酒,醤油用

区　分
容器包装(ﾌﾟﾗ製)

※一部収集

容器包装(ﾌﾟﾗ製)

※一部収集

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

製容器包装
容器包装(ﾌﾟﾗ製) 容器包装(ﾌﾟﾗ製)

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

※一部収集

収集頻度 １回/２週 週１回 週１回～月２回
週１回～月２回

:紙以外資源同一
週１回 週１回

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無源指定袋 資源指定袋 無指定袋 無指定袋 資源指定袋 指定袋

内　容
弁当容器,卵ﾊﾟｯｸ,

ﾎﾞﾄﾙ類,ﾄﾚｲ,袋類,

ｶｯﾌﾟ類

弁当容器,卵ﾊﾟｯｸ,

ﾎﾞﾄﾙ類,ﾄﾚｲ,袋類,

ｶｯﾌﾟ類

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包

装,食品ﾄﾚｰ

弁当容器,卵パッ

ク,トレイ,袋類,

カップ類

弁当容器,卵ﾊﾟｯｸ,

ﾎﾞﾄﾙ類,ﾄﾚｲ,袋類,

ｶｯﾌﾟ類

弁当容器,卵ﾊﾟｯｸ,

ﾎﾞﾄﾙ類,ﾄﾚｲ,袋類,

ｶｯﾌﾟ類

区　分 白トレイ トレイ類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ類 白トレイ

収集頻度
月１～２回

:ﾊﾟｯｸと同一

月２回

:古紙･ﾊﾟｯｸと同一

週１回～月１回

:紙以外資源同一

月１回

:ﾍﾟｯﾄ,ﾊﾟｯｸと同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 資源指定袋 無指定袋 指定無指定併用

内　容 白色ﾄﾚｲ
白色ﾄﾚｲ

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

ﾄﾚｲ

食品用発泡ｽﾁﾛｰﾙ

ﾄﾚｲ

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

出典：各市町ごみ排出案内パンフレット

注）隔週１回収集等で月ごとの収集回数が変動するものは，一部平均化して表示
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表３-２３ ごみの区分及び収集頻度（3/3） 

 

盛岡市
(盛岡地域)

盛岡市
(都南地域)

盛岡市
(玉山区)

八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町

区　分
容器包装(紙製)

※一部収集

容器包装(紙製)

※一部収集

その他紙製

容器包装

その他紙製

容器包装
容器包装(紙製)

その他紙

※一部収集

収集頻度 １回/４週
月２回

:紙類･ﾍﾟｯﾄと同一
月２回

週1回～月1回

:紙類と同一

月２回

:紙類･ﾍﾟｯﾄと同一

月２回

:紙類･ﾍﾟｯﾄと同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 資源指定袋 紙袋か紙紐結束 紙袋か紙紐結束 資源指定袋 無指定袋

内　容
紙製の箱,紙製の

袋

紙製の箱,紙製の

袋

紙箱,紙袋,包装

紙,Yｼｬﾂの台紙

紙箱,紙袋,包装

紙,Yｼｬﾂの台紙

紙製の箱,紙製の

袋

紙製の箱,紙製の

袋

区　分 紙パック 紙パック 紙パック 紙パック 紙パック 紙パック 紙パック 紙パック

収集頻度
月２～３回

:新聞雑紙ﾍﾟｯﾄと

同一

月１～２回

:ﾄﾚｲと同一

月２回

:古紙･ﾄﾚｲと同一

週１回～月２回

:ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙと同一

週１回～月１回

:紙類と同一

月１回

:ﾍﾟｯﾄ,ﾄﾚｲと同一

月２～３回

:新聞雑紙ﾍﾟｯﾄと

同一

月２～３回

:新聞雑紙ﾍﾟｯﾄと

同一

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 無指定袋 無指定袋 紐で結束 紐で結束 結束か袋 指定無指定併用 資源指定袋 無指定袋

内　容 飲料用 飲料用 飲料用 飲料用 飲料用 飲料用 飲料用 飲料用

区　分 古紙
新聞･雑誌･

段ﾎﾞｰﾙ･古着

新聞紙,雑誌,

段ﾎﾞｰﾙ

新聞紙,雑誌,

段ﾎﾞｰﾙ
新聞・布

新聞,雑誌,段ﾎﾞｰ

ﾙ,他紙

新聞紙,雑誌,

段ﾎﾞｰﾙ

新聞類,雑誌類,

段ボール

新聞･雑誌･

段ﾎﾞｰﾙ･古着

新聞･雑誌･

段ﾎﾞｰﾙ･古着

収集頻度 １回/４週
月2～3回(新･雑)

月１回(段･着)
月２回

月２回

:ﾄﾚｲ･ﾊﾟｯｸと同一
月２回

区分別に各

月１回～２回

週１回～月１回

:紙類と同一
月１回

月2～3回(新･雑)

月１回(段･着)

月2～3回(新･雑)

月１回(段･着)

排出場所 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション

排出形態 紐で結束
紐で十字結束

古着は無指定袋
紐で結束 紐で結束 紐で結束 紐で結束,紙袋 紐で結束 紐で結束

紐で十字結束

古着は資源指定袋

紐で十字結束

古着は無指定袋

内容
新聞紙/段ボール/

雑誌(その他紙)の

３分別

新聞/雑誌/段ﾎﾞｰﾙ

/古着類の４分別

新聞紙/雑誌/段

ボールの３分別

新聞紙/雑誌/段

ボールの３分別

新聞紙/雑誌/段

ボール/本/衣類で

一括

新聞紙/雑誌/段

ボール/の３分別

新聞紙/雑誌/段

ボール/の３分別

新聞紙/段ボール/

雑誌の３分別

新聞/雑誌/段ﾎﾞｰﾙ

/古着類の４分別

新聞/雑誌/段ﾎﾞｰﾙ

/古着類の４分別

有害･危険ごみ 危険ごみ 危険ごみ 危険ごみ 有害･危険ごみ 有害･危険ごみ

蛍光灯,電球,乾電

池,ｶﾐｿﾘ

乾電池,ｽﾌﾟﾚｰ缶,ﾗ

ｲﾀｰ,蛍光灯

カセットボンベ

スプレー缶

蛍光灯,乾電池,ｽ

ﾌﾟﾚｰ缶,ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ,

ﾗｲﾀｰ

蛍光灯,電球,乾電

池,体温計,使い捨

てﾗｲﾀｰ,ｶﾐｿﾘ

蛍光灯,電球,乾電

池,ｶﾐｿﾘ

蛍光灯月２回

:ｶﾝﾋﾞﾝと同一

その他は随時

月１回

:ｶﾝﾋﾞﾝﾍﾟｯﾄと同一
週１回 随時

蛍光灯月２回

:ｶﾝﾋﾞﾝと同一

その他は随時

蛍光灯月２回

:ｶﾝﾋﾞﾝと同一

その他は随時

ステーション ステーション ステーション 公民館,図書館等 ステーション ステーション

蛍光灯は袋

その他は専用箱
専用箱 資源指定袋 指定ボックス

蛍光灯は袋

その他は専用箱

蛍光灯は袋

その他は専用箱

生ごみ

※一部収集

生ごみ

※一部収集

生ごみ

※一部収集

生ごみ

※一部収集

食べ残し,調理く

ず

食べ残し,調理く

ず

食べ残し,調理く

ず
残飯,調理くず

週２回 週２回 週２回 週２回

ステーション ステーション ステーション ステーション

ポリバケツ ポリバケツ ポリバケツ ポリバケツ

出典：各市町ごみ排出案内パンフレット

注）隔週１回収集等で月ごとの収集回数が変動するものは，一部平均化して表示
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第４節 

焼却１ 

本ブ

示します

本ブ

以降は横

 

ブロック
盛岡
八幡
滝沢
雫石
葛巻
岩手
紫波
矢

ブ

ブ

出典：一般廃棄物

焼
却
処
理
量

直
接
焼
却
量

焼

却

施

設

以

外

の

中

間

処

理

施

設

か

ら

の

搬

入

量

中間処理の

却処理量 

ロックの平

す。 

ロックにお

横ばいの傾

合計
岡市
幡平市
沢市
石町
巻町
手町
波町
巾町

ロック合計
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

ロック合計
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
物処理実態調査H17～

の現状 

平成17年度か

ける焼却処

向を示して

H17 H

162,047 159
109,137 108

9,204 9
15,234 12
6,222 6
1,465 1
3,746 3
7,423 7
9,616 10

155,168 151
104,011 102

8,976 8
14,611 12
6,222 6
1,431 1
3,746 3
6,929 6
9,242 9

6,879 7

5,126 5
228
623

0
34
0

494
374

～H24

から平成24

処理量は，平

ており，平成

表３-２４

図３-１３

18 H19

9,697 158,291
8,779 105,749
9,074 8,992
2,832 15,085
6,046 5,626
1,474 1,457
3,683 3,750
7,514 7,262
0,295 10,370

1,852 150,435
2,996 100,577
8,856 8,849
2,141 13,820
6,046 5,368
1,434 1,411
3,620 3,688
6,937 6,763
9,822 9,959

7,845 7,856

5,783 5,172
218 143
691 1,265

0 258
40 46
63 62

577 499
473 411

－ 36 －

年度の焼却

平成 22 年度

成 24 年度では

４ 焼却処理

３ 焼却処理

H20 H2

151,161 148
100,126 97

8,573 8
14,795 15
5,428 5
1,458 1
3,585 3
7,171 7

10,025 9

143,965 141
95,231 92
8,458 8

13,557 13
5,428 5
1,448 1
3,554 3
6,676 7
9,613 8

7,196 7

4,895 4
115

1,238 1
0

10
31

495
412

－ 

却処理量の推

度までは減少

は 145,799t

理量の推移

理量の推移

21 H22

8,681 144,171
7,575 94,238
8,541 8,524
5,156 15,296
5,288 5,250
,447 1,373

3,543 3,394
7,963 7,579
9,168 8,517

,387 136,670
2,891 89,324
8,404 8,399
3,884 13,958
5,084 5,046
,383 1,366

3,512 3,361
7,485 7,096
8,744 8,120

7,294 7,501

4,684 4,914
137 125

,272 1,338
204 204
64 7
31 33

478 483
424 397

推移を表３-

少傾向を示し

t となってい

H23 H2

144,524 145
94,257 94
8,626 8

15,461 15
5,370 5
1,365 1
3,218 3
7,955 8
8,272 8

136,532 138
88,984 89
8,492 8

14,201 14
5,178 5
1,357 1
3,180 3
7,373 7
7,767 8

7,992 7

5,273 4
134

1,260 1
192

8
38

582
505

２４及び図

していました

います。 

24
H17-H24
増減

,799 △16,24
,577 △14,56
,898 △30
,370 13
,510 △71
,204 △26
,491 △25
,117 69
,632 △98

,312 △16,85
,728 △14,28
,748 △22
,218 △39
,325 △89
,189 △24
,451 △29
,539 61
,114 △1,12

,487 60
,849 △27
150 △7

,152 52
185 18
15 △1
40 4

578 8
518 14

３-１３に

たが，それ

 

 

単位：t/年
H17比

増減率(%)

48 △10.0%
60 △13.3%
06 △3.3%
36 0.9%
12 △11.4%
61 △17.8%
55 △6.8%
94 9.4%
84 △10.2%

56 △10.9%
83 △13.7%
28 △2.5%
93 △2.7%
97 △14.4%
42 △16.9%
95 △7.9%
10 8.8%
28 △12.2%

08 8.8%
77 △5.4%
78 △34.2%
29 84.9%
85 -
19 △55.9%
40 -
84 17.0%
44 38.5%



 

 

焼却２ 

本ブ

図３-１

本ブ

たが，そ

 

 

 

 

 

 

ブ

出典：一般廃棄物

焼
却
以
外
の

中
間
処
理
量

却以外の中

ロックの平

１４に示しま

ロックにお

それ以降は

ロック合計
盛岡市
八幡平市
滝沢市
雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
物処理実態調査H17～

間処理量 

平成 17 年度か

ます。 

ける焼却以

微増傾向を

表３

図３

 

H17 H

32,350 31
18,602 18
1,454 1
2,590 2
1,427 1

861
927

3,779 3
2,710 2

～H24

から平成 24

以外の中間処

を示しており

-２５ 焼却

-１４ 焼却

18 H19

1,294 29,358
8,273 16,665
1,389 1,224
2,445 3,341
1,379 1,243

705 681
555 486

3,664 3,215
2,884 2,503

－ 37 －

4 年度の焼却

処理量は，平

，平成 24 年

却以外の中

却以外の中

H20 H2

27,283 27
15,575 15
1,119 1
3,226 3

934 1
567
475

3,077 2
2,310 2

－ 

却以外の中間

平成 21 年度

年度では 29

間処理量の

間処理量の

21 H22

7,079 27,567
5,230 16,099
,142 1,107

3,334 3,361
,080 1,044
581 485
481 467

2,940 2,859
2,291 2,145

間処理量の推

度までは減少

9,005t とな

推移 

推移 

H23 H2

28,653 29
16,893 17
1,141 1
3,412 3
1,030 1

484
466

2,939 2
2,288 2

推移を表３

少傾向を示し

なっています

24
H17-H24
増減

,005 △3,34
,450 △1,15
,150 △30
,163 57
,053 △37
661 △20
450 △47

,870 △90
,208 △50

-２５及び

していまし

す。 

単位：t/年
H17比

増減率(%)

45 △10.3%
52 △6.2%
04 △20.9%
73 22.1%
74 △26.2%
00 △23.2%
77 △51.5%
09 △24.1%
02 △18.5%
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第５節 最終処分の現状 

本ブロックの平成17年度から平成24年度の最終処分量の推移を表３-２６及び図３-１５に

示します。 

本ブロックにおける最終処分量は，平成 23 年度までは減少傾向を示していましたが，平成

24 年度では 19,203t と増加傾向になっています。 

 

 

表３-２６ 最終処分量の推移 

 

 

 

 

  

単位：t/年

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
H17-H24
増減

H17比
増減率(%)

ブロック合計 24,047 23,074 20,876 19,896 19,551 18,376 18,157 19,203 △4,844 △20.1%
盛岡市 18,077 16,727 15,641 14,613 14,586 13,680 13,628 13,449 △4,628 △25.6%
八幡平市 1,563 2,078 1,449 1,520 1,563 1,402 1,455 2,487 924 59.1%
滝沢市 964 925 1,062 1,240 1,185 1,131 839 834 △130 △13.5%
雫石町 879 944 282 281 259 248 239 257 △622 △70.8%
葛巻町 636 522 493 531 284 295 302 382 △254 △39.9%
岩手町 730 584 539 525 520 526 522 548 △182 △24.9%
紫波町 524 547 582 495 538 514 578 605 81 15.5%
矢巾町 674 747 828 691 616 580 594 641 △33 △4.9%

ブロック合計 828 650 562 539 615 333 475 507 △321 △38.8%
盛岡市 813 606 545 405 451 317 418 462 △351 △43.2%
八幡平市 15 6 17 134 164 16 27 17 2 13.3%
滝沢市 0 38 0 0 0 0 30 28 28 -
雫石町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
葛巻町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
岩手町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
紫波町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
矢巾町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

ブロック合計 18,562 18,427 17,424 16,778 16,106 15,404 15,039 16,146 △2,416 △13.0%
盛岡市 13,589 13,626 12,851 12,190 11,823 11,271 11,209 11,118 △2,471 △18.2%
八幡平市 1,097 1,035 1,037 1,008 1,022 1,001 1,023 2,032 935 85.2%
滝沢市 964 887 1,062 1,240 1,185 1,131 809 806 △158 △16.4%
雫石町 700 761 282 281 259 248 239 257 △443 △63.3%
葛巻町 426 413 388 485 276 269 275 254 △172 △40.4%
岩手町 597 421 401 392 388 394 379 439 △158 △26.5%
紫波町 519 542 578 495 538 512 542 602 83 16.0%
矢巾町 670 742 825 687 615 578 563 638 △32 △4.8%

ブロック合計 4,657 3,997 2,890 2,579 2,830 2,639 2,643 2,550 △2,107 △45.2%
盛岡市 3,675 2,495 2,245 2,018 2,312 2,092 2,001 1,869 △1,806 △49.1%
八幡平市 451 1,037 395 378 377 385 405 438 △13 △2.9%
滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
雫石町 179 183 0 0 0 0 0 0 △179 △100.0%
葛巻町 210 109 105 46 8 26 27 128 △82 △39.1%
岩手町 133 163 138 133 132 132 143 109 △24 △18.1%
紫波町 5 5 4 0 0 2 36 3 △2 △40.0%
矢巾町 4 5 3 4 1 2 31 3 △1 △25.0%

出典：一般廃棄物処理実態調査H17～H24

直
接
最
終
処
分
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第６節 

本ブロ

傾向にあ

らにごみ減

ごみ量が

ないことや

集約化を広

また，収

域ごとに

を検討す

 

 

 

広域化に向

ックにおけ

り，一人 1

減量に努め

が年々減少

や，年数を経

広域化の中

収集・運搬

よって異な

ることが課

向けたごみ処

るごみ排出

日あたりの

ていく必要

傾向にある

経過してい

で図ってい

に関しても

っているこ

題となりま

 

図３-１５

処理・処分の

出量は，全体

ごみ排出量

要があります

中で，現状

るごみ処理

いくことが課

，現段階に

とから，今

す。 
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５ 最終処分

の課題 

体としては減

量は微増傾向

す。 

状のごみ処理

理施設があり

課題となりま

において分別

今後の広域化

－ 

分量の推移

減少傾向にあ

向にあります

理施設の維持

，その費用

ます。 

別区分が異な

化に向け，こ

あるものの，

す。そのため

持管理を行っ

用は微増傾向

なり，それに

これらの収集

近年の状況

め，ブロック

っていかなけ

向にある中で

に伴い収集形

集・運搬体制

況は横ばい

ク全体でさ

ければなら

で，施設の

形態等も地

制の統一化
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第１節 

岩手１ 

岩手県

いるか又

と県南ブ

を進めて

Ａ県北ブ

Ｂ県央ブ

Ｃ中部ブ

Ｄ県南ブ

Ｅ沿岸中部

Ｆ沿岸南部

広域化

Ａ県北

Ｂ県央

Ｃ中部

Ｄ県南

Ｅ沿岸中

Ｆ沿岸南

ごみ処理

岩手県内の

手県におけ

県の６つの

又はそれに

ブロックに

ている段階

ロック 

ロック 

ロック 

ロック 

部ブロック

部ブロック

化実施段階

北ブロック

央ブロック

部ブロック

南ブロック

中部ブロック

南部ブロック

理の組織

の広域化状況

る広域化ブ

ブロックの

向けて新施

なりますが

です。 

： 平成

平成

中止

解散

： ごみ

24

平成

： 平成

焼却

： ごみ

25

 ： 昭和

理

 ： 平成

度

ルセ

図４-

広域化基本
策定等

織体制の現

況 

ブロックの進

のうち，４つ

施設の発注準

が，県南ブロ

成 22 年度に

成 24 年度に

止と広域化

散議案が否

み処理広域

年度に広域

成 26 年度に

成 14 年度

却施設と新

み処理広域

年 11 月に広

和 62 年度

を継続中 

成 18 年度に

から岩手沿

センター）

１ 岩手県の

本構想
等

組合

－ 40 －

現状と課題

進捗状況 

つのブロック

準備や建設を

ックは，広

に「岩手北部

に事業計画の

組合の解散

決 

域化に向けて

域化基本構想

に，広域化基

に「岩手中

新中継施設を

域化に向けて

広域化基本構

に「宮古地

に「岩手沿岸

岸南部クリ

を稼働 

の広域化ブ

合の設立

－ 

題 

クが既に組合

を行っている

広域化基本構

部広域環境組

の見直しが検

散方針が決定

て，平成 21

想骨子を策定

基本構想を策

部広域行政

を建設中 

て，平成 24

構想を策定

地区広域行政

岸南部広域環

ーンセンタ

ロックの実

施設整備基本
計画策定，
工事発注等

合を設立し，

るところです

構想を策定し

平成

組合」を設立

検討され，平

定されたが，

年度に基礎

定 

策定 

政組合」を設

年度に基礎

政組合」を設

環境組合」を

ター（ごみ焼

実施段階

本
施設建

広域処理を

す。残りは本

し広域化に向

成 26 年４月

立 

平成 25 年４

12 月の九戸

礎調査を実施

設立し，現在

礎調査を実施

設立し，現在

を設立し，平

焼却施設及び

建設 施

※平成
　稼働

を実施して

本ブロック

向けて検討

月１日現在

４月に事業

戸村議会で

施し，平成

在，新ごみ

施し，平成

在も広域処

平成 23 年

びリサイク

施設稼働

成27年10月
働予定

 



 

 

岩手２ 

既に組

共同処

み処理施

組合で

の職員数

 

ブロック名

組合名称

組合設置

構成 

市町村 

共同処理

する事務

組合の 

議員 

組合の 

事務局 

施設整備

状況 

注）B県央ブ

手県におけ

組合が設立

処理する事

施設の設置

は，し尿処理

数が多くな

名 Ａ県北

称 
岩

広域

日 平成 22

久慈市

普代村

野田村

洋野町

理 

務 

１．ごみ

画の

るこ

２．ごみ

設置

営に

（市

町村

備 

・ごみ

 平成

 

・不燃粗

 平成

 

・中継

 平成

 

・資源

 平成

ブロック，D県

る広域化ブ

されている

務をみると

，管理及び

理施設と消

っています

表４-１ 

北ブロック 

岩手北部 

域環境組合 

2 年 4月１日

市，二戸市，

村，軽米町，

村，九戸村，

町，一戸町 

み処理基本計

の策定に関す

と。 

み処理施設の

，管理及び運

関すること。

18 人 

：各３人， 

：各２人） 

５人 

中断中 

焼却施設 

27～29 年度

粗大処理施設

28～29 年度

施設 

31 年度 

化施設 

30～31 年度

県南ブロックに

ブロックの組

４つのブロ

，いずれの

び運営に関す

防事務に関

す。 

岩手県にお

Ｃ中部

岩手

広域行

日 平成 14

 

 

 

花巻市，

遠野市，

計

す

の

運

 

１．一般

計画の

ること

２．ごみ

設置，

営に関

３．一般

継運搬

と。 

1

（市：

町：各

６

建

度 

設 

度 

度 

・ごみ焼

 平成 24

 

・中継施

平成 25

については組織

－ 41 －

組織体制（本

ロックの組織

の組合とも「

すること」が

関することも

おける広域化

部ブロック 

手中部 

行政組合 

4 年 11 月 

北上市，

西和賀町

般廃棄物処理

策定に関す

。 

み処理施設の

管理及び運

関すること。

般廃棄物の中

搬に関するこ

1人 

各３人， 

各２人） 

６人 

建設中 

焼却施設 

4～27 年度

施設 

5～27 年度

織が設立されて

－ 

本ブロック除

織体制は表４

「ごみ処理計

が共通してい

も含まれるた

化ブロックの

Ｅ沿岸中部

宮古

広域行

昭和 62

宮古市，

岩泉町，

１．一般廃

集，運搬

処分に関

２．浄化槽

可に関す

３．汚泥混

理・運営

理に関す

４．一般廃

設の設置

運営に関

５．消防事

こと。

13

（市：

町：各３人

17

稼

・ごみ焼却

改良） 

 平成 27～

 

・し尿処理

改良） 

平成 28～2

ていないため未

除く） 

４-１に示す

計画の策定に

います。特に

ため，他組合

の組織体制 

部ブロック 

古地区 

行政組合 

2 年７月 

山田町， 

田野畑村 

廃棄物の収

の委託及び

関すること。 

清掃業の許

すること。 

焼施設の管

と汚泥の処

すること。 

棄物処理施

置，管理及び

関すること。 

務に関する

人 

５人， 

，村：２人） 

人 

働 

却施設（基幹

～28 年度 

理施設（基幹

9年度 

未記載

すとおりです

に関すること

に，宮古地区

合と比較し組

Ｆ沿岸南部

岩手沿

広域環

平成 18 年

釜石市，大

陸前高田市

住田町 

１．ごみ処理

定に関す

２．ごみ処理

置，管理及

関するこ

３．一般廃棄

運搬に関

13

（市：各

町村：各

６

稼 

・岩手沿岸

ンセンター

施設及びリ

センター）

 平成 23 年

稼働 

す。 

と」と「ご

区広域行政

組合事務局

部ブロック

沿岸南部 

環境組合 

年４月 14 日

大船渡市， 

市，大槌町，

理計画の策

すること。 

理施設の設

及び運営に

こと。 

棄物の中継

関すること。

人 

各３人， 

各２人） 

人 

働 

南部クリー

ー（ごみ焼却

リサイクル

 

年４月から
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ごみ１ 

県央ブ

区域に分

盛岡市

岩手・玉

は単独で

現在

名とな

各組織

 

 

注）人数は

 

雫

葛

滝

矢

盛岡市

盛岡市

紫

盛岡

岩

八　

ごみ処理に

み処理に係

ブロックの

分けていま

（都南地域

玉山環境組合

でそれぞれ

の各組織の

っています

織における

，平成 24 年度

雫　石　町

葛　巻　町

滝　沢　市

矢　巾　町

市（盛岡地域）

市（都南地域）

紫　波　町

市（玉山区）

岩　手　町

幡　平　市

に係る組織体

る現組織の

３市５町の

す。そのた

域），紫波町，

合で，八幡

処理を行っ

職員合計は

。 

体制の一覧

度現在 

図４

体制の現状と

の体制 

のうち，盛岡

ため，図４-

矢巾町は盛

平市は単独

ています。

は 218 名，ま

覧を表４-２に

４-２ ごみ
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と課題 

岡市はごみ処

２に示すと

盛岡・紫波

独で，滝沢市

 

また収集運搬

に示します。

み処理に係る

滝沢・

葛

盛

盛岡・紫波地

岩手・玉

八　

－ 

処理区域を盛

おり盛岡市

地区環境施

市と雫石町は

搬等，委託業

。 

る現組織の体

雫石環境組合

葛　巻　町

盛　岡　市

地区環境施設

玉山環境組合

幡　平　市

盛岡地域，都

市（盛岡地域

施設組合で，

は滝沢・雫石

業務に従事す

体制

合計

合 ・・

・・

設組合

合

・・

・・

・・

・・

都南地域，玉

域）は盛岡市

盛岡市（玉

石環境組合で

する職員の合

218名計

3名

・

・

人員

139名

17名

29名

7名

23名

・

・

・

・

玉山区の３

市単独で，

玉山区）は

で，葛巻町

合計は 459

459名

153名

16名

委託職員

118名

102名

13名

57名
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表４-２ 県央ブロックのごみ処理に係る現組織の体制の一覧（平成 24 年度）（1/5） 

構成市町 盛岡市（盛岡地域，都南地域，玉山区） 

組織体制 

注）平成 24 年 10 月現在 

 

 

表４-２ 県央ブロックのごみ処理に係る現組織の体制の一覧（平成 24 年度）（2/5） 

構成市町 紫波町 矢巾町 岩手町 八幡平市 

組織体制 

 

 

 

 

注）平成 24 年 10 月現在 

 

 

  



 

－ 44 － 

表４-２ 県央ブロックのごみ処理に係る現組織の体制の一覧（平成 24 年度）（3/5） 

構成市町 滝沢市 雫石町 葛巻町 

組織体制 

 

 

 

注）平成 24 年 10 月現在 

 

表４-２ 県央ブロックのごみ処理に係る現組織の体制の一覧（平成 24 年度）（4/5） 

組 合 盛岡・紫波地区環境施設組合 滝沢・雫石環境組合 

組織体制 

構成市町：盛岡市(都南地域)，紫波町，矢巾町

 

構成町：滝沢市，雫石町 

 

注）平成 24 年 10 月現在 

 

表４-２ 県央ブロックのごみ処理に係る現組織の体制の一覧（平成 24 年度）（5/5） 

組 合 岩手・玉山環境組合 

組織体制 

構成市町：盛岡市（玉山区），岩手町 

 

注）平成 24 年 10 月現在  



 

 

ごみ２ 

県央ブ

を行って

これ

おり正職

42 名，

収集運

 

事業

盛

八幡

滝

雫

葛

岩

紫

矢

岩手・玉

（盛岡市

滝沢・雫

（滝沢市

盛岡・紫波地

（盛岡市，紫

合 

注）（ ）内

み処理に係

ブロックで

ています。

らのごみ処

職員が 144

合計が 218

運搬や処理

表４-３ 

業主体 

盛岡市 

幡平市 

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

玉山環境組合 

市，岩手町） 

雫石環境組合 

市，雫石町） 

地区環境施設組

紫波町，矢巾町

 計 

内は併任職員数

る現組織の

は，上記の

 

理に係る現

名，出向・

名です。 

理処分で委託

県央ブロ

正職員 

112 

7 

7 

3 

3 

4 

5 

3 

0 

(3) 

組合 

町） 
(1) 

144 

数 

の人員 

３市５町と

現組織の全人

派遣が２名

託に従事する

ックのごみ

出向・

派遣 

組

職

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

－ 45 －

３組合の組

人員は，平成

名，組合職員

る職員は，45

み処理に係る

 

組合 

職員 
非常勤

0 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

5 5

7 0

15 15

 

－ 

組織体制で収

成 24 年度デー

員が 15 名，非

59 名です。

る現組織の人

勤
臨時・

パート

23 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

15 

1 

1 

42 

収集・運搬，

ータによる

非常勤が 15

 

人員（平成 2

合計 収
運

145 1

7 

8 

3 

3 

4 

6 

3 

19 

12 

8 

218 2

中間処理，

と，表４-３

5 名，臨時・

24 年度） 

 

委託職員 

収集 
運搬 

処理
処分

108 10

34 23

0 0 

18 0 

7 9 

12 1 

0 0 

0 0 

0 0 

80 55

36 66

295 164

最終処分

３に示すと

・パートが

単位：名

 

合計 
理 
分 

 118 

 57 

0 

18 

16 

13 

0 

0 

0 

 135 

 102 

4 459 



 

 

ごみ３ 

県央ブ

所管車

います。

 

岩手

（盛

滝沢

（滝

盛岡・紫

（盛岡市

 

 

 

 

み処理に係

ブロックに

車両は 41 台

。 

事業主体 

盛岡市 

八幡平市 

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

手・玉山環境

盛岡市，岩手

沢・雫石環境

滝沢市，雫石

紫波地区環境

市，紫波町，

合  計 

る現組織の

おける平成

台，委託車両

表４-４ 

境組合 

手町） 

境組合 

石町） 

境施設組合 

矢巾町） 

 

の車両 

成 24 年度の収

両は 157 台，

ブロック内

所管車両

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

41 

－ 46 －

収集運搬に係

，許可車両

内の車両台数

両 委託

1

－ 

係る車両台

は 1,158 台

数一覧（平成

託車両 

54 

17 

0 

9 

7 

6 

0 

0 

0 

49 

15 

157 

数一覧を表

台であり，合

成 24 年度） 

許可車両 

491 

110 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

300 

257 

1,158 

表４-４に示し

合計 1,356 台

単

合 

57

12

0

9

7

6

0

0

0

36

27

1,3

します。 

台となって

単位：台 

計 

72 

27 

0 

9 

7 

6 

0 

0 

0 

63 

72 

356 



 

 

ごみ４ 

県央ブ

４-３に

平成

費，22.

 

注）1.出典

注）2.処理及

注）3.人件

注）4.処理

注）5.委託

岩手・玉山

盛岡・紫波

滝沢・雫石

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

盛岡市

八幡平市

滝沢市

み処理に係

ブロックに

に示します。

24 年度は，

.6%が人件費

：平成 24 年度

及び維持管理

費：一般職，

費：収集運搬

費：収集運搬

（

山環境組合

波地区環境施

石環境組合

合　　計

る現組織の

おいて，ごみ

 

ブロック内

費となってい

表４-５

度一般廃棄物処

費：組合分担

収集運搬，中

搬費，中間処理

搬費，中間処理

図４-３

人

1,

割合）

設組合

の運営コスト

み処理に係

内合計で約 5

います。 

５ 処理及び

処理実態調査

金を除く人件

間処理，最終

費，最終処分

費，最終処分

３ 処理及び

人件費 処

935,356

7,770

15,703

16,448

8,500

5,500

7,033

986

74,788

58,016

49,787

,179,887 1

(22.6%)

委託費

55.3%

調査研究

費

0.2%

－ 47 －

トの現況 

る平成 24 年

52.3 億円か

び維持管理費

件費，処理費，

終処分の合計

分費の合計 

分費，その他の

び維持管理費

処理費 車

574,658

2,420

0

0

29,008

0

2,127

0

170,917

359,651

0

,138,781

(21.8%)

人件

22.6

処

2
費

－ 

年度の処理及

かかっており

費（平成 24

車両購入費，

の合計 

費（平成 24

車両購入費

0

0

0

0

3,210

0

0

0

0

0

0

3,210 2

(0.1%)

件費

6%

処理費

21.8%

車

計52.3

及び維持管理

り，55.3%が委

4 年度） 

委託費，調査

 

4 年度）

委託費 調

584,955

388,982

0

99,544

42,119

0

0

0

0

772,179

1,008,774

2,896,553

(55.3%)

車両購入

費

0.1%

3億円

理費を表４

委託費，21

査研究費 

単

調査研究費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,440

9,440

(0.2%)

-５及び図

.8%が処理

単位：千円

合計

2,094,969

399,172

15,703

115,992

82,837

5,500

9,160

986

245,705

1,189,846

1,068,001

5,227,871

(100.0%)

 



 

 

また，

平成

年度は減

 

出典：一般廃

 

ごみ５ 

県央ブ

・構成

・組織

・処理

県央ブ

ていく

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

岩手・玉山環

盛岡・紫波地区環

滝沢・雫石環

合計

，平成17年度

17 年度から

減少しまし

廃棄物処理実

み処理に係

ブロックの

成団体が多

織人員や収

理及び維持

ブロックで

ことが必要

H

2,4

23

66

28

6

5

環境組合 19

環境施設組合 96

環境組合

4,8

度から平成

らの推移をみ

た。 

表

態調査 H17～H

図

る組織の課

ごみ処理に

く，事務が

集運搬車両

管理費につ

は，以上の

と考えられ

H17 H18

412,006 2,422,88

30,896 343,43

65,246 720,24

83,457 260,44

60,924 59,46

59,160

2,684 4,62

0

93,255 193,16

65,738 1,006,82

-

873,366 5,011,08

24年度にお

みると，平成

表４-６ 処理

H24 

図４-４ 処理

課題 

に係る現状か

が多岐にわた

両に係る車両

ついて，年々

ことから今

れます。

H19

82 2,497,426 2,3

5 382,439 39

45 576,729 71

44 345,260 30

3 71,889 7

0 7,040

8 19,044 1

0 698

3 214,872 23

25 956,771 99

- -

85 5,072,168 5,0

－ 48 －

おける合計額

成 17 年度以

理及び維持

理及び維持

から示される

たり煩雑であ

両台数が膨大

々微増傾向に

今後，効率・

H20 H21

338,223 2,269,87

97,158 385,86

11,364 700,58

08,601 294,09

72,266 66,19

5,500 5,50

11,558 8,55

570 91

37,059 213,77

98,553 1,094,93

-

080,852 5,040,29

－ 

額の推移を表

以降は，微増

管理費の推

管理費の推

る課題は次の

あること。

大であり，経

にあること。

効果的な業

H22

74 2,231,307 2,4

66 366,038 3

83 730,802

98 288,966 1

92 68,128

00 5,500

58 8,756

17 911

71 204,507 2

34 1,199,762 1,

- 8,093 8

93 5,112,770 5,

表４-６及び

増傾向にあ

推移 

推移 

のとおりです

経費がかかる

 

業務運営を進

 

H23 H24

467,203 2,094,96

77,985 399,17

35,913 15,70

32,915 115,99

74,713 82,83

5,500 5,50

9,306 9,16

926 98

17,828 245,70

187,101 1,189,84

27,961 1,068,00

337,351 5,227,8

び図４-４に

りましたが

 

す。 

ること。 

進め運営経費

69 △ 317,037

72 168,276

03 △ 649,543

92 △ 167,465

37 21,913

00 △ 53,660

60 6,476

86 986

05 52,450

46 224,108

01 1,068,001

71 354,505

H17-2

示します。

が，平成 24

費を削減し

単位：千円

7 △ 13.1 %

6 72.9 %

3 △ 97.6 %

5 △ 59.1 %

3 36.0 %

0 △ 90.7 %

6 241.3 %

6 - %

0 27.1 %

8 23.2 %

1 - %

5 7.3 %

24増減



 

第５章 

 

第１節 

ごみ１ 

本ブロ

クル施設

各ごみ

滝沢清掃

処分場へ

各ごみ

 

 

施 設 名 称

事 業 主 体

対象自治体

所 在 地

処 理 能 力

竣   工

炉 形 式

ｴﾈﾙｷﾞｰ回収

ごみ発電能力

灰処理方式

運 転 形 態

経 過 年

※H26.1 時点 

 

ごみ処理

ごみ焼却施

み焼却施設

ロックにおけ

設から排出さ

み焼却施設か

掃センターと

へ搬出される

み焼却施設の

称 
盛岡市

クリーンセン

体 盛岡市

体 
盛岡市

(盛岡地

地 
盛岡市

小鳥沢 14

 
405t/2

(135t/24h

工 平成 10 年

式 ストーカ

 
場内温水場内

発電(場内･

力 1,500 

式 
セメント

薬剤処

 一部委

年 
15 年

理施設の

施設の現状と

設の現状 

けるごみ焼却

される破砕残

から発生する

と盛岡・紫波

るものは飛灰

の概要を表

表

市 

ンター

八

清掃

市 八

市 

地域) 
八

市 

48-25 

八幡

2

24h 

h×3)

5

(25t

年３月 平成

カ式 スト

内蒸気

･場外)

場

kW 

固化 

処理 
薬

委託 

年 1

 

現状と課

と課題 

却施設は６施

残渣を焼却処

る焼却残渣

波地区環境施

灰処理物のみ

５-１に示し

表５-１ ご

幡平市 

掃センター 

幡平市 

幡平市 

幡平市野駄 

7-621 

0t/8h 

t/8h×2) 

10 年３月 平

トーカ式 

場内温水 

暖房 

－ 

薬剤処理 

委託 

15 年 

－ 49 －

課題 

施設であり

処理してい

は，最終処

施設組合清

みになりま

します。 

ごみ焼却施設

滝沢 

清掃センター

滝沢・雫石 

環境組合 

滝沢市 

雫石町 

滝沢市 

大石渡 332-2

100t/24h 

(50t/24h×2)

平成 14 年９月

直接溶融方式

場内温水発電

(場内･場外)

1,200 kW 

薬剤処理 

委託 

11 年 

－ 

，主に可燃

ます。 

処分場へ搬出

清掃センター

す。 

設の施設概要

葛巻町

清掃センタ

葛巻町

葛巻町

葛巻町

葛巻 7-1

10t/8h

(10t/8h×

平成５年 10

回転式ストー

場内温水

－ 

薬剤処理

委託

20 年

燃ごみと，破

出され埋立処

ーは直接溶融

要 

ター 

岩手

清掃事

岩手

環境

盛岡市

岩手

0 

盛岡市

寺林字

54

1) 

28t

(14t/

0 月 平成９

ーカ ストー

水 場内

－

理 薬剤

直

17

破砕選別施設

処分されてい

融炉であるた

手･玉山 

事業所 

盛岡

環

清

手･玉山 

境組合 

盛

環

(玉山区) 

手町 

盛岡

市玉山区 

字平森

4-54 

矢

t/8h 

/8h×2) (8

９年３月 平

ーカ式 直

内温水 
発電

－ 

剤処理 

直営 

7 年 

設やリサイ

いますが，

ため，最終

岡・紫波地区

環境施設組合 

清掃センター 

盛岡･紫波地区

環境施設組合 

岡市(都南地域)

紫波町 

矢巾町 

矢巾町大字 

西徳田 

12-168-2 

160t/24h 

80t/24h×2) 

平成 15 年３月

直接溶融方式 

場内温水 

電(場内利用) 

1,990 kW 

薬剤処理 

一部委託 

10 年 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 盛

② 八

③ 滝

④ 葛

⑤ 岩

⑥ 盛

 

 

ごみ２ 

各ごみ

ているこ

設の更新

が難しく

盛岡市クリー

八幡平市清掃

滝沢清掃セン

葛巻町清掃セ

岩手・玉山清

盛岡・紫波地

み焼却施設

み焼却施設と

こと，焼却処

新を検討しな

くなった場合

ーンセンター

掃センター

ンター（滝沢

センター（葛

清掃事業所

地区環境施設

図

設の課題 

とも建設から

処理量が減少

なければな

合は，広域の

ご

ー（盛岡市

（八幡平市）

沢市，雫石町

葛巻町） 

（盛岡市（玉

設組合清掃セ

５-１ 既設

ら 10 年以上

少する中で施

らない状況

のブロック内

－ 50 －

ごみ焼却施設

（盛岡地域）

 

町） 

玉山区），岩

センター（盛

設のごみ焼却

上経過してお

施設規模の

にあること

内の施設で

－ 

設 

） 

岩手町） 

盛岡市（都南

却施設の位置

おり，年数の

見直しが必

などが課題

対応する必

南地域），紫

置図 

の経過に伴う

必要になりつ

題となってい

必要がありま

紫波町，矢

う維持管理費

つつあること

いるほか，施

ます。 

巾町） 

費が増加し

とから，施

施設の稼動



 

 

第２節 

破砕１ 

本ブ

粗大ごみ

資源化

行程を有

各施設

 

施 設 名 称 

事 業 主 体 

対象自治体 

所 在 地 

処 理 能 力 

竣 工 

処理対象物 

処

理

方

法 

不燃粗大 

カン 

ビン 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

製 

容器包装 

紙製 

容器包装 

運 転 形 態 

 

破砕選別，

砕選別，資

ロック内の

みの破砕・

化処理施設

有する施設

設の概要を

盛岡市 

リサイクルセン

粗大ごみ処理施設

盛岡市 

盛岡市 

(盛岡地域

盛岡市玉山

川又字大日

32-5 

60t / 5h

昭和 54 年３

粗大ごみ,

不燃ごみ

高速破砕

+磁力選別

+回転選別

+粒度選別

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

直営 

資源化処理

源化処理施

破砕選別施

選別を行っ

は，リサイ

になります

，表５-２～

ター 

設  

八幡

清掃セ

粗大ごみ処

八幡

域) 
八幡

区 

向 
八幡平

27-

h 15t 

３月 平成 10

, 

み 

粗大

不燃

カン,

ペット

砕 

別 

別 

別 

高速

+磁力

+ｱﾙﾐ

+回転

磁力選別

ｺﾝﾍﾞﾔ手

ｺﾝﾍﾞﾔ手

+圧

－

－

一部

 

理施設の現状

施設の現状

施設は，粗大

ています。

クルセンタ

す。 

～表５-４に

表５-２

平市 

ンター 

処理施設  
清掃

平市 

平市 

市野駄 

621 

滝沢

/ 5h 
※ごみ

年３月 平成

ごみ, 

ごみ, 

ビン, 

ボトル 

粗

（

破砕 

力選別 

選別 

転選別 

低

別+圧縮 

手選別 

手選別 

圧縮 

－ 

－ 

委託 
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状と課題 

大ごみ処理施

 

ーやリサイ

に示します。

破砕施設の

滝沢 

掃センター 

滝沢市 

滝沢市 

沢市大石渡 

332-2 

6t / 6h 

み焼却施設に併設

成 14 年９月

粗大ごみ 

中型ごみ） 

低速破砕 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

委託 

－ 

施設やそれに

クルプラザ

 

の施設概要

葛巻町

リサイクルセンタ

葛巻町

葛巻町

葛巻町江刈 7-

0.5 t/ 5h

平成元年

カン，ビン

ペットボトル

発泡スチロー

不燃ごみ，粗大

手作業

圧縮 

手選別

圧縮 

減容 

(発泡ｽﾁﾛｰﾙ

－ 

委託 

に類する施設

ザ等の容器包

ター 

岩手

清掃事

粗大ごみ処

岩手

環境

盛岡市

岩

-165

盛岡市

寺林字

54

h 8t 

平成９

， 

ル， 

ル，

大ごみ

粗大

不燃

高速

+磁力

+ｱﾙ

+回転

ﾙ) 

直

設であり，不

包装系資源の

手･玉山 

掃事業所 

み処理施設  

盛

環

清

手･玉山 

境組合 

盛

環

(玉山区) 

手町 

盛

市玉山区 

林字平森 

4-54 
西徳

/ 5h 
※ご

９年３月 平

大ごみ, 

燃ごみ 

速破砕 

力選別 

ﾙﾐ選別 

転選別 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

直営 

不燃ごみや

の選別圧縮

盛岡･紫波地区

環境施設組合 

清掃センター 

盛岡･紫波地区

環境施設組合 

岡市(都南地域)

紫波町 

矢巾町 

矢巾町大字 

徳田 12-168-2

3t / 5h 

ごみ焼却施設に併設

平成 15 年３月

粗大ごみ 

（中型ごみ） 

低速破砕 

剪断破砕 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

一部委託 



 

－ 52 － 

 

表５-３ 資源化処理施設の施設概要 

施 設 名

称 

資源ごみ資源化処理施設 

盛岡市 

リサイクルセンター 

資源ごみ分別作業所 

滝沢 

清掃センター 

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

雫石清掃ｾﾝﾀｰ

不燃物処理施設

葛巻町 

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

岩手･玉山 

清掃事業所 

リサイクルセンター

盛岡･紫波地区 

環境施設組合 

清掃センター 

不燃物処理 

資源化設備 

盛岡･紫波地区

環境施設組合

清掃ｾﾝﾀｰ 

容器包装 

ﾘｻｲｸﾙ推進施設

事 業 主

体 
盛岡市 滝沢市 雫石町 葛巻町 

岩手･玉山 

環境組合 

盛岡･紫波地区 

環境施設組合 

盛岡･紫波地区

環境施設組合

対 象 

自 治 体 

盛岡市 

(盛岡地域) 
滝沢市 雫石町 葛巻町 

盛岡市(玉山区)

岩手町 

盛岡市(都南地 域) 

紫波町 

矢巾町 

盛岡市(盛岡地域)

盛岡市(都南地域)

紫波町 

矢巾町 

所 在 地 

盛岡市玉山区 

川又字大日向 

32-5 

滝沢市大石渡 

332-2 

雫石町 22 地割

字七ツ森

16-81 

葛巻町江刈

7-165 

盛岡市玉山区

寺林字平森 

54-54 

矢巾町大字 

西徳田

12-168-2 

矢巾町大字 

西徳田

12-168-2 

処 理 能

力 
28t / 5h 13.7t / 5h 12t / 5h 0.5 t/ 5h 2.8t / 5h 20t / 5h 

紙：12t/5h 

ﾌﾟﾗ：18t/5h 

竣 工 平成４年９月 平成 24 年８月 平成７年３月 平成元年 平成 12 年３月 平成２年３月 平成 22 年７月

処 理 

対 象 物 

ビン,カン, 

ペットボトル 

カン,ビン, 

ペットボトル 

カン,ビン, 

ペットボトル,

古紙,その他紙,

プラスチック

カン，ビン，

ペットボトル，

発泡スチロー

ル，不燃ごみ 

粗大ごみ 

カン，ビン, 

ペットボトル

(紙,トレー) 

カン,ビン, 

ペットボトル, 

古紙 

その他紙製容

器包装，その他

プラスチック

製容器包装 

処

理

方

法 

カン 
ｱﾙﾐ選別+磁力

選別+圧縮 

ｱﾙﾐ選別+磁力

選別+圧縮 
磁力選別+圧縮

ｱﾙﾐ選別+磁力

選別+圧縮 
磁力線別+圧縮 磁力選別+圧縮 － 

ビン ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 － 

ﾍﾟｯﾄ

ﾎﾞﾄﾙ 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 
－ 

ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ

製容

器包

装 

－ － 圧縮 － － － 
ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

紙製

容器

包装 

－ － 貯留 － － － 
ｺﾝﾍﾞﾔ手選別 

+圧縮 

運 転 形

態 
直営 委託 直営 委託 直営 委託 委託 
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表５-４ 資源化処理施設（生ごみ堆肥化施設）の施設概要 

施 設 名 称 

生ごみ堆肥化施設  

葛巻町畜産 

バイオガス 

発電施設 

盛岡・紫波地区 

環境施設組合 

清掃センター 

リサイクル 

コンポストセンタ

ー 

事 業 主 体 葛巻町 
盛岡･紫波地区 

環境施設組合 

対 象 自 治 体 葛巻町 

盛岡市(都南地域) 

紫波町 

矢巾町 

所 在 地 
葛巻町葛巻 

40-57-125 

矢巾町大字 

西徳田 12-168-2 

処 理 能 力 1t / 8h 20t / 24h 

竣 工 

平成 15 年４月 

 

※生ごみ処理は，

平成 24 年 11 月 

平成 5 年 3月 

処 理 対 象 物 
家庭系生ごみ, 

事業系生ごみ 

家庭系生ごみ, 

事業系生ごみ 

処

理

方

式 

生ごみ 

分別破砕 

+発酵 

+液肥利用 

一次発酵 

+二次発酵 

+篩分装置 

+磁選機 

+製品袋詰装 

運 転 形 態 直営 委託 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 盛岡

② 八幡

③ 滝沢清

④ 雫石

⑤ 葛巻

⑥ 葛巻

⑦ 岩手

⑧ 

盛岡

：不燃

（都南

 

 

市リサイクル

平市清掃セン

清掃センター

町清掃センタ

町リサイクル

町畜産バイオ

・玉山清掃事

・紫波地区環

燃物処理資源

南地域），紫

破 砕 

ルセンター：

ンター：粗大

ー（滝沢市）

ター：不燃物

ルセンター（

オガス発電施

事業所：粗大

環境組合清掃

源化設備・容

紫波町，矢巾

図５-

 

施 設 ・

粗大ごみ処理

大ごみ処理施設

 

物処理施設（雫

（葛巻町） 

施設（葛巻町）

大ごみ処理施設

掃センター 

容器包装リサイ

巾町） 

２ 破砕施設

２

４
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・ 資 源

理施設・資源

設（八幡平市

雫石町） 

） 

設・リサイク

イクル推進施

設・資源化

２

３

－ 

化 処 理

源ごみ分別作

市） 

クルセンター

施設・リサイ

処理施設の

８

７

１

施 設 

作業所（盛岡市

（盛岡市（玉

クルコンポス

位置図 

６

市（盛岡地域

玉山区），岩

ストセンター

５

域）） 

岩手町） 

ー（盛岡市



 

 

破砕２ 

（１） 盛

破砕

ー粗大

たがっ

 

（２） 

破砕

も多

画との

 

（３） 破

現行

ます。

なって

まい，

 

（４） 破

盛岡

設に組

別途施

 

（５） 近

滝沢

境施設

処理を

今後

ます。

 

 

 

砕選別，資

盛岡市リサ

砕選別施設

大ごみ処理施

って，広域化

ごみ焼却施

砕選別・資源

くみられ，

の整合性を

破砕選別と

行では破砕選

。別個に整備

ている破砕選

，その施設

破砕工程の

岡･紫波地区

組み込んで

施設整備を行

近年整備さ

沢市では，破

設組合に盛

を行う施設

後，広域に

。 

源化処理施

イクルセン

・資源化処理

施設であり

化対応とし

設整備計画

源化処理施

ごみ焼却施

図る必要が

資源化処理

選別と資源

備している

選別施設を

の更新をど

ごみ焼却施

区環境施設組

います。ごみ

行う必要が

れた施設と

破砕選別・

岡市（盛岡

も平成 22 年

よる整備を

 

施設の課題

ンターの老朽

理施設の中

，平成 25 年

てはまず当

画との関連

設を新たに

設の広域化

あります。

理施設の併設

化施設を別

場合は供用

更新したと

の時期に行

施設への取り

組合と滝沢市

み焼却施設

あります。

整備計画と

資源化処理

地域）を加

年度に建設し

予定する際

－ 55 －

朽化 

で最も供用

年度末段階で

当該施設の更

に建設する場

化の方向性に

 

設と非併設

別個に整備し

用開始年度に

しても，別

行うかなどの

り込み 

市では，不燃

の統合によ

 

との整合性

理施設を平成

えた範囲の

しました。

際は，近年整

－ 

用期間が長い

で 35 年間稼

更新を目指し

場合，新たな

にも影響され

している市町

にもばらつき

別の資源化施

の検討が発生

燃ごみや粗

り現行の設

成 24 年度に新

のプラスチッ

整備された施

いのが盛岡市

稼動している

していく必要

なごみ焼却施

れるため，ご

町と，併設し

きがあり，例

施設は既存利

生し，考え方

粗大ごみの破

設備がなくな

新設し，その

ック製容器包

施設との整合

市のリサイク

ることになり

要があります

施設に併設す

ごみ焼却施設

している市町

例えば供用期

利用のままで

方が複雑化し

破砕工程をご

なってしまう

の他盛岡･紫

包装と紙製容

合性を図る必

クルセンタ

ります。し

す。 

するケース

設の整備計

町とがあり

期間が長く

で残ってし

します。 

ごみ焼却施

う場合には，

紫波地区環

容器包装の

必要があり



施

事

対

所

埋

埋

浸

施

竣

水

処

理

方

式

遮

処

廃

残

残

運
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最終１ 

本ブ

式は生

八幡

組合や

設の延

各施

 

施設名称 

事業主体 

対象自治体 

所 在 地 

埋立面積 

埋立容量 

浸出水処理 

施設規模 

竣工 

Ca 除去 

生物処理 

生物脱窒 

凝集沈殿 

凝集膜 

砂ろ過 

活性炭 

遮水構造等※ 

処理対象 

廃棄物※ 

焼

焼

破

処

残余容量※※ 

残余年数※※ 

運転形態※ 

注）※：H2

注）※※：

 

最終処分場

終処分場の

ブロック内の

生物処理と凝

幡平市の最終

や滝沢市の最

延命化を図っ

施設の概要を

盛岡市 

廃棄物処分場 

盛岡市 

盛岡市 

(盛岡地域) 

盛岡市玉山区 

川又字大日向 

32-5 

90,300 m

1,017,050 m

330 m3/日

昭和 53 年８月

  

○ 

○ 

○ 

  

○ 

○ 

原地盤利用  

焼却残渣(主灰)

焼却残渣(飛灰)

破砕ごみ 

処理残渣 

241,695 m

概ね 20 年

直営 

4 年度一般廃棄

出典：各市町

あります

場の現状と課

現状 

の最終処分場

凝集沈殿から

終処分場は平

最終処分場の

っています。

を，表５-５

盛岡市玉山

廃棄物処分

盛岡市 

盛岡市 

（玉山区）

盛岡市玉山

門前寺字越

76-106 

m2 5,160 

m3 37,000 

日 20 m3/

 平成５年３

  

○ 

  

○ 

  

  

  

底部遮水工

 

 

焼却残渣(主灰

不燃ごみ 

焼却残渣(飛灰

破砕ごみ 

処理残渣 

m3 16,720 

年 概ね 20 

直営 

棄物処理実態調

町提供資料（平

す。 

 

課題 

場は７施設で

ら膜処理設備

平成 24 年度

の両施設とも

 

に示します

表５-５ 最

山 

場 

八幡平市

一般廃棄

最終処分

八幡平市

 
八幡平市

区 

戸 
八幡平市松

1-808

m2 5,30

m3 24,70

/日 15 m

月 平成 24 年

○

○

 

○

 

○

 

工 底部遮水工

灰) 

灰) 

焼却残渣

不燃ごみ

焼却残渣

破砕ごみ

処理残渣

粗大ごみ

m3 23,02

年 概ね 1

委託

調査 

成 25 年度末現

－ 56 －

で，それぞれ

備を有してい

に稼動を始

も掘り起こ

す。 

最終処分場

市 

棄物 

分場 

滝沢

一般廃

最終処

市 滝沢

市 
滝沢

雫石

松尾

8 

滝沢市大

332

00 m2 10,

00 m3 52,

m3/日 25

12 月 平成９年

○

○

○

○

工  底部遮水

（主灰）

（飛灰）溶融飛灰

不燃ごみ

28 m3 27,

16 年 概ね

委託

現在），なお，

－ 

れ浸出水処

いるものまで

始めました。

しごみを溶

の施設概要

沢市 

廃棄物 

処分場 

葛

一般

最終

沢市 葛

沢市 

石町 
葛

大石渡

2-2 

葛巻

7-

500 m2

500 m3 1

5 m3/日

年12月 平成6

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

水工  

原地盤

底部遮

表面遮

(ｷｬｯﾋ

灰 

み 

焼却残

不燃ご

焼却残

破砕ご

処理残

487 m3

ね 21 年 概

託 委

残余年数は今

理施設が併

で様々です。

また，盛岡

溶融して減容

要 

葛巻町 

般廃棄物 

終処分場 

一

最

葛巻町 

葛巻町 

巻町葛巻 

18-47 

岩

五

地

6,000 m2

9,800 m3

15 m3/日

63年３月 平成

  

○ 

○ 

○ 

○ 

  

  

盤利用 

遮水工 

遮水工 

ﾟﾝｸﾞ)  

底部

残渣(主灰)

ごみ 

残渣(飛灰)

ごみ 

残渣  

焼却

焼却

破砕

処理

4,299 m3

概ね 10 年

委託 

今後のごみ発生

併設され，そ

。 

岡・紫波地区

容化を進めな

岩手町 

一般廃棄物 

最終処分場 

盛

岩手町 
盛

岩手町 
盛

紫

岩手町大字 

五日市第 3 

地割地内 

4,580 m2 

17,000 m3 

85 m3/日 

成 15年３月 

○ 

○ 

  

  

○ 

  

○ 

部遮水工  底

却残渣(主灰) 

却残渣(飛灰) 

砕ごみ 

理残渣 

溶

そ

6,490 m3 

概ね 10 年 

委託 

生量により前後

その処理方

区環境施設

ながら，施

盛岡･紫波地区

環境施設組合

一般廃棄物 

最終処分場 

盛岡･紫波地区

環境施設組合

盛岡市(都南地 域)

紫波町,矢巾町

矢巾町大字東

徳田 14-39-3

11,200 m2

69,190 m3

30 m3/日

平成９年３月

○ 

○ 

  

○ 

  

○ 

  

底部遮水工 

融飛灰 

の他  

6,603 m3

概ね 10 年

直営 

後する場合が

)

2

3

3

年



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 盛

② 盛

③ 八

④ 滝

⑤ 葛

⑥ 岩

⑦ 
盛

矢

 

 

最終２ 

本ブロ

住民の理

盛岡市廃棄

盛岡市玉山

八幡平市一

滝沢市一般

葛巻町一般

岩手町一般

盛岡・紫波地

矢巾町） 

終処分場の

ロック内の最

理解を得る必

棄物処分場（

廃棄物処分

般廃棄物最

般廃棄物最終

般廃棄物最終

般廃棄物最終

地区環境施

課題 

最終処分場に

必要があるこ

最

（盛岡市（盛

分場（盛岡市

最終処分場（

終処分場（滝

終処分場（葛

終処分場（岩

設組合一般

図５-３

には，残余年

ことなどが課

３

４

－ 57 －

終 処 分

盛岡地域））

市（玉山区）

（八幡平市）

滝沢市，雫石

葛巻町） 

岩手町） 

般廃棄物最終

最終処分場

年数が少な

課題となっ

７

６

２

－ 

分 場 

 

） 

 

石町） 

終処分場（盛

場の位置図

い施設があ

ています。

１

盛岡市（都南

あることや，

５

南地域），紫

整備を行う

紫波町，

うためには

 



 

第６章 

 

第１節 

人１ 

本ブ

人口推

コーホー

どの自然

同方法

全国の市

ても独

す。 

本基本

月１日現

算出して

理由

くもので

推計にお

なお,

とで各年

と直近の

 

 

人口及

人口の将来

口の将来予

ロックの将

推計には，

ート要因法

然増減要因

法は，厚生労

市町村の将

自に実施し

本構想では

現在の外国

ている数値

は，本構想

であり，当該

おいても調

,本推計結果

年度の将来

の平成 25 年

びごみ排

来予測 

測手順 

将来人口の推

国勢調査（

といわれる

や社会増減

労働省に所属

来人口を推

ており，人

，国立社会

人を除く住

とは異なる

におけるご

該調査に用

査に合わせ

果は５年ごと

人口を推計

年度実績（1

 

排出量等の

推計手順を図

（５年ごとに

，５歳階級

減要因を加味

属する国立研

推計し，国の

口推計の方

保障・人口

住民基本台帳

場合があり

み排出量等

いる人口は

せた外国人を

との結果（H

計しました。

0月１日現在

－ 58 －

の将来予測

図６-１に示

に実施(直近は

級ごとの年齢

味し，将来人

研究機関「国

の施策の基礎

方法としては

問題研究所

帳人口による

ます。 

等の推計は，

は外国人を除

を除く住民基

H27,32,37,

この各年度

在）により

－ 

測 

します。 

は H22)，10

齢別人口に，

人口を予測す

国立社会保障

礎的な資料と

は，最も基本

所において実

る推計を行っ

環境省一般

除く住民基本

基本台帳人口

42,47,52）

度の推計結果

補正をかけ

0 月１日現在

出生率，生

する方法があ

障・人口問題

としているほ

本的な手法と

実施している

ったため，各

般廃棄物処理

本台帳人口で

口による推計

しかないた

果に対し，平

けて採用して

在）の結果

生存率，人口

あります。 

題研究所」に

ほか，各市町

として用いら

る推計結果を

各市町の総合

理実態調査結

であることか

計としていま

ため，直線近

平成 25 年度

ています。 

に基づき，

口移動率な

において，

町村におい

られていま

を基に，10

合計画等で

結果に基づ

から，人口

ます。 

近似するこ

度の推計値



 

 

　【

※将

図

補正後

【　補完方法　】
国立社会保障
年度間の人口
各年度の推計

※国立社会
推計方
推計年
使用実

【　補正方法　】
①直近年度（
②直近年度（

差により推
③推計結果の

将来ごみ量推計
H21～H25　：
H26～H55　：

図６-

６-２ 人口

後の将来人口

推

障・人口問題研
口について，直
計人口を算出す

将来人

会保障・人口問題
方法：コーホート
年度：H22～H52
実績：国勢調査（

将来人口

補正値の算出
】
H25）の推計値
H25）の推計値

推計値全体を補
のないH53～H5

計に使用する人
実績値（10/1
補正後推計値

－ 59 －

１ 人口推

 

口推計手順

口推計値　（H2

推計値の補完

研究所による将来
線式により補完

する。

口推計値（各

題研究所による
要因法
，5年毎
（H22年まで，各

口補完推計値

出・推計値の補

値と，直近年度（
値と実績値が合

正する。
55は，H52と同じ

人口は，以下の
1現在，外国人登
値

－ 

計手順 

（イメージ図

26～H55）（各

完

来推計人口の推
完し，

市町）※

る将来人口推計

各年10/1現在）

（各市町）

補正（各市町）

（H25）の実績値
致するように，

じとする。

とおり。
登録人口含まず

図）

市町）

推計値のある

計値

）

値の差を算出す
①で算出した

ず）　

 

 

する。

 



 

 

人２ 

本ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口の将来予

ロックの将

盛
H17 2
H18 2
H19 2
H20 2
H21 2
H22 2
H23 2
H24 2
H25 2

H26 2

H27 2
H28 2
H29 2
H30 2
H31 2
H32 2
H33 2
H34 2
H35 2
H36 2
H37 2
H38 2
H39 2
H40 2
H41 2
H42 2
H43 2
H44 2
H45 2
H46 2
H47 2
H48 2
H49 2
H50 2
H51 2
H52 2
H53 2
H54 2
H55 2

注）H26～H52：国立

注）H53～H55：国立

年度

実績

推計

測結果 

将来人口の推

盛岡市 八幡平
281,285 31,
294,573 31,
293,971 30,
292,958 30,
292,487 29,
292,285 29,
293,452 28,
293,915 28,
294,344 28,

293,674 27,

293,004 27,
291,526 26,
290,047 26,
288,569 26,
287,090 25,
285,612 25,
283,770 24,
281,929 24,
280,087 23,
278,246 23,
276,404 23,
274,329 22,
272,254 22,
270,179 21,
268,104 21,
266,029 21,
263,744 20,
261,459 20,
259,175 19,
256,890 19,
254,605 19,
252,071 18,
249,537 18,
247,004 18,
244,470 17,
241,936 17,
241,936 17,
241,936 17,
241,936 17,

立社会保障・人口問題

立社会保障・人口問題

推計結果を表

表６-１

図６-３

平市 滝沢市
751 53,002
290 52,943
755 53,053
359 53,097
803 53,407
352 53,780
974 54,143
615 54,516
170 55,014

732 55,151

293 55,287
876 55,299
459 55,311
042 55,322
625 55,334
208 55,346
788 55,272
368 55,198
948 55,125
528 55,051
108 54,977
698 54,822
288 54,667
877 54,511
467 54,356
057 54,201
673 53,969
288 53,736
904 53,504
519 53,271
135 53,039
762 52,727
389 52,415
017 52,102
644 51,790
271 51,478
271 51,478
271 51,478
271 51,478

題研究所の推計結果（

題研究所による推計結

－ 60 －

表６-１及び図

将来人口

将来人口

雫石町 葛
19,371
19,249
19,029
18,842
18,628
18,392
18,204
18,008
17,773

17,568

17,364
17,135
16,906
16,678
16,449
16,220
15,982
15,745
15,507
15,270
15,032
14,799
14,566
14,334
14,101
13,868
13,641
13,414
13,187
12,960
12,733
12,508
12,283
12,057
11,832
11,607
11,607
11,607
11,607

（H52まで推計結果あ

結果がH52までしかない

人　

－ 

図６-３に示

推計結果 

推計結果

巻町 岩手町
8,371 16,9
8,140 16,7
7,948 16,3
7,770 16,1
7,594 15,7
7,417 15,6
7,273 15,4
7,120 15,0
7,061 14,7

6,918 14,5

6,774 14,3
6,640 14,1
6,506 13,8
6,371 13,6
6,237 13,4
6,103 13,2
5,975 13,0
5,847 12,7
5,720 12,5
5,592 12,3
5,464 12,1
5,345 11,9
5,225 11,7
5,106 11,5
4,986 11,2
4,867 11,0
4,758 10,8
4,650 10,6
4,541 10,4
4,433 10,2
4,324 10,0
4,223 9,8
4,122 9,6
4,021 9,5
3,920 9,3
3,819 9,1
3,819 9,1
3,819 9,1
3,819 9,1

り）を補完後，平成2

いことから，H52以降

　口

示します。 

町 紫波町
57 34,568
14 34,555
43 34,496
67 34,340
41 34,337
09 34,210
15 34,131
65 34,048
96 33,969

62 33,799

27 33,628
08 33,416
89 33,205
69 32,993
50 32,782
31 32,570
12 32,322
93 32,074
74 31,827
55 31,579
36 31,331
25 31,063
14 30,794
02 30,526
91 30,257
80 29,989
80 29,708
80 29,428
79 29,147
79 28,867
79 28,586
87 28,288
95 27,990
04 27,691
12 27,393
20 27,095
20 27,095
20 27,095
20 27,095
25年度の人口実績で補

降は、H52推計人口と同

単位

矢巾町 合
27,200 472
27,214 484
27,184 482
27,132 480
27,069 479
27,015 478
26,752 478
26,686 477
26,681 477

26,545 475

26,408 474
26,260 471
26,111 468
25,963 465
25,814 462
25,666 459
25,486 456
25,306 453
25,127 449
24,947 446
24,767 443
24,567 439
24,367 435
24,166 432
23,966 428
23,766 424
23,542 420
23,319 416
23,095 413
22,872 409
22,648 405
22,397 400
22,146 396
21,896 392
21,645 388
21,394 383
21,394 383
21,394 383
21,394 383

補正した人口。

同じとした。

 

位：人

計
2,505
4,678
2,779
0,665
9,066
8,060
8,344
7,973
7,808

5,949

4,085
1,260
8,434
5,607
2,781
9,956
6,607
3,260
9,915
6,568
3,219
9,548
5,875
2,201
8,528
4,857
0,915
6,974
3,032
9,091
5,149
0,863
6,577
2,292
8,006
3,720
3,720
3,720
3,720



 

 

第２節 

ごみ１ 

本ブ

ごみ排

人全国都

ィック式

般廃棄物

５式で推

各５式

５式の推

を採用，

町毎の推

なお,

値を使用

廃棄物処

 

 

■直線

ト

なり、

 

■２次

ト

 

■指数

過去

傾向

れる。

 

■べき

過去

もあて

 

■ﾛｼﾞｽ

過去

に鈍化

 

ごみ排出量

み排出量の

ロックのご

排出量推計

都市清掃会

式）を使用す

物処理実態

推計します

式の推計結

推計結果を

，または明

推計結果に

,推計にあた

用していま

処理基本計

線式 

レンドを直

、負符号の

次式 

レンドを放

数式 

去のデータ

は急激にな

。 

き乗式 

去のデータ

てはまりが

ｽﾃｨｯｸ式 

去のデータ

化させ一定

量の将来予測

将来予測手

み排出量の

の参考とな

会議）」にて推

するもので

態調査におけ

。 

果に対し，採

比較し，例

らかに不自

より,現状

たっては，基

す。また，

画等にも活

直接に置き換

とき下降傾

物線に置き

の伸びを一

る。過去の

の伸びを徐

良いと言わ

の伸びに対

定の値で飽和

 

測 

手順 

の推計手順を

なる方法は，

推奨される

あるため，

ける家庭ごみ

採用する推計

えば，相関

然な式を除

（H24 実績）

基準年月日が

これらの調

活用されるな

換えたときの

傾向となる。

換えたとき

一定の比率で

のデータが同

徐々に増加さ

われる。 

対する増加率

和させる傾向

－ 61 －

を図６-４に示

旧厚生省監

５式（直線

本基本構想

み排出量と事

計式は，一般

関係数の高い

除外等，様々

と乖離が最

が共通して

調査結果は，

など，使用実

の推計式。勾

推計値が少

きの推計式。

で増加又は減

同比率的な傾

させる公式。

率または減少

向を示す式。

－ 

示します。

監修の「ごみ

式，２次式

想においても

事業系ごみ排

般的に，ある

い式を採用，

々な方法があ

最も小さい式

いる環境省

他都市にお

実例が多い状

勾配の値が正

少なく出る傾

徐々に増加

減少させる公

傾向のときに

実績値が増

少率を加速度

 

み処理施設構

式，指数式，

も以下の５式

排出量の実績

る特定の式を

または現状

ありますが、

式を採用しま

省一般廃棄物

おけるごみ処

状況にありま

正符号のとき

傾向がある。

加又は減少を

公式。増加あ

にあてはめや

増加し続ける

度的に伸ば

構造指針解説

べき乗式，

式を使用し，

績を用いて

を決めるので

状との乖離が

本基本構想

ました。 

物処理実態調

処理広域化計

ます。 

き上昇傾向

 

を示す曲線。

あるいは減

やすいと言

る条件で、

した後、徐

説（社団法

ロジステ

環境省一

,それぞれ

ではなく，

が小さい式

想では，市

調査の実績

計画や一般

と

 

少

わ

最

々



 

－ 62 － 

 

図６-４ ごみ排出量推計手順（家庭ごみ） 

 

図６-５ ごみ排出量推計手順（事業系ごみ）  



 

ごみ２ 

本ブ

結果を表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）

注）

実

推

み排出量の

ロックの家

表６-３及び

）H26～H52：ト

）H53～H55：国

盛岡
H17 8
H18 8
H19 80
H20 77
H21 76
H22 73
H23 73
H24 73

H25 73
H26 72
H27 7
H28 69
H29 68
H30 67
H31 66
H32 65
H33 64
H34 63
H35 62
H36 6
H37 60
H38 59
H39 58
H40 57
H41 56
H42 55
H43 55
H44 54
H45 53
H46 52
H47 5
H48 50
H49 49
H50 49
H51 48
H52 47
H53 47
H54 47
H55 47

べき採用式

年度

実績

推計

将来予測結

家庭ごみ排出

び図６-７に

表

レンド推計は，

国立社会保障・人

図

岡市 八幡平市
1,878 7,60
1,690 7,44
0,773 7,26
7,954 7,05
6,245 7,12
3,968 6,90
3,942 7,16
3,983 7,25

3,120 7,24
2,032 7,22
1,197 7,21
9,814 7,14
8,676 7,09
7,578 7,03
6,701 6,97
5,500 6,88
4,435 6,79
3,399 6,70
2,573 6,62
1,424 6,51
0,482 6,41
9,518 6,30
8,730 6,22
7,650 6,09
6,748 5,99
5,872 5,88
5,128 5,79
4,091 5,67
3,231 5,57
2,386 5,46
1,709 5,37
0,705 5,26
9,867 5,15
9,036 5,05
8,353 4,96
7,421 4,84
7,421 4,84
7,421 4,84
7,421 4,84
乗式 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ式

結果 

出量の推計結

に示します。

表６-２ 家庭

H20～H24 の５年

人口問題研究所の

図６-６ 家庭

市 滝沢市
06 13,555
49 14,596
69 14,484
53 14,145
26 14,784
04 14,673
66 14,638
54 14,747

47 14,882
26 14,919
10 14,997
48 14,959
94 14,962
31 14,964
79 15,009
81 14,971
95 14,951
06 14,932
28 14,952
13 14,891
10 14,871
08 14,830
22 14,828
99 14,745
92 14,704
83 14,661
97 14,639
77 14,536
74 14,473
69 14,410
79 14,387
61 14,263
58 14,178
55 14,094
65 14,047
48 13,925
48 13,925
48 13,925
48 13,925
式 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ式 ﾛ
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結果を表６-

 

庭ごみ排出

 

年間実績をもと

の推計値が H52 以

庭ごみ排出

雫石町 葛巻
5,247
5,343
5,046
4,902
4,764
4,656
4,749
4,883

4,864
4,848
4,841
4,799
4,766
4,730
4,704
4,649
4,603
4,554
4,515
4,451
4,395
4,342
4,296
4,228
4,169
4,109
4,061
3,989
3,929
3,867
3,815
3,743
3,679
3,615
3,561
3,487
3,487
3,487
3,487

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ式 ２次

家　庭　ご　み

－ 

２及び図６

量の推計結

に推計。 

以降ないことか

量の推計結

巻町 岩手町
1,884 3,7
1,756 3,6
1,656 3,6
1,639 3,5
1,654 3,5
1,500 3,3
1,426 3,3
1,414 3,4

1,372 3,4
1,316 3,4
1,266 3,4
1,213 3,3
1,164 3,3
1,118 3,2
1,078 3,2
1,033 3,2

995 3,1
957 3,1
924 3,1
888 3,0
855 3,0
827 2,9
800 2,9
771 2,8
745 2,8
722 2,7
701 2,7
680 2,7
659 2,6
641 2,6
625 2,5
608 2,5
592 2,4
578 2,4
566 2,3
551 2,3
551 2,3
551 2,3
551 2,3

次式 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ

み　排　出　量

-６に，事業

結果 

から，H52 以降は

結果

町 紫波町
753 7,871
696 8,193
609 7,705
583 7,468
530 7,418
380 7,150
393 7,282
499 7,317

461 7,272
430 7,211
406 7,169
364 7,083
332 7,015
296 6,950
269 6,904
222 6,822
83 6,750
42 6,681
08 6,632

057 6,545
013 6,478
970 6,407
935 6,354
881 6,267
836 6,199
789 6,130
753 6,077
701 5,991
655 5,923
610 5,854
570 5,802
519 5,715
473 5,645
429 5,574
389 5,519
336 5,436
336 5,436
336 5,436
336 5,436
ｸ式 べき乗式

量

業系ごみ排出

は H52 推計量と同

 

単位

矢巾町 合
6,870 12
7,278 13
6,782 12
6,670 12
6,723 12
6,102 1
6,389 1
6,370 1

6,310 1
6,223 1
6,155 1
6,055 1
5,974 1
5,895 1
5,834 1
5,744 10
5,664 10
5,586 10
5,526 10
5,437 10
5,365 10
5,290 10
5,231 9
5,145 9
5,074 9
5,004 9
4,945 9
4,859 9
4,789 9
4,719 8
4,663 8
4,577 8
4,506 8
4,435 8
4,376 8
4,295 8
4,295 8
4,295 8
4,295 8

べき乗式

出量の推計

同じとした。 

：t/年

合計
28,664
30,001
27,324
23,414
22,244
18,333
18,985
19,467

18,528
17,205
16,241
14,435
12,983
11,562
10,478
08,822
07,376
05,957
04,858
03,206
01,869
00,492
99,396
97,786
96,467
95,170
94,101
92,524
91,233
89,956
88,950
87,391
86,098
84,816
83,776
82,299
82,299
82,299
82,299

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）H2

注）H5

採用式

年

実績

推計

6～H52：トレン

3～H55：H52 以

盛岡市
H17 52,92
H18 51,84
H19 49,46
H20 45,36
H21 44,01
H22 43,11
H23 43,62
H24 43,41

H25 43,04
H26 42,68
H27 42,33
H28 42,00
H29 41,69
H30 41,39
H31 41,10
H32 40,82
H33 40,55
H34 40,29
H35 40,04
H36 39,80
H37 39,57
H38 39,34
H39 39,13
H40 38,91
H41 38,71
H42 38,51
H43 38,32
H44 38,13
H45 37,95
H46 37,77
H47 37,59
H48 37,42
H49 37,26
H50 37,10
H51 36,94
H52 36,79
H53 36,79
H54 36,79
H55 36,79

べき乗式式

年度

表

ンド推計は，H20

降は，家庭ごみ

図

八幡平市
26 3,828
49 3,780
69 3,729
64 3,483
13 3,357
18 3,152
23 3,212
18 3,350

40 3,314
80 3,279
36 3,246
08 3,214
93 3,184
92 3,155
02 3,128
23 3,101
55 3,076
97 3,051
47 3,027
07 3,005
74 2,983
48 2,961
30 2,941
19 2,921
13 2,902
14 2,883
21 2,865
33 2,847
50 2,830
72 2,814
98 2,798
29 2,782
64 2,767
04 2,752
47 2,737
94 2,723
94 2,723
94 2,723
94 2,723

式 べき乗式

６-３ 事業

～H24 の５年間

みと同様，H52 推

６-７ 事業

滝沢市
4,578
3,496
3,747
3,683
3,565
3,717
4,001
3,820

3,876
3,927
3,972
4,012
4,048
4,080
4,109
4,134
4,156
4,176
4,193
4,208
4,221
4,233
4,243
4,252
4,260
4,267
4,273
4,279
4,283
4,288
4,291
4,294
4,297
4,299
4,301
4,303
4,303
4,303
4,303

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ式 べ

事　

－ 64 －

業系ごみ排出

間実績をもとに推

推計量と同じとし

業系ごみ排出

雫石町 葛
2,684
2,452
1,966
1,787
1,692
1,675
1,733
1,739

1,734
1,729
1,724
1,720
1,715
1,711
1,707
1,703
1,699
1,695
1,691
1,688
1,684
1,681
1,678
1,675
1,672
1,669
1,666
1,663
1,660
1,658
1,655
1,652
1,650
1,647
1,645
1,643
1,643
1,643
1,643

べき乗式 べき

業　系　ご

－ 

出量の推計結

推計。 

した。 

出量の推計結

巻町 岩手
477
449
495
431
356
404
458
451

461
469
475
481
485
489
492
494
496
498
499
500
501
502
502
503
503
504
504
504
504
504
504
504
505
505
505
505
505
505
505

き乗式 ﾛｼﾞｽﾃｨ

　み　排　出

結果 

結果

町 紫波町
995 3,66
961 3,32
962 3,21
837 3,24
848 3,92
893 3,75
839 3,93
771 4,01

759 4,09
747 4,15
736 4,21
726 4,25
716 4,28
707 4,30
698 4,32
689 4,34
681 4,35
673 4,36
666 4,36
658 4,37
651 4,37
645 4,38
638 4,38
632 4,38
626 4,38
620 4,38
614 4,38
609 4,38
603 4,39
598 4,39
593 4,39
588 4,39
583 4,39
579 4,39
574 4,39
570 4,39
570 4,39
570 4,39
570 4,39
ｯｸ式 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ式

　量
単

矢巾町
66 5,504
28 5,860
17 6,149
45 5,803
26 4,918
56 4,819
38 4,307
14 4,598

94 4,369
59 4,161
10 3,971
50 3,797
81 3,636
06 3,488
25 3,351
40 3,224
52 3,106
61 2,995
68 2,893
73 2,796
77 2,706
80 2,622
83 2,542
85 2,467
86 2,396
88 2,329
88 2,266
89 2,206
90 2,149
90 2,095
90 2,044
91 1,995
91 1,949
91 1,904
91 1,862
91 1,822
91 1,822
91 1,822
91 1,822
式 べき乗式

単位：t/年

合計
74,658
72,175
69,734
64,633
62,675
61,534
62,111
62,161

61,647
61,151
60,670
60,208
59,758
59,328
58,912
58,508
58,121
57,746
57,384
57,035
56,697
56,372
56,057
55,754
55,458
55,174
54,897
54,630
54,369
54,119
53,873
53,635
53,406
53,181
52,962
52,751
52,751
52,751
52,751

-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注

注

注）H26～H52：

注）H53～H55：国

盛
H17 13
H18 13
H19 13
H20 12
H21 12
H22 11
H23 11
H24 11

H25 11
H26 11
H27 11
H28 11
H29 11
H30 10
H31 10
H32 10
H33 10
H34 10
H35 10
H36 10
H37 10
H38 9
H39 9
H40 9
H41 9
H42 9
H43 9
H44 9
H45 9
H46 9
H47 8
H48 8
H49 8
H50 8
H51 8
H52 8
H53 8
H54 8
H55 8

年度

実績

推計

表

トレンド推計は

国立社会保障・人

図

岡市 八幡平市
34,804 11,43
33,539 11,22
30,242 10,99
23,318 10,53
20,258 10,48
17,086 10,05
17,565 10,37
17,401 10,60

16,160 10,56
14,712 10,50
13,533 10,45
11,822 10,36
10,369 10,27
08,970 10,18
07,803 10,10
06,323 9,98
04,990 9,87
03,696 9,75
02,620 9,65
01,231 9,51
00,056 9,39
98,866 9,26
97,860 9,16
96,569 9,02
95,461 8,89
94,386 8,76
93,449 8,66
92,224 8,52
91,181 8,40
90,158 8,28
89,307 8,17
88,134 8,04
87,131 7,92
86,140 7,80
85,300 7,70
84,215 7,57
84,215 7,57
84,215 7,57
84,215 7,57

表６-４ ご

は，H20～H24 の５

人口問題研究所の

図６-８ ご

市 滝沢市
34 18,133
29 18,092
98 18,231
36 17,828
83 18,349
56 18,390
78 18,639
04 18,567

61 18,758
05 18,846
56 18,969
62 18,971
78 19,010
86 19,044
07 19,118
82 19,105
71 19,107
57 19,108
55 19,145
18 19,099
93 19,092
69 19,063
63 19,071
20 18,997
94 18,964
66 18,928
62 18,912
24 18,815
04 18,756
83 18,698
77 18,678
43 18,557
25 18,475
07 18,393
02 18,348
71 18,228
71 18,228
71 18,228
71 18,228
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ごみ総排出量

 

５年間実績をも

の推計値が H52

ごみ総排出量

雫石町 葛巻
7,931 2,
7,795 2,
7,012 2,
6,689 2,
6,456 2,
6,331 1,
6,482 1,
6,622 1,

6,598 1,
6,577 1,
6,565 1,
6,519 1,
6,481 1,
6,441 1,
6,411 1,
6,352 1,
6,302 1,
6,249 1,
6,206 1,
6,139 1,
6,079 1,
6,023 1,
5,974 1,
5,903 1,
5,841 1,
5,778 1,
5,727 1,
5,652 1,
5,589 1,
5,525 1,
5,470 1,
5,395 1,
5,329 1,
5,262 1,
5,206 1,
5,130 1,
5,130 1,
5,130 1,
5,130 1,

ご　み　総　

－ 

量の推計結果

とに推計。 

以降ないことか

量の推計結果

巻町 岩手町
,361 4,748
,205 4,657
,151 4,571
,070 4,420
,010 4,378
,904 4,273
,884 4,232
,865 4,270

,833 4,220
,785 4,177
,741 4,142
,694 4,090
,649 4,048
,607 4,003
,570 3,967
,527 3,911
,491 3,864
,455 3,815
,423 3,774
,388 3,715
,356 3,664
,329 3,615
,302 3,573
,274 3,513
,248 3,462
,226 3,409
,205 3,367
,184 3,310
,163 3,258
,145 3,208
,129 3,163
,112 3,107
,097 3,056
,083 3,008
,071 2,963
,056 2,906
,056 2,906
,056 2,906
,056 2,906

排　出　量

果 

から，H52 以降は

果

紫波町 矢
11,537
11,521
10,922
10,713
11,344
10,906
11,220
11,331

11,366
11,370
11,379
11,333
11,296
11,256
11,229
11,162
11,102
11,042
11,000
10,918
10,855
10,787
10,737
10,652
10,585
10,518
10,465
10,380
10,313
10,244
10,192
10,106
10,036
9,965
9,910
9,827
9,827
9,827
9,827

は，H52 推計量と

単位：t/

矢巾町 合計
12,374 203,3
13,138 202,1
12,931 197,0
12,473 188,0
11,641 184,9
10,921 179,8
10,696 181,0
10,968 181,6

10,679 180,1
10,384 178,3
10,126 176,9
9,852 174,6
9,610 172,7
9,383 170,8
9,185 169,3
8,968 167,3
8,770 165,4
8,581 163,7
8,419 162,2
8,233 160,2
8,071 158,5
7,912 156,8
7,773 155,4
7,612 153,5
7,470 151,9
7,333 150,3
7,211 148,9
7,065 147,1
6,938 145,6
6,814 144,0
6,707 142,8
6,572 141,0
6,455 139,5
6,339 137,9
6,238 136,7
6,117 135,0
6,117 135,0
6,117 135,0
6,117 135,0

同じとした。

 

 

年

22
76
58
47
19
67
96
28

75
56
11
43
41
90
90
30
97
03
42
41
66
64
53
40
25
44
98
54
02
75
23
26
04
97
38
50
50
50
50



 

 

第３節 

ごみ１ 

本ブ

ごみ焼

ごみ種別

可燃ごみ

た可燃残

 

 

 

ごみ焼却処

み焼却処理

ロックのご

焼却処理量

別ごみ量を

み排出量及

残渣量を合

使
推
推

使
推
推

処理量の将来

量の将来予

み焼却処理

量は，前項で

直近年度の

び可燃ごみ

計すること

図

 

ごみ種別ご

使用する実績：H24
推計年度：H25～H
推計手順：家庭由来

直近年
ごみ種
※ごみ種

※（家庭由来の

ごみ焼却

使用する実績：H24
推計年度：H25～H
推計手順：ごみ種別

可燃ご
以下の

○ごみ焼却処理
可燃残渣量

来予測 

予測手順 

理量の推計手

推計した家

の平成24年度

み以外の排出

で，算出し

図６-９ ごみ

ごみ排出量（t/

ごみ種別ご

4（出典：環境省一
H55
来のごみ排出量
度（H24実績）の
別のごみ量を算
種：可燃ごみ、不

ごみ排出

のごみ：家庭ごみ＋

却処理量（t/年

ごみ焼却処

4（出典：環境省一
H55
別ごみ排出量につ
み及び可燃ごみ
式より、ごみ焼却

理量（t/年）＝可燃
量（ｔ/年）＝可燃ご

－ 66 －

手順を図６-

家庭ごみ排出

度の実績にて

出量に可燃残

します。 

み焼却処理

/年）の推計値

ごみ量の推計（

一般廃棄物処理実

量及び事業系ごみ
ごみ種（※）別の
出する。

不燃ごみ、資源ご

出量（t/年）（各

＋集団回収）、（事

年）の推計値

処理量の推計（

一般廃棄物処理実

ついて、直近年度
み以外の排出量の
却処理量を算出す

燃ごみ排出量（t/
ごみ以外の排出量

－ 

９に示しま

出量及び事業

て按分して推

残渣率（平成

量の推計手

値　（H25～H55

（H25～H55）

実態調査（H24））

み排出量の推計結
の排出量按分を乗

み、その他ごみ、

各市町）※

事業所由来のごみ

（H25～H55）

（H25～H55）

実態調査（H24））

度（H24）のごみ焼
の一部が焼却処理
する。

/年）＋可燃残渣
量（t/年）×可燃残

す。 

業系ごみ排出

推計し，ごみ

成 24 年度実

順 

5）（各市町）

）

結果に対し、
乗じることにより、

、粗大ごみ

み：事業系ごみ）

（各市町）

）

焼却処理実績によ
理されるとして、

渣量（t/年）
残渣率（％）（H24実

出量に対し，

み種別推計値

実績）を乗じ

 

より

実績）

それぞれ

値のうち，

じて算出し



 

焼却２ 

各市町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

却処理量の

町のごみ焼

注）H26～H52

注）H53～H55

H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55

年度

実績

推計

将来予測結

却処理量の

：トレンド推計

：国立社会保障

図

盛岡市 八幡平
109,137 9
108,779 9
105,749 8
100,126 8
97,575 8
94,238 8
94,257 8
94,577 8
93,582 8
92,453 8
91,522 8
90,197 8
89,078 8
87,994 8
87,076 8
85,941 8
84,911 8
83,914 8
83,070 8
82,009 7
81,101 7
80,182 7
79,405 7
78,419 7
77,563 7
76,740 7
76,012 7
75,076 7
74,275 7
73,492 6
72,837 6
71,944 6
71,174 6
70,420 6
69,769 6
68,948 6
68,948 6
68,948 6
68,948 6

結果 

の推計結果を

表６-５ 焼

計は，H20～H24 の

障・人口問題研究

図６-１０

平市 滝沢市
9,204 15,234
9,074 12,832
8,992 15,085
8,573 14,795
8,541 15,156
8,524 15,296
8,626 15,461
8,898 15,370
8,859 15,531
8,810 15,609
8,766 15,713
8,684 15,721
8,615 15,758
8,537 15,791
8,471 15,853
8,369 15,848
8,278 15,852
8,184 15,856
8,099 15,887
7,987 15,853
7,886 15,849
7,783 15,828
7,694 15,837
7,579 15,779
7,477 15,753
7,372 15,726
7,286 15,714
7,176 15,638
7,078 15,591
6,979 15,546
6,893 15,531
6,785 15,435
6,688 15,372
6,593 15,306
6,510 15,270
6,402 15,174
6,402 15,174
6,402 15,174
6,402 15,174

－ 67 －

を表６-５及び

焼却処理量

 

の５年間実績を

究所の推計値が H

 

焼却処理量

雫石町 葛
4 6,222
2 6,046
5 5,626
5 5,428
6 5,288
6 5,250
1 5,370
0 5,510
1 5,490
9 5,474
3 5,463
1 5,425
8 5,396
1 5,362
3 5,338
8 5,292
2 5,252
6 5,209
7 5,176
3 5,122
9 5,076
8 5,030
7 4,993
9 4,936
3 4,888
6 4,839
4 4,797
8 4,738
1 4,688
6 4,638
1 4,593
5 4,535
2 4,483
6 4,431
0 4,385
4 4,325
4 4,325
4 4,325
4 4,325

焼　却　

－ 

び図６-１０

の推計結果

もとに推計。

H52 以降ないこ

量の推計結果

葛巻町 岩手町
1,465 3,
1,474 3,
1,457 3,
1,458 3,
1,447 3,
1,373 3,
1,365 3,
1,204 3,4
1,188 3,4
1,160 3,4
1,137 3,
1,110 3,
1,085 3,
1,059 3,
1,039 3,
1,014 3,
993 3,
972 3,
953 3,
932 3,
915 2,
899 2,
884 2,
866 2,
851 2,
837 2,
826 2,
813 2,
800 2,
790 2,
781 2,
771 2,
763 2,
754 2,4
746 2,4
738 2,
738 2,
738 2,
738 2,

処　理　量

０に示します

 

とから，H52 以

果

町 紫波町
746 7,423
683 7,514
750 7,262
585 7,171
543 7,963
394 7,579
218 7,955
491 8,117
448 8,181
413 8,201
383 8,221
340 8,204
304 8,191
273 8,174
240 8,162
195 8,125
156 8,093
116 8,058
083 8,034
033 7,986
992 7,946
953 7,907
920 7,877
873 7,824
830 7,783
788 7,741
754 7,711
707 7,658
665 7,617
627 7,575
591 7,543
545 7,490
503 7,446
464 7,403
428 7,369
382 7,318
382 7,318
382 7,318
382 7,318

す。 

降は，H52 推計

単位

矢巾町 合
9,616 16
10,295 15
10,370 15
10,025 15
9,168 14
8,517 14
8,272 14
8,632 14
8,398 14
8,137 14
7,905 14
7,667 14
7,456 13
7,259 13
7,084 13
6,901 13
6,734 13
6,573 13
6,435 13
6,282 12
6,145 12
6,014 12
5,896 12
5,766 12
5,649 12
5,539 12
5,439 12
5,323 11
5,222 11
5,123 11
5,038 11
4,934 11
4,841 11
4,752 11
4,672 11
4,579 10
4,579 10
4,579 10
4,579 10

量と同じとした

 

：t/年

合計
62,047
59,697
58,291
51,161
48,681
44,171
44,524
45,799
44,677
43,257
42,110
40,348
38,883
37,449
36,263
34,685
33,269
31,882
30,737
29,204
27,910
26,596
25,506
24,042
22,794
21,582
20,539
19,129
17,936
16,770
15,807
14,439
13,270
12,123
11,149
09,866
09,866
09,866
09,866

た。 



 

第７章 

 

第１節 

広域化

散の時期

 

 

１

を
 

活

を

 

２

 

せ

民

と

が

 

ごみ処理

広域化の方

に係る事業

の基本方針

 設立時期

県央ブロ

を目指す。

平成 29 年

活用を図り

を考えてい

 既存組合

既存三組

事務手続

せて既存組合

ただし，既

民の合意形成

とが想定され

このことか

が将来的に新

理の組織

方向性 

主体は，新

を以下に示

新

期 

ロックでは，

 

年度に新組織

ながら整備

きます。 

合の解散に

組合を解散

きの効率化

合を解散す

既存組合の解

成が不可欠

れます。 

から，過渡期

新組織にて

 

織体制の広

組織として

示します。

新組織設立に

平成 29

織を設立して

備を計画する

について 

し，将来的

や経費削減

ることが望

解散は，数

となり，解

期において新

１本化する

－ 68 －

広域化の方

て一部事務組

に係る広域

年度におけ

て統一され

ることで効率

的に新組織に

減，職員合理

望ましいと考

多くの事務

決すべき様

新組織と既

ことを考え

－ 

方向性と新

組合を設立し

域化の基本

ける新組織

た組織で事

率的運営と経

にて１本化

理化のために

考えられます

務手続きを要

様々な課題が

存組合が並

えていきます

新組織の設

し，新組織の

方針 

の設立と地

事業を推進し

経費の削減

化すること

には，新組織

す。 

要するほか，

があり，時間

並立すること

す。 

設立 

の設立と既存

地域計画の

し，交付金の

減を図ること

を目指す。

織設立にあわ

何よりも住

間を要するこ

とになります

存組合の解

の策定

の

と

 

わ

住

こ

す



 

 

第２節 

新組１ 

新ごみ

を推進す

理を一体

この

ます。 

現在，

共同処理

また，

これ

事務と

県央ブ

や，市町

この

の策定

ほか

終処分場

承や，収

体的に整

 

 

１ ごみ

２ 収集

３ 資源

４ 既存

５ 新ご

６ 最終

７ ごみ

（新

注）Ａ ：県

Ｅ ：沿

※1：●：新

※2：資源化

※3：資源化

ごみ処理に

組織の設立

み焼却施設

する必要が

体となって

ような観点

，岩手県内

理事務が県

，廃棄物処

は，収集運搬

しているこ

ブロックの

町固有の資

ことから，

と「新ごみ

の共同処理

場の管理運

収集運搬の

整理してい

み処理計画の

集・運搬の施

源化の施策（

存ごみ焼却施

ごみ焼却施設

終処分場の設

みの中継運搬

新ごみ焼却施

県北ブロック[

沿岸中部ブロッ

新組織の事務範

化施設の設置・

化施設の設置・

に係る新組織

時期と共同

の整備スケ

あります。

行うことで

から，県央

の広域化ブ

央ブロック

理全てを事

搬や資源化

とが，要因

共同処理す

源化処理が

新組織設立

焼却施設の

理が想定され

営）につい

統一化の検

きます。 

表７-１ ご

項  

策定 

施策 

資源化施設の

施設の管理及び

設の設置，管理

設置，管理及び

搬 

施設設置に伴い

岩手北部広域

ック[宮古地区

範囲，▲：既存

・管理・運営の

・管理・運営の

織の体制 

同処理事業の

ケジュールは

また，新た

で，人的にも

央ブロックで

ブロックでは

と県南ブロ

事務として行

処理等が，

因として考え

する事務につ

があること等

立当初の共同

の設置，管理

れる事務（既

ては，既存

検討を踏まえ

ごみ処理にお

 目 

の設置，管理

び運営 

理及び運営

び運営 

い、中継施設

域環境組合]  

広域行政組合

存組合の事務範

の計画あり 

のみ 

－ 69 －

の範囲 

は，各市町が

たな事業主体

も業務内容的

では平成 29

は「ごみ処理

ロックを除く

行っている広

各市町村の

えられます。

ついては，収

等，ブロック

同処理事務に

理，運営」，

既存ごみ焼却

存一部事務組

えて，平成 4

おける新組

理及び運営を含

設を設置する場

   Ｃ ：

合]   Ｆ ：

範囲の引き継ぎ

－ 

がそれぞれで

体で一括して

的にも事務の

年度までの

理計画の策定

く４ブロック

広域化組合は

の施策に直接

 

収集運搬形態

クとしての特

について県央

「ごみの中継

却施設の管理

組合の解散と

41 年度の新

織が共同処

新

含む） 

場合） 

中部ブロック

沿岸南部ブロ

ぎを検討 

ではなく，統

て施設整備計

の効率化を図

の新組織の設

定」と「ごみ

クで共通して

は県内にはな

接反映される

態が構成団体

特殊事情を抱

央ブロックで

継運搬」を考

理・運営，収

新組織への

新ごみ焼却施

処理する事務

新組織※1

Ａ

● ●

▲ －

▲ －

▲ －

● ●

▲ －

● ●

[岩手中部広域

ック[岩手沿岸

統一された組

計画を作成し

図ることが

設立を目指す

み処理施設の

ています。 

ない状況です

るため，市町

体毎に様々で

抱えています

では，「ごみ

考えます。 

収集運搬，資

の統合による

施設の稼動ま

務 

他ブロッ

Ａ Ｃ 

● ● 

－ － 

－ △※2 △

－ － 

● ● 

－ － 

● ● 

域行政組合] 

岸南部広域環境

組織で事業

し，ごみ処

できます。

すこととし

の設置」の

す。 

町村の固有

であること

す。 

み処理計画

資源化・最

る事務の継

までに，具

ク 

Ｅ Ｆ

● ●

● －

△※3 －

● ●

－ －

● ●

－ ●

境組合] 



 

 

新組２ 

新組織

平成

な検討

 

〈平成

・首

・県

・準

 

 

〈平成

・新

・

・新

検

構

 

 

〈平成

・新

・

・循

 

 

 

新組３ 

（１） 新

設立

平成

しま

６名

ンター

 

組織の設立

織を設立す

29 年度の新

を行います

成 26 年度〉

首長の合意

県央ブロッ

準備室の設

成 27～28 年

新組織設立

ごみ処理計

新組織設立

検討，指令手

構成団体の負

成 29 年度〉

新組織設立

ごみ処理計

循環型社会

組織の体制

新組織設立

立前後の人

成 29 年度の

した。新組織

とし，施設建

ーと同規模

スケジュー

るまでのス

新組織設立

。 

 

形成 

クごみ・し

立事務（平

年度〉 

準備室の設

画及び循環

準備（新組

手続き，事務

負担割合，

 

 

画の策定 

形成推進地

 

前後の人員

員状況を表

の新組織設立

織設立後は

建設中は８

模程度の約 50

 

ール 

ケジュール

に向けて，

尿処理広域

平成 27～28 年

設置 

環型社会形成

組織設立準備

務の範囲，組

議会議員定

地域計画の策

員状況 

表７-２に示し

立に向けて，

，新ごみ焼

名と想定し

0 名体制を想

－ 70 －

ルは次に示す

新組織設立

域化基本構想

年度専任職員

成推進地域計

備室の設置と

組織体制，

定数） 

策定 

します。 

平成 27 年

焼却施設整備

しました。新

想定しました

－ 

すとおりです

立準備室では

想の策定 

員体制等の

計画作成事務

と専任職員に

職員の構成

年度に準備室

備にかかる調

新ごみ焼却施

た。 

す。 

は，新組織に

検討） 

務 

による新組織

，処遇，規

室を立ち上げ

調査・計画策

施設稼働後は

に係る規定等

織の具体的 

約等，例規

げ，人員は６

策定にあたり

は，盛岡市ク

等の具体的

，

６名を想定

り引き続き

クリーンセ



 

－ 71 － 

 

表７-２ 設立前後の人員状況 

単位：人 

 H27～H28 

(準備室) 

H29～H33 

(新組織設立後) 

H33～H40 

(施設建設中)

H41 以降 

(新ごみ焼却施設稼働後) 

準備室 ６ 
室長１名，室長補佐１名，担当４名（設立担当２名，既存組合対応２名）

※担当は，盛岡市，八幡平市，滝沢市，紫波町から各１名 

新一部事務組合 

（事務） 
－ ６ ８ 10 

事務局長１名，次長１名， 

係長級２名，事務６名 

新一部事務組合 

（焼却業務） 
－ 

現在の焼却業務 

実務従事者に同じ 
40 

７名×５班＝35 名 

ほか５名 

合計    50 
現在の盛岡市クリーンセンター

と同規模程度を想定 

注)1.平成 24 年度事業主体職員数 218 名が,新ごみ焼却施設稼動により 207 名（5.0%減）となる見込み 

注)2.新ごみ焼却施設稼働後の人員体制は，盛岡市クリーンセンターに準ずるものと設定 

注)3.収集・運搬，資源化処理，最終処分に関する人員は，今後の協議によるため未定 

 

① 新組織設立準備室の業務 

準備室の主な業務は，以下の内容を想定しました。 

ア 新組織（一部事務組合）の設立に係る関係機関との調整・準備に関すること。 

イ 現在の焼却業務に従事する職員の身分に関すること。 

ウ 既存ごみ焼却施設の所管換えに関すること。 

エ 新ごみ焼却施設建設地の決定，これに伴う住民説明及び地域協定に関すること。 

オ ごみ処理計画の策定準備に関すること 

カ 循環型社会形成推進地域計画の策定準備に関すること 

 

② 設立時から新ごみ焼却施設稼動までの新組織の業務 

設立当初の新組織の業務は，以下の内容を想定しました。 

なお，業務の想定にあたっては，既存ごみ焼却施設の管理・運転等の実務に従事する

人員，及び集約化が決定している焼却以外の業務（地域収集，中継施設までの運搬，破

砕・資源化等の中間処理，最終処分，既存ごみ焼却施設の延命化に関するもの。以下同

じ。）は含んでいません。 

焼却以外の業務については，集約化等の内容が決定した毎に，新組織の業務に加え，

これに必要な人員を検討することとします。よって，焼却以外の業務の広域化の目処が

立たなければ，焼却以外の既存の体制は併存することになります。 

ア 組織の運営に関すること。（予算，人事，議会対応等） 

イ 循環型社会形成推進地域計画の策定 

ウ 施設整備基本計画に関すること。 

エ 環境影響評価に関すること。 

オ 新ごみ焼却施設に関すること。（用地取得，開発行為，造成工事，建設工事等） 

カ 既存ごみ焼却施設の管理・運営に関すること（※施設の延命化に関する業務除く） 



 

 

③ 

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

 

 

新組４ 

新た

ますが，

 

（１） 市

広域

ついて

ごみ量

によ

ただ

状が

とか

討を進

 

 

 

新ごみ焼

新ごみ焼

ア 組織の運

イ 新ごみ焼

ウ 中継施設

エ ごみ処理

オ 旧ごみ焼

カ 中継施設

キ 焼却業務

組織の課題

な新組織の

，次に示す

市町間の連

域化の完了

ては，県央

量等に応じ

る費用負担

だし，県央

あります。

ら，各市町

進めていく

却施設稼動

焼却施設稼動

運営に関す

焼却施設の運

設からごみ焼

理計画の策定

焼却施設の廃

設の建設・管

務以外の広域

 

設立後は，段

課題につい

携及び経費

までの過渡

ブロック内

て費用負担

）すること

ブロック内

そのため，

で個別に負

ことが課題

動後 

動後の新組織

ること。 

運営管理に

焼却施設，

定に関する

廃止に関す

管理運営に

域化に関す

段階的に集

いて検討する

費負担につい

渡期における

での広域化

担（新事業主

を考えます

は収集・運

当初は広域

担する費用

題です。 

－ 72 －

織の主な業務

関すること

ごみ焼却施

こと。 

ること。 

関すること

ること 

集約化を図り

る必要があり

いて 

る施設の集約

化処理の一環

主体で経費を

す。 

運搬形態が様

域化処理では

用と新組織で

－ 

務は，以下の

。 

施設から最終

。 

最終的に広

ります。 

約化，委託，

環として，構

を一括でまと

様々で地域特

はなく，各市

で負担する費

の内容を想定

終処分場まで

広域化の完了

ごみ処理等

構成団体たる

とめ，割合を

特有の資源化

市町で単独処

費用について

定しました。

での運搬に関

了を目指すこ

等に関する経

る各市町がそ

を決め各市町

化施設を有す

処理するもの

て，今後，具

。 

関すること。

ことになり

経費負担に

それぞれの

町で分担金

する等の現

のもあるこ

具体的に検

 



 

 

－
 

7
3
 

－
 

 

 

 

新
焼
却
施
設
に
お
け
る
事
務
関
連

県央ブロック５ 

県央ブロックの

Ａ 一部事務組合

Ｂ 建設候補地選

Ｃ ごみ処理計画

Ｄ 測量調査・地

Ｅ 施設整備基本

Ｆ 環境影響評価

Ｇ 都市計画決定

Ｈ 造成設計・造

Ｉ 発注手続き等

Ｊ 設計・施工監

Ｋ 既存組合の解

クのごみ処理に

のごみ処理に係

表 ７-３

合設立準備及び設立

選定

画及び循環型社会形

地質調査

本計画策定・PFI等導

価

定手続き等

造成工事・林地開発

等

監理

解散

項　　

係る新組織の事

る新組織の事務

３ 県央ブロック

（共同処理事務の確

成推進地域計画の策

導入可能性調査

手続き等

目

務スケジュール

スケジュールを

クのごみ処理に係

H

確定）

策定

ル 

を表 ７-３に示し

係る新組織の事務

H26 H27 H28 H29

します。 

務スケジュール

H30 H31 H32 H

住民合意に要する期

（新ごみ焼却施設

33 H34 H35 H36

期間により，以降の

設関連） 

H37 H38 H39 H4

スケジュールに影響

40 H41 H42 H43

響あり

 

H44



 

 

既存６ 

廃棄物

するこ

また，

 

（１） 事

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

（２） 住

・ 

・ 

・ 

 

（３） 既

こ

合意形

また

ことが

早期

 

 

県央７ 

新組織

費削減，

えられま

ただ

時的に新

考えてい

なお，

 

 

存組合の解

物の処理に

ととなり，

，既存組合の

事務手続 

条例及び

運営主体

組合職員

財産処分

関係機関

県，各組

住民等への

住民及び

各構成団

各首長の

既存組合解

のように既

形成が不可

た，各地域

が必要とな

に解散手続

央ブロック

織設立に向

，職員合理化

ます。 

し，既存組合

新組織と既

いきます。

，新組織の設

散について

ついて新組

新組織への

の解散にあた

規約等の廃

に関わる基

の処遇の協

の取扱の協

との事前協

組合間，各構

説明と合意

関係団体へ

体議会での

協議と調整

散に向けた

存組合の解

欠となりま

で合意を得

ることや，解

続を進めるこ

の新組織設

けて既存組

化のために

合の解散は

存組合が並

 

設立及び現組

 

て 

組織が全てを

の統合後（共

たり，以下の

廃止及び新組

基本的事務の

協議 

協議 

協議 

構成団体，新

意形成 

への説明会の

の合意形成

整による合意

た課題 

解散は，数多

す。 

得るために，

解決すべき

とが難しい

設立に向けた

組合の扱いを

は，新組織

工程的にも

並立すること

組織の解散

－ 74 －

を共同処理す

共同事務の移

の事項につい

組織への承継

の承継 

新組織準備機

の実施による

意形成 

多くの事務手

住民説明会

重要事項が

いことが課題

た既存組合の

を検討する必

織設立に向け

厳しい上に

とになります

散に伴い想定

－ 

する場合は，

移管），解散

いて，整理し

継の調整 

機関との協議

る協議と合意

手続を要する

会や関係団体

が多岐にわた

題となります

の扱いの検討

必要がありま

けて既存組合

に解決すべき

すが，将来的

定される効果

既存の３組

する必要が

していくこと

議 

意形成 

るほか，何よ

体，関係機関

たることで時

す。 

討 

ますが，事務

合を解散する

き様々な課題

的に新組織に

果と課題を以

組合全ての事

があります。

とが必要とな

よりも各地域

関と協議を進

時間を要する

務手続きの効

ることが望ま

題があること

にて１本化す

以下のとおり

事務を所掌

 

なります。

域の住民の

進めていく

ることから，

効率化や経

ましいと考

とから，一

することを

り示します。 
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【効果】 

・職員の統合により事務部門の効率化が図れる 

・組合特別職，組合議員，監査委員等の統合により合理的な運営が行える 

・統合により経費の削減が図れる 

・統合により職員の合理化が図り易い 

・統合により職員の人員配置，施設間の人事異動が図り易い 

・統合により技術的な連携が図り易い 

 

 

【課題】 

・現組織の解散と新組織の手続きに時間を要する 

・組合間における職員の給与差を統一する必要がある 

・人員の合理化に伴って，職員の身分保障に関する調整が必要になる 
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第１節 

本項目

針を検討

 

延命１ 

（１） 延

検討

地域住

盛

ター

滝沢

があ

岩手

葛巻

年度ま

ただ

の他

 

 

既存２ 

県央ブ

年度稼動

１箇所

 

 

ごみ焼却

既存ごみ焼

目では，１施

討します。 

命化の検討

延命化の可

討する６施

住民との協

岡市クリー

の３施設は

沢・雫石環境

りますが，

手・玉山清

巻町清掃セ

まで使用で

だし，新ごみ

の施設への

存ごみ焼却

ブロックに

動を目標に

に集約して

却施設の

焼却施設の整

施設への集約

 

能性 

設ともに，住

議の必要が

ンセンター

，延命化工

境組合滝沢清

平成 40 年度

掃事業所は

ンターは，他

きることが

み焼却施設

集約で対応

施設の整備

おいては，岩

，平成 40 年

広域処理を

 

整備 

整備の検討

約化の検討に

住民協定に

があります。

ー，盛岡・紫

工事により平

清掃センタ

度まで使用で

は延命化工事

他の施設よ

が見込まれま

稼働前に現

応する必要が

備の方針 

岩手県の広

年度まで各

を行うことを

－ 76 －

にあたり，

おけるごみ

 

紫波地区環境

平成 40 年度ま

ーは平成 35

できることが

事により，平

り老朽化が

ます。 

現在の施設が

があります。

域化計画と

施設の延命

を考えていき

－ 

本ブロック

み焼却施設の

境施設組合清

まで使用で

5年度から平

が見込まれ

平成 40 年度

が進んでいま

が使用できな

 

の整合性を

命化を図りな

きます。 

におけるご

の使用期限の

清掃センター

きる見込み

平成 37 年度

ます。 

まで使用で

ますが，延命

なくなった場

を図り，新ご

ながら，最終

ごみ焼却施設

の設定はあり

ー，八幡平市

みです。 

度に延命化工

できる見込み

命化工事によ

場合には，ブ

ごみ焼却施設

終的にごみ焼

設の整備方

りませんが，

市清掃セン

工事の計画

みです。 

より平成 40

ブロック内

設の平成 41

焼却施設を



 

 

既存３ 

（１） 検

本項

維持管

度か

大規模

 

 

算出

運営費 

維持管理

大規模修

 

 

（２） 試

建替

かる運

運営

なお

維持管

 

 

 

 

存ごみ焼却

検討方法 

項目では，既

管理費を試

ら平成24年

模補修費に

出項目 

理費 

修繕費 

試算結果 

替６施設に

運営・維持

営費は 154

お，平成 41

管理費」で

表８-２ 

運営費

維持管

合計 

施設の延命

既存６施設に

試算しました

年度までの1

分け，試算

人件費や旅

に必要な費

施設補修工

務委託費，

維持管理に

15 年や 20

補修費用 

おいて平成

管理費を表

億円，維持

1年度から平

示します。

既存ごみ焼

項

費 

管理費（大規

 

命化にかかる

において，平

た。各施設に

10年間の決

算しました。

表８

内容 

旅費など，施

費用 

工事費や環境

需用費な

に必要な費用

0 年に一度

成 40 年度まで

表８-２に示し

持管理費は 3

平成 55 年度

 

焼却施設の延

項目 

規模補修費含

－ 77 －

る運営・維持

平成 26 年度

における運営

決算書をもと

 

８-１ 検討

施設の運営

境調査等業

ど，施設の

用 

の大規模な

で延命化し

します。 

26 億円，合

度までの運営

延命化に係る

（

含む） 

－ 

持管理費の検

から平成 40

営・維持管理

に，項目を振

方法 

営 直近10年

に対し，

費として

業 直近10年

管理費に

平成 40 年

直近 10 年

補修にか

た場合，平

合計で 480 億

営・維持管理

る運営・維持

運営・

平成 26 年度

15

32

48

検討 

0 年度まで延

理費の把握は

振り分け，運

算出方

年分の決算書

直近３年分

て，平成 40 年

年分の決算書

に対し，近似

年度までを推

年分の決算書

かかる経費を

平成 26 年度か

億円かかると

理費は，79 頁

持管理費（H

維持管理費

度～平成 40

54 億円 

26 億円 

80 億円 

延命化した際

は，各施設平

運営費と維持

方法 

書から集計

分の平均費用

年度まで計上

書から集計

似式(２次式)

推計 

書において，

を抽出し，別

から平成 40

と試算しまし

頁「４ （

H26～H40） 

費 

年度） 

際の運営・

平成 15 年

持管理費，

した運営

用を固定

上 

した維持

)により，

，大規模

別途計上 

0 年度にか

した。 

３）運営・



 

 

既存４ 

（１） 検

本項

整備費

た。 

 

施設整

運営・

 

 

（２） 施

建替

した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典

 

建
設
単
価

（
円

/
）

存ごみ焼却

検討方法 

項目では，既

費及び 15 年

項目 

整備費 

維持管理費

施設整備費

替６施設の

。 

典：県央ブロッ

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

建
設
単
価

（
万
円

/
ｔ
）

施設の建替

既存６施設

年間（平成

全国の実

費 建替６施

あると仮

とし，運

し、それ

 

施設整備費

ックごみ処理広

図

 

200

替における費

において，

41 年度～平

表８

実勢価格の

施設におけ

仮定した。

運営費は各

れぞれ 15 年

費は，図８-

広域化のための

図８-１ 施設

400

－ 78 －

費用の検討

それぞれ同

平成 55 年度

８-３ 検討

実績より，

る運営・維

各年度の維

各施設 10 年目

年を乗じて試

１に示す全

の基礎調査報告

設規模と建

600

施設規模

－ 

同規模の施設

度）の運営・

方法 

検討方法

各施設の１

維持管理費は

維持補修費は

目の合計額か

試算 

国事例より

告書（平成 22 年

設単価の関

800

模（ｔ/日）

設に建替した

維持管理費

t あたり実

は，既存施設

は各施設 10 年

から維持補修

実績価格の

年３月） 

係 

y = 2059

R2 = 0.

1,000

た場合につい

費の費用を試

実勢価格単価

設と同程度の

年目の維持

修費を引い

の建設単価を

91x
-0.26

.4238

1,200

いて，施設

試算しまし

価を算出

の施設で

補修費

て算出

を算出しま

1,400
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表８-４ 建替ごみ焼却施設の建設費 

 

 

 

（３） 運営・維持管理費 

６施設建替後の平成41年度から平成55年度までの運営・維持管理費は，15年間にて45,120

百万円と試算しました。 

 

 

表８-５ 建替６施設の運営・維持管理費（試算結果） 

 

 

  

施設

盛岡市クリーンセンター 405 t/日 21,100 百万円

盛岡・紫波地区環境施設組合
清掃センター

160 t/日 10,600 百万円

八幡平市清掃センター 50 t/日 4,500 百万円

滝沢清掃センター 100 t/日 7,500 百万円

岩手・玉山清掃事業所 28 t/日 3,000 百万円

葛巻町清掃センター 10 t/日 1,400 百万円

合計 48,100 百万円

施設規模 建設費

－

単位：百万円

盛岡クリーンセンター 維持補修費（稼働10年目） 645 9,675
施設運営費（稼働10年目） 377 5,655
合計 - 15,330

滝沢清掃センター 維持補修費（稼働10年目） 656 9,840
施設運営費（稼働10年目） 247 3,705
合計 - 13,545

盛岡･紫波地区環境施設組合 維持補修費（稼働10年目） 537 8,055
施設運営費（稼働10年目） 204 3,060
合計 - 11,115

葛巻町清掃センター 維持補修費（稼働10年目） 17 255
施設運営費（稼働10年目） 7 105
合計 - 360

八幡平市清掃センター 維持補修費（稼働10年目） 132 1,980
施設運営費（稼働10年目） 45 675
合計 - 2,655

岩手・玉山清掃事業所 維持補修費（稼働10年目） 104 1,560
施設運営費（稼働10年目） 37 555
合計 - 2,115

合計 維持補修費（稼働10年目） - 31,365
施設運営費（稼働10年目） - 13,755
合計 - 45,120

15年間
合計

年間費用



 

 

第２節 

施設１ 

（１） 算

ごみ

日，廃

要綱」

また

策の強

広域圏

保して

に処理

考慮

新

した

基づ

 

 

施設

 

・

・

・

 

 

 

 

（２） 災

本ブ

します

東

平成

本ブ

 

 

新ごみ焼却

設規模の検

算定方法 

み焼却施設

廃棄物処理

」という）」

た，平成 25

強化として

圏ごとに一

ておくこと

理能力に余

した施設規

ごみ焼却施

「ごみ処理施

き，以下に

設規模(t/日)

計画年間日

（計画年間

実稼働率：

年間実稼

年間停止

調整稼働率

災害廃棄物

ブロックに

す。 

日本大震災

25年８月及

ブロックで

却施設の検討

検討 

の施設規模

理施設整備費

に示されて

5 年５月に

「大規模な

定程度の余

が重要であ

力を持つこ

模を想定し

設の施設規

施設整備の

示す式によ

) ＝ 計画年

日平均処理量

間日平均処理

0.767（年間

稼働日数：36

止日数：補修

（起

に要

率：0.96（修

の処理・処

おける各ご

関連の災害

及び９月にお

は，過去３

 

討 

模は，環境省

費国庫補助金

ている計算方

閣議決定さ

な災害が発生

余裕をもった

ある」とあり

とが認めら

します。 

規模は，こう

計画・設計

り算定しま

年間日平均処

量：計画目標

理量は，施設

間実稼働日数

65 日－85 日

修整備期間 3

起動停止を含

要する日数３

修理や一時休

処分量 

ごみ焼却施設

害廃棄物は，

おける台風関

年間の合計

－ 80 －

省通知の「環

金交付要綱の

方法により設

れた「廃棄

生しても一定

たごみ焼却施

，一時的に

られているこ

した国の指

計要領，2006

ます。 

処理量(t/日

標年次におけ

稼働後 7年

数/365 日＝

日（年間停止

30 日＋補修

含む）７日＋

３日×３回＝

休止等による

設にて受け入

平成 23 年度

関連の災害廃

計では 22,24

－ 

環廃対発第 03

の取扱いにつ

設定するこ

棄物処理施設

定期間で災害

施設の能力を

に多量に発生

ことから，本

指針を踏まえ

6年改訂版，

) ÷ 実稼働

ける年間平均
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表８-６ 災害廃棄物の処理・処分量 

 
注）「0」：受入実績なし，「-」：受入実績はあるが家庭ごみとして受け入れたため、災害廃棄物受入量の計上なし。 

 

 

（３） 算定結果 

① 計画年間日平均処理量 

平成 41 年度稼働後，７年間のうち最大処理量となる年度は平成 41 年度の 122,794t/年

であるため計画年間日平均処理量は，336.4t/日となります。 

 

② 施設規模 

ア ごみ排出量からの施設規模 

施設規模(t/日) ＝ 計画年間日平均処理量(t/日) ÷ 実稼働率 ÷ 調整稼働率 

＝ 336.4t/日 ÷ 0.767 ÷ 0.96 

＝ 456.9t/日 

 

イ 災害廃棄物からの施設規模 

本ブロックにおいて受け入れた東日本大震災の災害ごみ焼却処理量は，平成 23 年度

から平成 25 年度の３年間において 20,535ｔ（表８-６参照）の受け入れを行ったことか

ら，年間あたり 6,845ｔの処理を行ったこととなります。さらに，広域処理による災害

廃棄物対応分を当ブロック内の中で試算し，年間 10,000ｔの処理が必要となります。 

次に，災害廃棄物 10,000t に表８-６に示す水害での災害廃棄物 1,714t を加え，必要

な災害廃棄物処理量は，11,714ｔ/年（32.1t/日）と設定しました。 

 

施設規模(t/日) ＝ 災害廃棄物の処理必要量(t/日) ÷ 実稼働率 ÷ 調整稼働率 

＝ 32.1t/日 ÷ 0.767 ÷ 0.96 

＝ 43.6t/日 

  

単位：ｔ

東日本大震災
Ｈ25（8・9月）

水害
計

盛岡市クリーンセンター 7,879 450 8,329

八幡平市清掃センター 3,173 - 3,173

滝沢清掃センター 5,411 526 5,937

葛巻町清掃センター 0 0 0

岩手・玉山清掃事業所 373 51 424

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター 3,699 687 4,386

合　　計 20,535 1,714 22,249

ごみ焼却施設
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表８-７ 主な法規制（環境保全関係） 

法  律  名 適  用  範  囲  等 

環 

境 

保 

全 

に 

関 

す 

る 

法 

律 

廃棄物処理法 
処理能力が１日５ｔ以上のごみ処理施設(ごみ焼却施設においては，１時間当たり

200kg以上又は，火格子面積が２m2以上)は本法の対象となる。 

大気汚染防止法 
火格子面積が２m2以上，又は焼却能力が１時間当たり 200kg以上であるごみ焼却炉

は，本法のばい煙発生施設に該当する。 

水質汚濁防止法 
処理能力が１時間当たり 200kg以上又は，火格子面積が２m2以上のごみ焼却施設か

ら河川，湖沼等公共用水域に排出する場合，本法の特定施設に該当する。 

騒音規制法 
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る)は，本法の特

定施設に該当し，知事（市長）が指定する地域では規制の対象となる。 

振動規制法 
圧縮機(原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る)は，本法の特定施設に該当し，

知事（市長）が指定する地域では規制の対象となる。 

悪臭防止法 知事（市長）が指定する区域では規制を受ける。 

下水道法 
１時間当たり 200kg以上又は，火格子面積が２m2以上のごみ焼却施設は，公共下水

道に排水を排出する場合，本法の特定施設に該当する。 

ダイオキシン類 

対策特別措置法 

工場又は事業場に設置される廃棄物焼却炉その他施設で焼却能力が時間当たり

50kg以上又は火床面積が 0.5m2以上の施設で，ダイオキシン類を発生し及び大気中

に排出又はこれを含む汚水もしくは排水を排出する場合，特定施設に該当する。 

土壌汚染対策法 

有害物質使用特定施設を廃止したとき，健康被害が生ずるおそれがあるときは本法

の適用を受ける。 

土地の掘削その他の土地の形質の変更であって，その対象となる土地の面積が

3,000m2 以上のものをしようとする者は，環境省令で定める事項を市長に届け出な

ければならない。 
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表８-８ 主な法規制（土地利用規制関係） 

法  律  名 適  用  範  囲  等 

都
市
計
画
に
関
す
る
法
律 

都市計画法 
都市計画区域内に本法で定める処理施設を設置する場合，都市施設として都市計画

決定が必要。 

都市再開発法 
市街地再開発事業の施行地区内において，建築物その他の工作物の新築，改造等を

行う場合。 

土地区画整理法 
土地区画整理事業の施行地区内において，建築物その他の工作物の新築，改造等を

行う場合。 

景観法 
景観計画区域内において，建築物の建設等，工作物の建設等，開発行為その他の行

為をする場合。工事着工 30 日前に通知が必要となる。 

土 

地 

利 

用 

規 

制 

に 

関 

す 

る 

法 

律 

河川法 
河川区域内及び河川保全区域内の土地において工作物を新築し，改築し，又は除去

する場合は，河川管理者の許可が必要。 

急傾斜地の崩壊による

災害防止に関する法

律 

急傾斜地崩壊危険区域における，急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設

置・改造の制限。 

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内にごみ処理施設を建設する場合。 

海岸法 海岸保全区域において，海岸保全施設以外の施設又は工作物を設ける場合。 

道路法 電柱，電線，水管，ガス管等，継続して道路を使用する場合。 

農地法 工場を建設するために農地を転用する場合。 

港湾法 
港湾区域又は港湾隣接地域内の指定地域において，指定重量を超える構築物の建設

又は改造をする場合。臨港地区内にて，廃棄物処理施設の建設又は改良をする場合。

文化財保護法 土木工事によって「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する場合。 

自 

然 

環 

境 

に 

関 

す 

る 

法 

律 
都市緑地保全法 緑地保全地区内において，建築物その他の工作物の新築，改築又は増築をする場合。

首都圏近郊 

緑地保全法 

保全区域（緑地保全地区を除く）内において，建築物その他の工作物の新築，改築

又は増築をする場合。 

自然公園法 

国立公園又は国定公園の特別地域において工作物を新築し，改築し，又は増築する

場合。国立公園又は国定公園の普通地域において，一定の基準を超える工作物を新

築し，改築し，又は増築する場合。 

鳥獣保護及び狩猟に関

する法律 
特別保護地区内において工作物を設置する場合。 

  



 

－ 86 － 

 

表８-９ 主な法規制（施設の設置関係） 

法  律  名 適  用  範  囲  等 

施 
 

設 
 

の 
 

設 
 

置 
 

に 
 

関 
 

す 
 

る 
 

法 
 

律 

建築基準法 

卸売市場，火葬場，と畜場，汚物処理場，ごみ焼却場，産業廃棄物処理施設，ごみ

処理施設等の用途に供する建築物は，都市計画決定がなければ建築できないとされ

ている。ただし，その敷地の位置が都市計画上，支障無いと認めて許可した場合及

び増築する場合はこの限りではない。建築物を建築しようとする場合，建築主事の

確認が必要。なお，用途地域別の建築物の制限がある。 

消防法 
建築主事は，建築物の防火に関して，消防長又は消防署長の同意を得なければ，建

築確認等をすることができない。 

航空法 

進入表面，転移表面又は平表面の上に出る高さの建造物の設置に制限。 

地表又は水面から 60m以上の高さの物件及び省令で定められた物件には，航空障害

灯が必要。昼間において航空機から視認が困難であると認められる煙突，鉄塔等で

地表又は水面から 60m以上の高さのものには昼間障害標識が必要。 

電波法 
伝搬障害防止区域内において，その最高部の地表からの高さが 31mを超える建築物

その他の工作物の新築，増築等の場合。 

有線電機通信法 有線電気通信設備を設置する場合。 

有線テレビジョン放送

法 

有線テレビジョン放送施設を設置し，当該施設により有線テレビジョン放送の業務

を行う場合。 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造，貯蔵等を行う場合。 

電気事業法 

特別高圧（7,000 ボルト以上）で受電する場合。 

高圧受電で受電電力の容量が 50kW以上の場合。 

自家用発電設備を設置する場合及び非常用予備発電装置を設置する場合。 

労働安全衛生法 
当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において，当該事業

場に係る建設物若しくは機械等を設置する場合（クレーン，ボイラ等）。 

工業用水法 
指定地域内の井戸（吐出口の断面積の合計が６cm2 を超えるもの）により地下水を

採取してこれを工業の用に供する場合。 

建築物用地下水の採取

の規制に関する法律 

指定地域内の揚水設備（吐出口の断面積の合計が６cm2 を超えるもの）により冷暖

房設備，水洗便所，洗車設備等の用に供する地下水を採取する場合。 
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は，低位発熱

もとに，計

与える項目は

在のごみ質と

ないものと思

０ 計画ご

施設の一般的

外にもＲＤ

発熱量

l/kg） 水分

1,890 4

1,557 5

1,952 44

1,890 46

1,848 49

2,181 39

1,940 44
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計画目標年次

熱量，三成分

計画目標年次

は，現状と同

と，平成 41

思われます。

ごみ質（平成

的な処理方式

ＤＦ化，堆肥

分 灰分

5.6 6.1

3.6 4.7

4.6 8.1

6.0 5.8

9.9 4.1

9.3 8.5

4.8 6.8

三成

－ 

次（平成 41

分，単位体積

次のごみ質を

同様と仮定し

年度のごみ

 

成 41 年度の推

式を表８-１

肥化，炭化，

可燃分 合

48.3

41.7

47.3

48.2

46.0

52.2

48.4

成分

年度）にお

積重量等があ

を推計しまし

しています。

み質に大きな

推計値） 

１に示しま

メタン化，

単位体

合計 （kg

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

おけるごみ質

あります。 

した。なお，

 

な差異が無く

す。 

チップ化等

体積重量 H41

g/m3）

183.3

194.3

169.8

112.3

138.5

137.0

169.5

質となりま

分別区分

く，新ごみ

等がありま

ごみ処理量

（t/年)

62,508

7,477

20,641

851

5,459

25,858

122,794
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表８-１１ 処理方式の比較 

処理方式 内容 本ブロックでの導入事例 

焼却方式 

・ストーカ式 

・流動床式 

・キルン式 

可燃物全般において処理可能であ

るとともに，技術としての成熟度も

高い。 

盛岡市クリーンセンター 

（ストーカ式） 

焼却方式＋灰溶融方式

・ストーカ式 

・流動床式 

・キルン式 

灰溶融は，焼却残渣等の難燃性廃棄

物を高温で溶融するもので，無害

化，安定化を図る上で有効である。

減容化効果も高く，生成物である溶

融スラグがＪＩＳ化され，残渣類の

リサイクル技術としての位置づけ

も進んでいるが，維持管理費が高く

なる傾向にある。 

なし 

ガス化溶融方式 

・シャフト式 

・流動床式 

・キルン式 

ガス化溶融技術は，可燃ごみ等をガ

ス化して自燃するための燃料に変

え，更にそのガスを利用して溶融処

理を行い安定したスラグを生成す

る。 

滝沢清掃センター（シャフト

式） 

盛岡・紫波地区環境施設組合

清掃センター（シャフト式）

 

（３） 炉数の検討 

① 炉数の全国実績 

「ごみ焼却施設台帳，平成 21 年度版，財団法人廃棄物研究財団（現公益財団法人廃棄

物・３Ｒ研究財団）」に基づき，施設規模が 400t/日以上のごみ焼却施設（計 120 施設）に

おける炉数の実績について整理しました。 

全国事例では，図８-３に示すとおり，３炉構成が 60％で最も多く，次いで２炉構成が

36％となっています。 

 

出典：ごみ焼却施設台帳 平成 21 年度版 (財)廃棄物研究財団 

図８-３ 炉数の全国事例（400t/日以上の施設）  

1炉

2%

2炉

36%
3炉

60%

4炉

2%

400t/日以上120施設



 

新４ 

（１） 施

新

施設

１tあ

 

施

 

 

（２） 運

平成

分け，

８-１

 

 

 

 

 

ごみ焼却施

施設整備費

ごみ焼却施

と設定し，環

あたりの単価

施設整備費 ＝

＝

運営・維持

成 41 年度以

，表８-１２

１４に示しま

項目 

運営費

維持補修

注）1

  2

経過

施設の施設整

 

設は，施設

環境省公表

価より算出

＝ 5,000 万

＝ 25,000 百

管理費 

以降におけ

２に示すよう

ます。 

表８

費 
盛岡市

固定費

修費 
文献に

率（表

表８-

1.出典：日本環

2.灰溶融及び直

過年数 補修

1

2

3

4

5

6

7

整備費及び運

設規模 500t/

の循環型社

しました。

万円/t × 50

百万円 

る新ごみ焼

うに算出しま

８-１２ 運営

市クリーンセ

費と設定 

における，施

表８-１３参

１３ 施設整

環境衛生センタ

直接溶融施設を

修費率 累

0.02%

0.11%

1.36%

2.42%

2.62%

2.92%

3.21% 1
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運営・維持管

日程度であ

社会形成推進

 

00t/日 

焼却施設の運

ました。新

営・維持管

算

センターを参

施設経過年数

参照）より算

整備費に対

ター 廃棄物処

を除く

累計 経過

0.02%

0.13%

1.49%

3.91%

6.53%

9.45%

2.66%

－ 

管理費の検討

あることから

進地域計画か

運営・維持管

ごみ焼却施

理費の算出

算出方法 

考に，実績か

数ごとの施設整

出 

する維持補

処理のここが知

過年数 補修

8

9

10

11

12

13 4

14

討 

ら，エネルギ

からの全国事

管理費は，運

施設の維持補

方法 

から人件費等

整備費に対す

補修費率 

知りたい 

修費率 累

3.61% 16

3.67% 19

3.73% 23

3.72% 27

3.70% 3

4.33% 35

3.47% 38

ギー回収型廃

事例における

運営費と維持

補修費の算出

等を設定し，

する補修費

 

 

計

6.27%

9.94%

3.67%

7.39%

1.09%

5.42%

8.89%

廃棄物処理

る施設規模

持補修費に

出結果を表
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表８-１４ 新ごみ焼却施設における維持補修費 

 
注）1．新ごみ焼却施設の施設規模は 500t/日，施設整備費は 25,000 百万円であり， 

表８-１３の率を乗じて算出した。 

注）2．15 年目の維持補修費は，表８-１３における累計%から近似式にて算出し， 

補修率 6.59%（累積 45.48%）とした。 

 

 

  

単位：百万円

年間 累積

H41 1 25,000 5 0.02% 0.02%

H42 2 - 28 0.11% 0.13%

H43 3 - 340 1.36% 1.49%

H44 4 - 605 2.42% 3.91%

H45 5 - 655 2.62% 6.53%

H46 6 - 730 2.92% 9.45%

H47 7 - 803 3.21% 12.66%

H48 8 - 903 3.61% 16.27%

H49 9 - 918 3.67% 19.94%

H50 10 - 933 3.73% 23.67%

H51 11 - 930 3.72% 27.39%

H52 12 - 925 3.70% 31.09%

H53 13 - 1,083 4.33% 35.42%

H54 14 - 868 3.47% 38.89%

H55 15 - 1,648 6.59% 45.48%

年度
稼働
年数

施設建設費
年間費

建設費に対する割合

維持補修費



 

 

新５ 

（１） 事

新

します

 

上位計画 

 

用地取得 

調査・計画

 

 

 

 

造成関連 

 

発注手続

き等 

 

施設建設 

注）項目及

 

ごみ焼却施

事務委託の

ごみ焼却施

す。 

項  

ごみ処理

循環型社

地域計画

建設候補

画 測量調査

地質調査

PFI 等導

施設整備

環境影響

基本設計

林地開発

続 発注仕様

事業者選

設計・施

び実施期間は

施設整備に係

種類及び内

施設を整備す

表８

目 

理計画 

社会形成推進

画 

補地選定 

査 

査 

導入可能性調

備基本計画 

響評価 

計・実施設計

発手続き 

様書等作成 

選定支援 

施工監理 

，一般的なも

 

係る事務委託

内容 

する際，想定

８-１５ 主な

減量

進 循環型

めの提

新ごみ

なお，

期間は

住民合

住民合

調査 施設整

公営等

新ご

概要を

新ご

調査及

計 （候補

造成工

（候補

林地開

整備す

DBO 事

る要求

公設公

者選定

場合は

ドバイ

プラ

理及び

のであり，検
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託の検討 

定される主な

な事務委託

目標や施設整

型社会形成

提出書類 

み焼却施設

，１箇所に選

は，状況に

合意後に実

合意後に実

整備及び運

等の事業方

み焼却施設

を検討 

み焼却施設

及び予測・

補地による

工事が必要

補地による

開発手続き

する施設の

事業の場合

求水準書を

公営の場合

定のための

は，上記発

イザリー業務

ントメーカ

び建設工事

検討状況によっ

－ 

な事務委託の

の項目及び

内  容

整備の方向

成推進交付金

を建設する

選定後の住

より大幅に

施する，候

施する，候

営に関し，

式の検討 

設における基

設整備に係る

評価（条例

） 

な場合に実

） 

が必要な場

の発注仕様書

は，運営・

併せて作成

，総合評価

支援。ただ

注仕様書等

務として支

カーにおける

の監理 

ては長期間に

の項目及び内

び内容 

性を検討 

金を活用す

候補地を選

民合意に要

異なる。 

補地の測量

補地の地質

PFI，DBO，

基本方針や

る環境への

アセス） 

実施 

場合に実施 

書を作成。P

維持管理に

 

等における

し，PFI，DB

作成と併せ

援 

る実施設計

なる場合もあ

内容を表８-

実

（適

するた

選定。

要する

状況

量調査 

質調査 

公設

や施設

影響

状況

PFI，

におけ

る事業

BO の

せ，ア

１

計の監

あります。 

-１５に示

施期間 

１年 

適時改定）

１年 

況による

１年 

１年 

１年 

２年 

４年 

２年 

況による

１年 

～２年 

４年 
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（２） 概算委託費及びスケジュールの検討 

新ごみ焼却施設の稼働までに想定される事務委託の概算委託費は，表８-１６に示すとお

りです。また，施設稼働目標年度を平成 41 年度とした場合における委託スケジュールを表

８-１７に示します。 

新ごみ焼却施設は，平成 29 年度新組織設立後，13 年目に稼働すると想定されます。ただ

し，建設候補地において住民合意が1年目に得られたと仮定した場合のスケジュールであり，

周辺住民との合意形成に時間を要する場合は，その後のスケジュールは遅れ，平成 41 年度

の稼働開始目標に影響を及ぼします。 

 

 

表８-１６ 主な事務委託の概算費用 

項  目 概算委託費 

ごみ処理計画及び循環型社会形成推進地域計画 

策定業務委託 
15 百万円  

建設候補地選定業務委託 

（※選定方法による） 
20 百万円  

測量調査・地質調査業務委託 

（※候補地による） 
50 百万円  

PFI 等導入可能性調査業務委託 10 百万円  

施設整備基本計画策定業務委託 20 百万円  

環境影響評価業務委託 

（※候補地による） 
200 百万円  

造成工事に係る基本設計・実施設計業務委託 

（※候補地による） 
80 百万円  

林地開発手続き支援業務委託 

（※候補地による） 
10 百万円  

発注手続き等業務委託 40 百万円  

設計・施工監理業務委託 240 百万円  

合  計 685 百万円  

注）概算委託費は，一般的な想定額であり，検討の内容によっては増加する可能性があります。 

 

 



 

 

－
 

9
3
 

－
 

 

表８-１７ 新ごみ焼却施設稼働までの事務委託スケジュール（案） 

 

 

 

(1年目) (2年目) (3年目) (4年目) (5年目) (6年目) (7年目) (8年目) (9年目) (10年目) (11年目) (12年目) (13年目)

(H27) (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33) (H34) (H35) (H36) (H37) (H38) (H39) (H40) (H41)

建設候補地の選定
新焼却施設の建設候補
地の選定

建設用地交渉
及び住民合意

周辺住民との合意形成

ごみ処理計画
減量目標や施設整備の
方向性を検討

循環型社会形成
推進地域計画

循環型社会形成推進交
付金活用の申請

測量調査・地質調査
建設予定地の測量調査
及び地質調査

施設整備基本計画
新焼却施設の基本計画
策定

PFI等導入可能性調査
事業方式の検討
(PFI/DBO/公設公営等)

環境影響調評価 条例アセスメント

都市計画決定手続き
に係る資料作成

各種工事及び入札公告
は都市計画決定後

土地造成基本設計
及び実施設計

林地開発手続き

土地造成工事

発注手続き等
発注仕様書作成･発注支
援またはｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ

実施設計・建設工事
実施設計･建設工事及び
設計･施工監理

内容

候補地による
（必要な場合）

内示

都市計画決定

入札公告

本契約締結

施設稼働

※土地や周辺状況等により、合意形成

に係る時間は大幅に異なる
⇒ 以降の業務の工程に影響



 

 

第３節 

中継１ 

広域処

離が長距

積み替え

で最も広

設の設置

中継施

 

項

①コスト

②環境負

③住民サ

④その他

 

 

 

 

中継施設設

継施設設置

処理を検討し

距離にわたる

えを行うこと

広域な地域を

置について検

施設を設置す

項目 

ト面 

負荷面 

サービス面 

他 

設置の検討 

の検討 

している自治

る場合，途中

とで収集運搬

を包括するブ

検討を行う必

することによ

表８-１８

・収集運

ら，以

○収集運

※ただ

きさ

人員配

・小型の

両へ積

台数

ら，以

○排ガ

○自動車

○悪臭飛

・住民サ

果が期

○直接搬

・その他

○緊急

○運搬

り，日

収集運

○既設

は建屋

 

治体において

中に中継施設

搬の効率化が

ブロックであ

必要がありま

よるメリッ

８ 中継施設

メリッ

運搬の効率化

以下の効果

運搬費用低

し，収集車両

，対象ごみ量

配置等の条

の収集車両か

積み替える

（交通量）が

以下の効果

ス量の削減

車騒音低減

飛散防止効

サービスの点

期待される

搬入におけ

他，以下の効

時の一次貯

負荷の軽減

日変動を緩和

運搬計画を

ごみ焼却施

屋を利用可
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ては，ごみ

設を設置し

が期待され

あり，ごみ

ます。 

ト及びデメ

設設置のメ

ット 

化が図れるこ

果が期待され

低減効果 

両・運搬車両

量，１台あた

条件により異

から大型の中

ことにより

が減少するこ

果が期待され

減効果 

減効果 

効果 

点から，以下

 

る利便性の

効果が期待さ

貯留効果 

減（貯留機能

和し，より自

立案可能）

施設跡地利用

可能である 

－ 

の発生地域

，小型の収

ます。本ブ

焼却施設を

リットを表

リット・デ

ことか

れる 

両の大

たりの

異なる 

・新

ら

●建

●運

中継車

，使用

ことか

れる 

・新

ら

が

●施

振動

●施

下の効

の確保 

・住

荷

●住

される

能によ

自由な

 

用また

・そ

ら

●小

搬

継

割

待

域からごみ焼

収集車両から

ブロックは，

を１本に集約

８-１８に示

デメリット 

デ

新たな施設

ら，以下の負

建設費負担 

運営維持費負

新たな施設

ら，以下の負

がある 

施設稼動に

動・悪臭飛散

施設稼動に

住民サービス

荷が発生する

住民サービス

その他，以下

られる 

小規模施設

搬距離が短い

継施設建設

割高となり，

待できない場

焼却処理施設

ら大型の運搬

県内のブロ

約化する上で

示します。 

デメリット 

設整備が必要

負担が予想

負担 

設整備が必要

負荷が発生す

よる環境負

散等） 

よる電力使

スの点から，

る可能性が

スの不均一

下のデメリッ

設または比較

い場合にお

費及び維持

，コスト低減

場合がある

設までの距

搬車両へと

ロックの中

で，中継施

要なことか

される 

要なことか

する可能性

荷（騒音・

用 

以下の負

ある 

化 

ットが考え

較的収集運

いては，中

持管理費が

減効果が期
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また，本ブロックにおいて中継施設を設置する場合のケースとしては，表８-１９のようなケ

ースが考えられます。 

 

 

表８-１９ 中継施設設置の設置ケース 

設置 内 容 

 数 

（箇所） 
収集運搬体制の概要 設置の考え方 

設

置

な

し 

０ 

中継施設を設置せず，全て

の市町で小型車両にて，ごみ

焼却施設まで直接収集運搬

を行う。 

LCC または LCA 等の算出結果から，効果が認

められない場合は，中継施設の設置は望ましく

ない。 

ただし，LCC 及び LCA で評価できない項目（表

８-１８ ③④）について別途検討が必要とな

る。 

設

置

あ

り 

１～６ 

一部の地域で，単独または

共同で中継施設を建設し，中

継施設を利用する市町は，小

型車両にて中継施設まで収

集運搬し，以降は大型車両に

てごみ焼却施設まで，中継運

搬を行う。 

その他の市町では，小型車

両にて，ごみ焼却施設まで直

接収集運搬を行う。 

中継施設の設置数及び設置位置は，収集運搬

するごみ量及びごみ焼却施設からの距離を考慮

し，LCC または LCA 等の算出結果から，効果が

認められた場合は，中継施設を設置することが

望ましい。なお，中継施設は現ごみ焼却施設跡

地（6 箇所のいずれか）を利用することを想定

する。 

ただし，LCC 及び LCA で評価出来ない項目（表

８-１８ ③④）について，配慮する場合は，交

通事情（距離・地形）等を踏まえ，運搬の困難

な地域を選択したり，現在と同等の直接搬入の

利便性を確保するため，現在と同様 6 箇所の施

設を選択することも考えられる。 

 

 

中継施設を整備することによるメリット，「①コスト面」について，中継運搬コストが直接収

集運搬コストよりも有利となるかどうかは，中継施設の規模や収集距離，使用する車両等の条

件に左右されますが，一般的には，収集運搬距離 20 ㎞程度がその境となると言われています。 

今回の検討にあたり，現ごみ焼却施設６施設間の道路距離を表８-２０に，各市町の市役所ま

たは役場から現ごみ焼却施設までの道路距離を表８-２１に示します。 

本ブロックの新ごみ焼却施設建設にかかる各種コストの算出にあたっては，中継施設を設置

する場合としない場合の２ケースについて想定しました。中継施設を設置する場合は，新ごみ

焼却施設として仮定する盛岡市から，各市町中心部にある市役所または役場までの距離（表

８-２１参照）が 25 ㎞以上ある市町を設置対象として想定しました。表８-２１によると、新ご
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み焼却施設の位置を盛岡市と仮定すると，葛巻町が 63.0 ㎞と最も遠く，次いで，岩手町 29.8km，

紫波町 27.2km，八幡平市 26.2km となっています。 

また，中継施設の建設先としては，現ごみ焼却施設の跡地を仮定し，焼却処理量が比較的小

さい市町等については中継施設を共同で使用することとしました。 

以上のことから，八幡平市清掃センター，岩手・玉山清掃事業所及び盛岡・紫波地区環境施

設組合清掃センターの３箇所の跡地を中継施設として整備することを仮定して，検討を行いま

した。 

 

表８-２０ 現ごみ焼却施設間距離 

単位：km 

 
 

 

表８-２１ 施設間距離 

単位：km 

 
注）■：現在，焼却処理を行っている施設までの収集運搬距離 

注）各市町の市役所または役場（旧役場含む）から現ごみ焼却施設までの道路距離は，新ごみ焼却施設建設地として

想定する盛岡市を越える位置にある施設については記載していない。 

  

盛岡市
盛岡・紫波地区

環境施設組合

清掃センター

滝沢
清掃センター

八幡平市
清掃センター

岩手・玉山
清掃事業所

葛巻町
清掃センター

盛岡市 - 25 15.9 28.2 21.5 64.6

盛岡・紫波地区
環境施設組合清掃センター

- - 33.5 46.5 43.7 87.1

滝沢清掃センター - - - 24.2 22.2 65.6

八幡平市清掃センター - - - - 19.3 52.4

岩手・玉山清掃事業所 - - - - - 46.3

葛巻町清掃センター - - - - - -

盛岡市
盛岡・紫波地区

環境施設組合

清掃センター

滝沢
清掃センター

八幡平市
清掃センター

岩手・玉山
清掃事業所

葛巻町
清掃センター

盛岡市役所 9.56 － － － － －

玉山総合事務所 13.7 － － － 8.66 －

都南分庁舎 16 9.58 － － － －

八幡平市役所 26.2 － 21.5 3.07 17.3 －

滝沢市役所 18.2 － 14.5 27.5 － －

雫石町役場 24.4 30.9 27.5 42.6 38.5 －

岩手町役場 29.8 － 30.6 17.6 11.5 －

葛巻町役場 63 － － 50.8 44.7 2.38

矢巾町役場 23.8 7.46 － － － －

紫波町役場 27.2 7.12 － － － －
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また，中継施設における搬入車両ののべ台数を表８-２２に示します。 

「搬入車両のべ台数」は，各地域で発生する 1 日当たりの収集運搬量を収集車両（２ｔ車：

積載量 1.4ｔ，10ｔ車：積載量 7ｔ）で除することで算出しました。 

新焼却施設建設想定先の盛岡市には，中継施設を設置しない場合は，平成 40 年度（168 台）

と比較し，2ｔ車 155 台の増となり，323 台ののべ台数となりますが，中継施設（３箇所）を設

置することで，２ｔ車が 66 台の減，10ｔ車が 13 台の増となり，計 53 台減の 270 台の搬入車両

のべ台数となります。 

 

 

表８-２２ 車両のべ台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：台/日

新焼却施設への

搬入車両のべ台数

盛岡地域 （直接搬入） 162
都南地域 （直接搬入） 33
玉山区 （直接搬入） 7
八幡平市 （直接搬入） 20
滝沢市 （直接搬入） 42
雫石町 （直接搬入） 13
葛巻町 （直接搬入） 3
岩手町 （直接搬入） 8
紫波町 （直接搬入） 20
矢巾町 （直接搬入） 15

対象地域　→　直接搬入　→　新焼却施設

（直接搬入車両は２ｔ車）

323 323

施設集約し，中継施設設置しない場合の
新ごみ焼却施設への搬入車両のべ台数

単位：台/日

新焼却施設への

搬入車両のべ台数

盛岡地域 （直接搬入） 162
都南地域 （直接搬入） 33
玉山区 （直接搬入） 7
滝沢市 （直接搬入） 42
雫石町 （直接搬入） 13

八幡平市
中継施設

（旧八幡平清掃ｾﾝﾀｰ）
4

葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町

※中継施設は旧焼却施設跡地に建設するため，Ｈ43からの稼働となる

270

２ｔ車：257台/日
10ｔ車：13台/日

257

13

（中継施設からの搬入車両は10ｔ車に積替え）

区域内収集　→　中継施設経由　→　新焼却施設

中継施設
（旧紫波環境）

中継施設
（旧岩・玉）

2

7

対象地域　→　直接搬入　→　新焼却施設

（直接搬入車両は２ｔ車）

施設集約し，中継施設設置（３か所）した場合の
新ごみ焼却施設への搬入車両のべ台数

単位：台/日
※区域内収集から中継施設までののべ台数

八幡平市 →
中継施設

（旧八幡平清
掃ｾﾝﾀｰ）

葛巻町 → 3
岩手町 → 8
紫波町 → 20
矢巾町 → 15

66中継施設
（旧岩・玉）
中継施設

（旧紫波環境）

20

11

35
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施設規
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八幡平市清
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付対象事

図８-６

理施設の

想定され

また，

等の計画

 

 

注）総事業

 

 

注）総事業

図８-６

 

 

一

交

一般廃

循環型社会

度の概要 

は平成 17 年

的かつ総合的

制度を活用す

る事業の費用

度の交付対象

交付率及び起

事業費と設定

に示します

の高効率エネ

れます。 

表８-１５

画支援事業は

業費＝交付対象

図

業費の 80％を

６ 循環型社

一般廃棄物処
「75％

交付金

起債対
交付金対象事

廃棄物処理事業
「45％」

会形成推進交

度より，廃
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する自治体で

用について，
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起債充当率を
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となります

象事業費とし

え総事業費の

付率及び起債

ルギー回収型

の間の交付率

境影響評価，

 

当率 

を 80％とした

社会形成推進交
【1/3】

付対象外事業費

債対象事業費

一般廃棄物
処理事業債
「75％」

活かしなが

開始しまし

に基づき実

す。 

した場合の

の 80％を交

債充当率を

型廃棄物処

率となると

基本設計

た場合） 

交付金

一般財源
「25％」

費（20％）

【100％】



 

 

交付２ 

交付対

 

 

1 マテ

2 エネル

3 エネル

4 高効率

5 高効率

6 有機性

7 最終処

8 最終処

9 廃棄物

（交付

10 廃棄物

（交付

11 漂流

12 コミ

13 浄化槽

14 浄化槽

15 廃棄物

16 可燃性

17 焼却施

18 施設整

19 廃棄物

策定支

注）平成 26

 

付対象事業

対象事業の一

交

リアルリサ

ルギー回収

ルギー回収

率ごみ発電

率原燃料回

性廃棄物リ

処分場 

処分場再生

物処理施設

付率 1/3） 

物処理施設

付率 1/2） 

・漂着ごみ

ュニティ・

槽設置整備

槽市町村整

物処理施設

性廃棄物直

施設（熱回

整備に関す

物処理施設

支援事業 

6年４月１日現

 

一覧表を表８

交付対象事業

イクル推進

型廃棄物処

推進施設 

施設 

収施設 

サイクル推

事業 

の基幹的設

の基幹的設

処理施設 

プラント 

事業 

備推進事業

基幹的設備

接埋立施設

収を行わな

る計画支援

における長

現在の事業一覧

 

－

８-２７に示

表８-２

業 

進施設 

処理施設 

推進施設 

設備改良事業

設備改良事業

業 

備改造 

設 

い施設）

援事業 

長寿命化計画

覧，循環型社会

－ 102 －

示します。

２７ 交付対

施

同

同

（

し

を

同

（

し

を

同

（

し

を

同

同

事

業 同

業 同

施

同

事

同

廃

な

境

画 廃

定

会形成推進交付

－ 

対象事業 

施設の新設，

同上 

同上 

（平成 25 年度以

して実施する場

を平成 25 年度に

同上 

（平成 25 年度以

して実施する場

を平成 25 年度に

同上 

（平成 23 年度以

して実施する場

を平成 23 年度に

同上 

同上 

事業に要する

同上（CO2削減

同上（CO2削減

施設の新設，

同上 

事業に要する

同上 

（沖縄県のみ

（沖縄県，離

（沖縄県，離

廃棄物処理施

な調査，計画

境調査等に要

廃棄物処理施

定のために必

付金交付要綱別

内容等

増設に要す

以前に着手し，

場合又は当該施

に実施している

以前に着手し，

場合又は当該施

に実施している

以前に着手し，

場合又は当該施

に実施している

る費用 

減率が 3%以

減率が 20%以

増設に要す

る費用 

み） 

離島地域，奄

離島地域，奄

施設整備事

画，測量，設

要する費用 

施設におけ

必要な調査等

別紙より 

等 

する費用 

，平成 26 年度

施設に係る第

る場合に限る）

，平成 26 年度

施設に係る第

る場合に限る）

，平成 24 年度

施設に係る第

る場合に限る）

以上） 

以上） 

する費用 

奄美群島のみ

奄美群島のみ

業実施のた

設計，試験及

る長寿命化

等に要する費

度以降に継続

18 項の事業

） 

度以降に継続

18 項の事業

） 

度以降に継続

18 項の事業

） 

み） 

み） 

ために必要

及び周辺環

化計画の策

費用 



 

 

第５節 

ライフサ

費，解体費

今後の運営

中継施設

 

 

検討１ 

本検討

設定し，

 

ケ

 

 

 

 

ライフサイ

サイクルコ

費等の生涯費

営・維持管

における施

討ケース 

討では，平成

検討を行い

ケース No. 

ケース１ 

ケース２ 

ケース３ 

ケース４ 

イクルコス

スト（ＬＣ

費用のこと

管理費や解体

設建設費や

成 41 年度以

いました。 

ごみ焼

６施設建替

３施設建替

集約１本化 

集約１本化 

 

－

ト（ＬＣＣ）

Ｃ）とは，

を指すもの

体費，新ごみ

や運営・維持

降のごみ焼

表８-２８

焼却施設 

・集約なし

・集約あり

－ 103 －

）の検討 

廃棄物処理

のであり，本

み焼却施設に

持管理費等の

焼却施設及び

８ ＬＣＣ検

中

建

３

建

－ 

理施設におけ

本基本構想で

における施設

のことになり

び中継施設の

検討ケース

中継施設 

－ 

設しない 

施設建設 

設しない 

ける施設建設

では，既存ご

設建設費や運

ります。 

の整備につい

交

対

対

対

対

設費や運営・

ごみ処理施設

運営・維持

いて４つのパ

交付金 

対象外 

対象外 

対 象 

対 象 

・維持管理

設における

管理費等，

パターンを



 

 

設定２ 

各検討

の条件を

 

基本条件

 

交付金 

条件 

 

 

 

注）近年の交

効率ご

ごみ焼

率が拡

業は，

象事業

 

 

定条件 

討ケースにお

を表８-２９

項目 

件 
期間 

費用 

ごみ焼却

施設種類

交付対象

 

交付率等

交付対象事業の

み発電施設」

却施設の整備

充される高効

広域化，集約

は，交付対象

おいてＬＣＣ

に示します

H26～H4

H41～H5

ごみ焼却

中継施設

収集運搬

   

却 

類 

新ごみ焼

建替施設

象 交付対象

交付対象

   

等 

の実績は，多く

（平成 25 年度

についても，

効率エネルギー

約化が原則であ

外と仮定する

 

エネル
（高効

－

Ｃを算出す

す。 

表８-２９

40（15 年間）

5（15 年間）

却施設：施設

設：既存ごみ

搬：収集運搬

 中継運搬

焼却施設：エ

（

設   ：ご

象：新ごみ焼

象外：盛岡市

滝沢清

盛岡・

八幡平

葛巻町

  岩手・

くの自治体で，

度までの時限措

平成 26 年度か

ー利用を交付対

ることが予想

こととした。

ギー回収型廃
率エネルギー

総事業費
交付対象
交付率

－ 104 －

るにあたり

設定条件

：既存施設

：集約化ま

設整備費，運営

み焼却施設解体

搬：市町→中継

搬：中継施設→

エネルギー回収

（交付率 1/2）

ごみ焼却施設

焼却施設 

市クリーンセン

清掃センター

・紫波地区環

平市清掃セン

町清掃センタ

玉山清掃事業

国の廃棄物処

措置）を選択し

から創設される

対象事業として

想されるので，

 

廃棄物処理施
ー利用）

費
象事業費

－ 

設定した算

（ＬＣＣ）

内 容

設の延命化（共

たは建替 

営・維持管理

体費，施設整

継施設または

→ごみ焼却施

収型廃棄物処

［仮定］

（交付対象外

ンター（建替

（建替） 

環境施設組合清

ター（建替）

ー（建替）

業所（建替）

 

処理施設整備計

している現状が

る「エネルギー

て仮定すること

集約化を伴わ

施設

100%
80%
40%

算定期間等の

 

共通） 

理費 

整備費，運営

はごみ焼却施

施設 

処理施設（高効

外）［仮定］

替） 

清掃センター

 

 

計画を踏まえて

がある。このこ

ー回収型廃棄物

ととした。また

わない既存ごみ

の基本条件及

営・維持管理費

施設 

効率エネルギ

 

ー（建替） 

て交付率が拡充

ことから，本ブ

物処理施設」の

た，創設される

み焼却施設の建

及び交付金

費 

ギー利用）

充された「高

ブロックの新

の中の，交付

る交付対象事

建替の交付対



 

 

検討３ 

各検討

８-７に示

平成 2

えるケー

ごみ焼却

化し中継

化ケース

に中継施

番低いと

なお，

住民が直

設の建設

要があり

 

討結果 

討ケースのＬ

示します。

26 年度から

ース１が約1

却施設を１本

継施設を建設

ス４を比較す

施設の建設の

という結果に

中継施設に

直接搬入する

設の有無，設

ります。 

表

表

収集

施設

運営

合計

収集

施設

運営

合計

ＬＣＣを表

 

の 30 年間

1,790億円，

本化し中継３

設しないケー

すると，集約

の有無に関わ

になりました

については，

る際の利便性

設置すること

表８-３０ 

表８-３１ 

集運搬費

設整備費

営維持管理費

計

集運搬費

設整備費

営維持管理費

計

－

８-３０～表

でのＬＣＣ

既存ごみ焼

３施設を建設

ース４が約

約１本化の経

わらず，ごみ

た。 

中継施設を

性や施設の基

ととした場合

ＬＣＣ（ケ

ＬＣＣ（ケ

H26-40

H41-55

計

建替６施

計

費 H26-40

H41-55

計

項目

H26-40

H41-55

計

建替３施

計

費 H26-40

H41-55

計

項目

－ 105 －

表８-３３に

を比較する

焼却施設3施

設するケース

1,291 億円

経費は，建替

み焼却施設

を設置しな

基本条件に

合の数につ

ケース１）（６

ケース２）（３

施設

施設

－ 

に，各ケース

と，既存ご

施設を建て替

ス３が約 1,

円となり，建

替６施設の

を集約して

い方がＬＣ

ついて，整

いては，今

６施設建替

３施設建替

スの比較結果

ごみ焼却施設

替えるケース

,322 億円，

建替６施設の

約 7.2 割と

て１本化する

Ｃは低い結

整理する必要

今後さらに具

・集約なし

・集約あり

単位：百万

費用

20,

17,

37,

48,

48,

48,

45,

93,

178,

単位：百万

費用

20,

20,

40,

39,

39,

48,

30,

78,

157,

果を表８-３

設６施設を全

ス２が約1,5

ごみ焼却施

のケース１と

となります。

ることが，Ｌ

結果となりま

要もあります

具体的に検討

） 

 

） 

 

万円

096

618

714

100

100

022

120

142

956

万円

096

047

143

200

200

022

101

123

466

３４及び図

全て建て替

575億円，

施設を１本

と集約１本

このよう

ＬＣＣが一

ましたが，

す。中継施

討を行う必
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表８-３２ ＬＣＣ（ケース３）（集約１本化・中継あり） 

 

 

 

表８-３３ ＬＣＣ（ケース４）（集約１本化・中継なし） 

 

 

 

  

単位：百万円

費用

収集運搬費 H26-40 20,096

H41-55 ～中継施設 2,725

中継～新ごみ焼却施設 930

～新ごみ焼却施設直接分 16,199

小計 19,854

計 39,950

施設整備費 解体工事 347

中継施設 1,240

新ごみ焼却施設 17,000

計 18,587

運営維持管理費 H26-40 48,022

H41-55 中継施設 4,173

新ごみ焼却施設 21,469

小計 25,642

計 73,664

合計 132,201

項目

単位：百万円

費用

収集運搬費 H26-40 20,096

H41-55 22,478

計 42,574

施設整備費 新ごみ焼却施設 17,000

計 17,000

運営維持管理費 H26-40 48,022

H41-55 21,469

計 69,491

合計 129,065

項目



 

 

 

 

 

 

 

30年間　計

｢ケース１

収集運搬

中継施設

ごみ焼却施 施設整

運営

解体工

施設整

運営

収集運

収集運

収集運

計

１｣との差額

施設

表８-３４

図８-７ 

 

整備費

・維持管理費

工事費

整備費

・維持管理費

運搬費（中継

運搬費（中継

運搬費（直接収

－

４ ＬＣＣ算

ＬＣＣ算出

費

費

継まで）

継から）

収集運搬）

－ 107 －

算出結果の比

出結果の比

ケース１

48,100

93,142

-

-

-

-

-

37,714

178,956

-

(6施設建替)

－ 

比較（ケース

較（ケース

ケース２

0 39,

2 78,

-

-

-

-

-

4 40,

6 157,

- △21,

(3施設建替

H

ス１～４） 

１～４） 

２ ケース

200

123 6

-

-

-

-

-

143 3

466 13

490 △4

替)

H26～H55

(集約

中継あ

単位

ス３ ケ

17,000

69,491

347

1,240

4,173

2,725

930

36,295

32,201

46,755

(

中

約1･

あり)

位：百万円

ケース４

17,000

69,491

-

-

-

-

-

42,574

129,065

△49,891

(集約1･

継なし)



 

 

構成４ 

（１） 負

既存

各市

の割合

割 90

負担割

 

葛巻町清掃

八幡平市清

岩手・玉山

盛岡市ｸﾘｰ

滝沢清掃ｾ

盛岡・紫波
環境施設組

成市町の負

負担金割合

存６施設に

市町単独の

合となりま

0％分につい

割合を表８

掃ｾﾝﾀｰ

清掃ｾﾝﾀｰ

山清掃事業所

ﾝｾﾝﾀｰ

ﾝﾀｰ

波地区
組合清掃ｾﾝﾀｰ

担金 

の現状 

おける負担

施設につい

す。なお，

いては，平成

-３６及び図

表８-３

表

葛巻町 八

100.0%

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

構成市町

1

5%

2%
3%

－

担金割合につ

いては，各市

負担方法は

成 41 年度の

図８-８に示

３５ 負担金

表８-３６

図８-８

八幡平市 岩手

100.0%

52

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

10%

均等割
(10%）

7%

3%

7% 5%

－ 108 －

ついて，平成

市町 100%負担

は，経費全体

各市町の焼

示します。

金割合の現状

負担金割合

負担割合

手町 盛岡市

2.4% 47.6

100.0

43.6

56.84%

5.48%

11.55%

3.58%

0.62%

2.07%

5.71%

4.14%

90%

負担割

利用割
(90%）

58%

－ 

成 24 年度の

担であり，複

体を均等割 1

焼却対象量で

状（平成 24

合（各市町）

（各市町）

滝沢市

%

%

71.43%

%

H41年度
焼却対象量
(t/年）

77,563

7,477

15,753

4,888

851

2,830

7,783

5,649

122,794

割合

実績を表８

複数市町での

10%，利用割

で按分して算

4 年度） 

 

 

雫石町 紫波

28.57%

3

58%

7%

13%

5%

2%

3%

7%

5%

100%

合計
（%）

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

-３５に示し

の施設の場合

割 90%と設定

算出します。

 

波町 矢巾町

0.8% 25.6

市

します。 

合は，以下

定し，利用

各市町の

 

町 合計

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6% 100.0%
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（２） 検討ケースにおける負担金割合 

各検討ケースにおいて，平成 26 年度から平成 40 年度における各施設延命化分の費用を除

き，施設整備費や解体工事費等の項目ごとに集計したものを表８-３７に示します。 

また，表８-３７における費用を市町ごとに集計したものを表８-３８に示します。なお，

平成 26 年度から平成 40 年度はケースによらないため，同額となります。 

また，ケースごとの各市町負担金を表８-３９及び図８-９に示します。１施設に集約した

場合（ケース３，４）は，３施設に集約化した場合（ケース２）及び既存６施設を建替した

場合（ケース１）よりも合計費用が低いため，各市町負担金は現状よりも低減する結果とな

ります。 

 

 

表８-３７ 項目ごとの費用 

 

 

表８-３８ 市町ごとの費用 

 

  

単位：百万円

ケース1 ケース2 ケース3 ケース4

H41-55 焼却施設整備費 48,100 39,200 17,000 17,000

中継施設整備費 - - 1,240 -

解体工事費 - - 347 -

運営維持管理費 45,120 30,101 25,642 21,469

収集運搬費 17,618 20,047 19,854 22,478

小計 110,838 89,348 64,083 60,947

H26-40 68,118 68,118 68,118 68,118

合計 178,956 157,466 132,201 129,065

(6施設建替) (3施設建替)
(集約1･

中継あり)
(集約1･

中継なし)

単位：百万円

ケース1 ケース2 ケース3 ケース4

盛岡市 58,338 51,824 37,168 35,351 29,640 △21,170

八幡平市 7,867 6,254 4,486 4,266 4,944 △3,381

滝沢市 18,073 11,615 8,331 7,923 13,500 △9,742

雫石町 7,240 4,467 3,204 3,047 5,408 △4,036

葛巻町 1,955 1,787 1,282 1,219 682 △673

岩手町 3,113 2,680 1,922 1,828 2,031 △1,191

紫波町 7,783 6,254 4,486 4,266 6,506 △3,297

矢巾町 6,469 4,467 3,204 3,047 5,407 △3,265

合計 110,838 89,348 64,083 60,947 68,118 △46,755

｢ｹｰｽ1｣と
｢ｹｰｽ3｣
の差額

H26-40
（共通）

H41-55

(集約1･
中継なし)

(集約1･
中継あり)

(3施設建替)(6施設建替)



 

 

 

 

 

 

 

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

ケ

(6施

表

図

 

ケース1

87,978

12,811

31,573

12,648

2,637

5,144

14,289

11,876

178,956

施設建替) (

－

８-３９ ケ

図８-９ ケー

ケース2

81,464

11,198

25,115

9,875

2,469

4,711

12,760

9,874

157,466

(3施設建替)
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ケースごとの

ースごとの

ケース3

4 66,8

8 9,4

5 21,8

5 8,6

9 1,9

1 3,9

0 10,9

4 8,6

6 132,2

(集約1･
中継あり

－ 

の各市町負担

各市町負担

3 ケース

808 64

430 9

831 21

612 8

964 1

953 3

992 10

611 8

201 129

)
(集約

中継な

担金 

担金 

ス4

4,991 △

9,210 △

1,423 △

8,455 △

1,901

3,859 △

0,772 △

8,454 △

9,065 △

｢ｹｰｽ
｢ｹｰｽ

差
約1･

し)

単位

△21,170

△3,381

△9,742

△4,036

△673

△1,191

△3,297

△3,265

△46,755

｢ｹ
｢ｹ
増

ｽ1｣と
ｽ3｣の

差額

 

位：百万円

△24.1%

△26.4%

△30.9%

△31.9%

△25.5%

△23.2%

△23.1%

△27.5%

△26.1%

ｹｰｽ1｣と
ｹｰｽ3｣の

増減率(%)
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目について

はＬＣＣ

温室効果

車の燃料等

分として集

 

検討１ 

本検

の整備

 

 

設定２ 

各検

 

基本

 

検討３ 

各検

０に示

新ご

設を建

ライフサイ

サイクルア

て，温室効果

Ｏ２ともいい

果ガスの発

等の収集運

集計します

討ケース 

検討では，前

備について，

ケ

定条件 

検討ケースに

項目 

本条件 
期

 

費

討結果 

検討ケースの

示します。 

ごみ焼却施設

建て替える場

イクルアセス

セスメント

果ガスの排

います。 

生には，焼

搬にかかる

。 

前節のＬＣＣ

４つのケー

ケース No. 

ケース１ 

ケース２ 

ケース３ 

ケース４ 

においてＬＣ

間 H26～H

H41～H

用 ごみ焼

中継施

収集運

のＬＣＡを表

設を１本化す

場合のケース

－

スメント（Ｌ

（ＬＣＡ）

出量にて定

焼却処理，電

もの等があ

Ｃの検討に示

ースにおける

表８-４０

ごみ焼

６施設建替

３施設建替

集約１本化

集約１本化

ＣＡを算出す

表８-４１

H40（15 年間

H55（15 年間

焼却施設：電気

燃料

施設：電気使用

運搬：燃料使用

表８-４２～

するケース３

ス１の方が 2
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ＬＣＡ）の検

とは、廃棄

定量評価する

電気購入，燃

あります。な

示した，平成

るＬＣＡの検

０ ＬＣＡ検

焼却施設 

・集約なし

・集約あり

するにあたり

設定条件

間）：既存施設

間）：集約化ま

気使用量，電

料使用量 

用量 

用量 

～表８-４５

３では, 年平

22kt-CO2（東

－ 

検討 

棄物処理施設

るものであり

燃料使用等の

なお，電気を

成 41 年度以

検討を行いま

検討ケース

中

建設

３施

建設

り設定した条

（ＬＣＡ）

内 容 

設の延命化

または建替

電気売電量，

に，まとめ

平均で比較

東京ドーム約

設において，

り，二酸化炭

の施設運転に

を売電してい

以降のごみ焼

ました。 

中継施設 

－ 

設しない 

施設建設 

設しない 

条件を表８-

 

（共通） 

焼却処理量

たものを表

すると，既

約 10 杯程度

環境負荷を

炭素にて評価

に関するもの

いる場合は，

焼却施設及び

-４１に示し

（プラ）， 

表８-４６及

既存ごみ焼却

度），既存ご

を与える項

価するもの

のや，収集

マイナス

び中継施設

します。 

び図８-１

却施設６施

ごみ焼却施
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設 3 施設を建て替える場合のケース２の方が 20kt-CO2（東京ドーム約 9 杯程度）多くなりま

した。また，新ごみ焼却施設を１本化した場合，中継３施設を建設したケース３と中継施設

を建設しないケース４では，年平均で比較すると差がありませんでしたが，30 年間で比較す

ると，中継施設を建設しないケース４の方が約８千ｔ-CO2有利となりました。 

 

表８-４２ ＬＣＡ（ケース１）（６施設建替・集約なし） 

 

 

表８-４３ ＬＣＡ（ケース２）（３施設建替・集約あり） 

 

 

表８-４４ ＬＣＡ（ケース３）（集約１本化・中継あり） 

 

単位：t-CO2

電気使用量 71,790 ごみ焼却6施設 電気使用量 71,790

電気売電量 -34,725 （建替） 電気売電量 -34,725

燃料使用量 282,060 燃料使用量 282,060

焼却処理量 1,470,123 焼却処理量 1,265,867

収集運搬 21,505 小計 1,584,992

合計 1,810,753 収集運搬 18,790

121kt-CO2/年 合計 1,603,782

107kt-CO2/年

6施設延命化の場合（H26-40） 6施設建替の場合（H41-55）

単位：t-CO2

電気使用量 71,790 ごみ焼却3施設 電気使用量 40,485

電気売電量 -34,725 （建替） 電気売電量 -34,725

燃料使用量 282,060 燃料使用量 276,585

焼却処理量 1,470,123 焼却処理量 1,266,251

収集運搬 21,505 小計 1,548,596

合計 1,810,753 収集運搬 23,409

121kt-CO2/年 合計 1,572,005

105kt-CO2/年

6施設延命化の場合（H26-40） 3施設建替・集約の場合（H41-55）

単位：t-CO2

電気使用量 71,790 新ごみ焼却施設 電気使用量 4,680

電気売電量 -34,725 電気売電量 -31,590

燃料使用量 282,060 燃料使用量 720

焼却処理量 1,470,123 焼却処理量 1,266,233

収集運搬 21,505 小計 1,240,043

合計 1,810,753 中継施設 電気使用量 11,518

121kt-CO2/年 収集運搬 （中継施設まで） 4,107

収集運搬 （新ごみ焼却施設まで） 18,511

（中継施設から） 2,795

合計 1,276,974

85kt-CO2/年

新ごみ焼却施設1本化・中継3施設建設の場合（H41-55）6施設延命化の場合（H26-40）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中継施

30年間

ごみ焼

収集運

電気使用量

電気売電量

燃料使用量

焼却処理量

収集運搬

合計

6施設延

表

電気

電気

燃料

焼却

施設 電気

燃料

燃料

燃料

燃料

　計

ケー

焼却施設

運搬

量

量

量

量

延命化の場合

表８-４５ 

表８-４６

図８-１０

気使用量

気売電量

料使用量

却処理量

気使用量

料使用量（中継施

料使用量（中継施

料使用量（直接収

料使用量（H2

ース１との比

71,7

-34,7

282,0

1,470,1

21,5

1,810,7

121kt-CO2/

合（H26-40）

－

ＬＣＡ（ケ

６ ＬＣＡ算

０ ＬＣＡ算

施設まで）

施設から）

収集運搬）

6-40）

較

790 新ごみ焼

725

060

123

505

753 収集運搬

/年 合計

新ごみ

－ 113 －

ケース４）（集

算出結果の比

 

 

算出結果の比

ケース１

143,580

-69,450

564,120

2,735,990

－

－

－

18,790

21,505

3,414,535

－

(6施設建替)

焼却施設 電

電

燃

焼

小

搬

み焼却施設1

－ 

集約１本化

比較（ケース

比較（ケース

ケース２

112,2

-69,4

558,6

2,736,3

23,4

21,5

3,382,7

△31,77

H2

(3施設建替)

電気使用量

電気売電量

燃料使用量

焼却処理量

小計

本化・中継施

・中継なし

ス１～４） 

ス１～４） 

ケース

75 76

450 -66

45 282

74 2,736

－ 11

－ 4

－ 2

409 18

05 21

58 3,087

7 △326,

26～H55

)
(集約1

中継あり

施設建設なし

） 

単位

３ ケー

6,470

6,315 -

2,780 2

6,356 2,7

,518

4,107

2,795

8,511

,505

7,727 3,0

808 △33

・

り)

(集約

中継な

単

85

しの場合（H4

：t-CO2

ス４

76,470

-66,315

282,780

736,356

－

－

－

28,965

21,505

079,761

34,774 

約1・

なし)

単位：t-CO2

4,680

-31,590

720

1,266,233

1,240,043

28,965

1,269,008

kt-CO2/年

41-55）
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施設１ 

既存施

既存の

度からは

新ごみ

の関連事

 

 

 

ごみ

るごみ

ただ

とから

新ご

み焼却

ご み 焼 

広域化の方

却施設の整

方向性の基

新焼却施設の

県央ブロ

設立後の新

指すことを考

施設整備ス

設整備スケ

施設及び新ご

の６施設は，

は新ごみ焼却

み焼却施設整

事務を行う必

み焼却施設に

み焼却処理に

だし，ブロッ

ら，今後も活

ごみ焼却施設

却施設への集

却 施 設

方向性 

備に係る広

本方針の策

新ごみ

の建設につ

ックでは，

新組織にお

考えていき
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ジュール 

ごみ焼却施設

延命化対応

却施設へ集約

整備にあたっ

必要性があり

については，

について，最

ック内の既存

活用を図って

設稼動前に現

集約で対応す

－

設 の 整

広域化の方向

策定にあたっ

み焼却施設建

ついて 

平成 41 年

いて新ごみ

ます。 

ル及び行財政

設の施設整備

応により平成

約化を行い，

っては，現組

ります。 

岩手県ごみ

最終的に１箇

存ごみ焼却施

ていくことと

現在の施設が

することを考
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備 に 係

向性及び基本

っては，第２

 

建設に係る

年度におけ

み焼却施設の

政計画 

備スケジュー

成 40 年度ま

本ブロッ

組織の解散

み処理広域化

箇所に集約し

施設は，概ね

とする。 

が使用できな

考える。 

－ 

係 る 広

本方針につい

２節で検討を

る広域化の基

る新ごみ焼

の建設を計画

ールを表８

まで活用して

ク内のごみ

から新組織

化計画と整合

し広域処理を

ね平成 40 年

なくなった場

域 化

いて，以下に

を行いました

基本方針 

焼却施設の

画し，平成 4

-４７に示し

ていきます。

処理を行っ

織の設立準備

合性を図り，

を行う。 

年度まで延命

場合は，ブロ

の 方 向

に示します。

た。 

稼働を目指

41 年度の稼働

します。 

。その後，平

ていきます

備，共同処理

，ブロック

命化が見込

ロック内の

向 性 

 

指す。 

働を目

平成 41 年

す。 

理事務など

内におけ

まれるこ

ほかのご

 



 

 

－
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5
 

－
 

 

 

表８-４７ ごみ焼却施設集約化のスケジュール 

 
注）新ごみ焼却施設稼動前に現在の施設が使用出来なくなった場合には，ブロック内の他の施設への集約で対応する必要があります。 

 

 

施設規模 竣工 対象地域 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44

稼働年数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

整備方針 ⑦に集約

稼働年数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

整備方針 ⑦に集約

稼働年数 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

⑦に集約

稼働年数 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

整備方針 ⑦に集約

稼働年数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

⑦に集約

稼働年数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（延命化工事を実施し、H40まで稼働）

⑦に集約

稼働年数 1 2 3 4 1 2 3 4

（稼働）

稼働年数 1 1 1 2

(解体) (建設) （稼働）

（建設工事）

⑧
中継施設
(設置する場合）

- - -
整備方針

⑦ 新ごみ焼却施設 500t/24h - 全市町
整備方針

⑥
盛岡・紫波地区
環境施設組合
清掃センター

160t/24h H15.3月
盛岡市(都南
地域)，紫波
町，矢巾町 整備方針

⑤
盛岡市
クリーンセンター

405t/24h H10.3月
盛岡市(盛岡

地域) 整備方針

滝沢市，
雫石町 整備方針

④
岩手・玉山
清掃事業所

28t/8h H8.3月
盛岡市(玉山
区)，岩手町

葛巻町

②
八幡平市
清掃センター

50t/8h H10.3月 八幡平市

施
設
整
備
関
連

施設名称

①
葛巻町
清掃センター

10t/8h H5.10月

③
滝沢
清掃センター

100t/24h H14.9月
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図８-
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財政計画 
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（２） 行財政計画 

建設工事を実施する平成37年度から平成42年度における財源別及び事業種類別費用を表

８-４８及び図８-１３，各年度の財源別費用を表８-４９に示します。 

建設工事費のうち 91.3%を新ごみ焼却施設整備費が占めており，財源別にみると，循環型

社会形成推進交付金が 32.1%，一般廃棄物処理事業債が 50.9%，財源対策債が 7.4%，一般財

源が 9.6%となっています。 

 

 

表８-４８ 財源別及び事業種類別費用 

 

 

 

図８-１３ 財源別及び事業種類別費用 

 

 

単位：百万円（税抜）
費用 割合

事業種類別 新ごみ焼却施設整備費 25,000 91.3%
解体工事費 520 1.9%
中継施設整備費 1,859 6.8%

合計 27,379 100.0%
財源別 循環型社会形成推進交付金 8,792 32.1%

一般廃棄物処理事業債 13,939 50.9%
財源対策債 2,038 7.4%
一般財源 2,610 9.6%

合計 27,379 100.0%
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表８-４９ 各年度における財源種類ごとの費用 

 

 

単位：百万円（税抜）
H37 H38 H39 H40 H41 H42 合計

建設工事 新ごみ焼却施設整備費（ｴﾈﾙｷﾞｰ回収型廃棄物処理施設) 100.0% 125 1,125 12,500 11,250 - - 25,000
交付対象事業費 80.0% 100 900 10,000 9,000 20,000

循環型社会形成推進交付金 40.0% 40 360 4,000 3,600 8,000
一般廃棄物処理事業債 45.0% 45 405 4,500 4,050 9,000
財源対策債 9.0% 9 81 900 810 1,800
一般財源 6.0% 6 54 600 540 1,200

交付対象外事業費 20.0% 25 225 2,500 2,250 5,000
一般廃棄物処理事業債 75.0% 19 169 1,875 1,687 3,750
一般財源 25.0% 6 56 625 563 1,250

解体工事費 100.0% - - - - 520 - 520
交付対象事業費 100.0% 520 520

循環型社会形成推進交付金 33.3% 173 173
一般廃棄物処理事業債 50.0% 260 260
財源対策債 10.0% 52 52
一般財源 6.7% 35 35

中継施設整備費 100.0% - - - - - 1,859 1,859
交付対象事業費 100.0% 1,859 1,859

循環型社会形成推進交付金 33.3% 619 619
一般廃棄物処理事業債 50.0% 929 929
財源対策債 10.0% 186 186
一般財源 6.7% 125 125

合計 - 125 1,125 12,500 11,250 520 1,859 27,379
交付対象事業費 - 100 900 10,000 9,000 520 1,859 22,379

循環型社会形成推進交付金 - 40 360 4,000 3,600 173 619 8,792
一般廃棄物処理事業債 - 45 405 4,500 4,050 260 929 10,189
財源対策債 - 9 81 900 810 52 186 2,038
一般財源 - 6 54 600 540 35 125 1,360

交付対象外事業費 - 25 225 2,500 2,250 0 0 5,000
一般廃棄物処理事業債 - 19 169 1,875 1,687 0 0 3,750
一般財源 - 6 56 625 563 0 0 1,250
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表９-１ 焼却灰の資源化の方法 

 
内  容 

セメント化 

【セメント原料化】 

焼却灰・飛灰を他の原料と混合して，1,000～1,450℃の高温で焼成して，セメント原

料として資源化する方法です（この技術は環境大臣が定める飛灰処理方法の一つとし

て，平成 12 年１月に「焼成法」として認可されています。）。この際，ダイオキシン

類は高温で分解し，重金属の多くは処理の際に揮発し，集じん設備で回収されます。 

飛灰は，塩素含有率が比較的高く，通常は焼成の前段に脱塩処理が必要です。塩素除

去など前処理を行った場合は，普通ポルトランドセメントの原料としての利用が可能で

す。 

【エコセメント】 

エコセメントとは，「都市部などで発生する廃棄物のうち主たる廃棄物である都市ご

みを焼却した際に発生する灰を主とし，必要に応じて下水汚泥などの廃棄物を従として

エコセメントクリンカーの主原料に用い，製品１トンにつきこれらの廃棄物を JIS A

1203 に規定される乾燥ベースで 500kg 以上使用してつくられるセメント（JIS R 5214

記載）」で，主に含まれる塩化物イオン量により，普通エコセメント（Cl：0.1％以下）

と速硬エコセメント（Cl：0.5～1.5％）に分けられます。速硬エコセメントは，焼却灰

由来の塩素に基づく鉄筋の腐食などの問題から，用途が無筋コンクリートに限定されて

いる現状があります。 

エコセメントは，通常の焼却灰のセメント原料としての使用よりもはるかに多量の廃

棄物が原料として用いられます。 

焼成 

焼却灰・飛灰を単体，またはベントナイトや珪砂等の副原料と混合して，これを砂状

またはレンガ状に形成した後，1,000～1,100℃程度で加熱・焼成処理する方法です。 

処理後は砂状の固化物（人口砂）になり，建設資材として利用されます。 

溶融固化 

焼却灰・飛灰を電気又は熱量から得られるエネルギーを用いて，概ね 1,200～1,400℃

で溶融・冷却しガラス質のスラグとして利用する技術です。 

溶融スラグは，品質が確保されれば，路盤材やコンクリート二次製品の骨材などとし

て利用されます。多くの自治体において導入が進んでいる一方で，溶融に多大なエネル

ギーを必要とする，製造したスラグの需要が少ないなどの課題があります。 

山元還元 

飛灰中には，鉛，カドミニウム，亜鉛，銅などの非鉄金属が多く含まれています。こ

の性質を利用し，非鉄精錬技術で単一物質に還元し，これら金属類を回収することで処

理を行う方法です。 

非鉄金属の濃度が高いほど，効率的になるため，一般的には，飛灰や溶融飛灰が対象

となります。 

 

（２） 埋立廃棄物の掘り起こし 

既設最終処分場にて掘り起こされた埋立廃棄物は，破砕・選別等の前処理により資源化さ

れる他，焼却灰の溶融処理による減量化，また，溶融スラグの資源化等を行うことにより，

埋め戻す廃棄物を少なくし，最終処分場を延命化することが可能です。 

最終処分場の掘り起こしの事例を表９-２に，実施中の事例を表９-３に示します。 

 



 

 

－
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2
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－
 

 

表９-２ 最終処分場掘り起こし事例（計画中） 

県 
実施主体 

／事業名 
事業期間 処理能力 整備理由 内容 

長

野

県 

諏訪南行政事務組

合／諏訪南地域廃

溶融施設整備事業

H17～H20 

（H23 年度新設

予定） 

20t/日 

または 

約 15ｔ/日

環境保全・資源化の推進及び最終処分場の

延命化 

溶融処理施設を整備し，ごみ焼却施設から発生する焼却

灰，及び最終処分場からの掘り起こしごみを溶融処理する

とともに，発生するスラグの有効利用を推進する。 

滋

賀

県 

高島市／新旭不燃

性ごみ処分場再生

整備事業 

H20～H23 

（H23.12 竣工予

定） 

（209,618m3）

新旭不燃性ごみ処分場を再生と５年間以

上の延命化 

埋立処理を行っていた新旭不燃性ごみ処分場が満杯とな

ったため，既に埋立処理された埋設物を掘り起こし，機械

選別や手選別により資源物を回収することにより埋立容

量の確保，延命化を図る。 

長

野

県 

伊北環境行政組合

／最終処分場再生

整備事業 

H27 

（H28.3 更新予

定） 

（58,000m3)

埋立が完了した最終処分場（クリーンセン

ター八乙女）を有効活用するため埋立物を

ごみ焼却施設で処理し再生活用 

溶融飛灰埋立のための水処理設備増設，掘り起こし，ふる

い選別設備設置。 

鹿

児

島

県 

－／指宿広域市町

村圏組合管理型最

終処分場（仮称）

増設・再生事業 

H26～ 

（H28 年度更新

予定） 

（28,000m3）

自区内における廃棄物の適正処分体制の

確立及び既存処分場の再生 

組合所管の既存処分場の隣接地に焼却残さ等の埋立処分

が可能な最終処分場を増設して地域内での適正な最終処

分体制を確立し，既存処分場については，既埋立物を掘り

起こして資源化物・可燃物等を選別することにより減容化

を図り，先に増設した最終処分場に移設した後，構造基準

に適合する最終処分場へと再生し，増設分と併せて地域内

の最終処分場として活用していく。 

沖

縄

県 

糸満市豊見城市 

清掃施設組合／糸

豊環境美化センタ

ー灰溶融施設（仮

称）整備事業 

H21～H23 

（H24.4 更新予

定） 

18t/日 

または 

2t/日 

最終処分量の最小化と一時埋立廃棄物の

掘り起こし処理 

組合としては，最終処分場問題が最大の課題であり，灰溶

融施設を導入して最終処分量を最小化し，一時埋立処分し

ている廃棄物の掘り起こし処理を行っていくとともに，溶

融スラグの土木資材への有効利用や溶融飛灰の山元還元

処理による有効利用を図る。 

北

海

道 

根室市／根室市埋

立処理場再生事業
H23 3.27t/日 

現在供用中の最終処分場の延命化を目的

に，最終処分場に搬入される不燃性廃棄物

はもとより，既に埋め立てられている廃棄

物を掘り起こし，破砕，圧縮及び選別等に

より減容化を図るための仮設の施設の設

置 

現在供用中の最終処分場の延命化を目的に，最終処分場に

搬入される不燃性の廃棄物はもとより，既に埋め立てられ

ている廃棄物を掘り起こし，破砕，圧縮及び選別等により

減容化した後，再度埋め戻しを実施する。 

注）地域計画 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課  
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表９-３ 最終処分場掘り起こし事例（実施中） 

県 実施主体 事業期間 処理能力 残余年数 整備理由 内容 

長

崎

県 

諫早市 H14～H19 
24t/日 

(25,000t） 
終了 

旧処分場の掘り起こしと，掘り起こした埋立

物と既存の焼却残渣と合わせた混合溶融処

理 

旧処分場に埋め立てられている焼却灰等をバ

ックホウで掘り起こし，分別・破砕等の前処理

を行い，溶融処理施設に投入し，安全で有効利

用可能な溶融スラグにする。また，資源化を目

的とし，溶融処理施設から発生する溶融飛灰

を，溶融飛灰処理装置により塩分離処理を行

い，重金属を濃縮する。 

新

潟

県 

巻町外三ケ町

村衛生組合 
H14～H30 

20t/日 

（82,119t) 
18 年 

現在の処分場の延命化 福井最終処分場の埋立物を堀起し，鎧潟クリー

ンセンターへ搬入し，再処理減容化の上，埋め

戻しを行い，処分場の延命化を図る。 

兵

庫

県 

高砂市 H15～H25 
20t/日 

(144,600m3) 
45 年以下 

旧ごみ焼却施設から排出された可燃物を掘

り起こし，現在のごみ焼却施設で処理するた

め。 

埋立物を掘り起こし，ふるい分けを行う。 

大

分

県 

佐伯地域広域

市町村圏事務

組合 

H15～ 
110t/日 

(180,000m3) 
20 年 

過去 20 年間の供用によるごみ焼却施設の老

朽化と，最終処分場の延命化 

H15 年度の竣工を目指し，H12 年度に高温直接

ガス化溶融炉の導入を決定した。 

三

重

県 

第二名神高速

桑名インター

チェンジ 

～H14 （41,711m3） 終了 

跡地部分転用（産業廃棄物処分場の敷地の一

部を通過するため。） 

処分場全体を遮水壁で囲み，廃棄物の浸出水が

周辺地盤に漏出するのを防止し，処分場の最終

覆土を含む埋立物を掘削し，工事場内に盛り土

処分した。 

注）掘起し・再生事業の現状 経済産業省 
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表１１-２ 生活排水処理体系（盛岡地域）（1/10） 

構成市町 盛岡市（盛岡地域） 

生活排水 

処理体系 

 

 

  

盛岡市（盛岡地域）

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

盛岡市公共下水道
中川原終末処理場

北上川上流流域下水道
都南浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡地区衛生処理組合
滝沢処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水

汚水

処理水

処理水

処理水

処理水

処理水

脱水汚泥

場外搬出

場外搬出
汚泥焼却灰

場外搬出

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

し尿汚泥肥料

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水
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表１１-３ 生活排水処理体系（都南地域）（2/10） 

構成市町 盛岡市（都南地域） 

生活排水 

処理体系 
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表１１-４ 生活排水処理体系（玉山区）（3/10） 

構成市町 盛岡市（玉山区） 

生活排水 

処理体系 

 

 

 

  

盛岡市（玉山区）

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

北上川上流流域下水道
都南浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡北部行政事務組合
北岩手衛生処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水 処理水

処理水

処理水

処理水

場外搬出
汚泥焼却灰

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

場外搬出
汚泥焼却灰
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表１１-５ 生活排水処理体系（八幡平市）（4/10） 

構成市町 八幡平市 

生活排水 

処理体系 

 

 

 

  

八幡平市

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

八幡平市公共下水道
西根浄化センター
安代浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡北部行政事務組合
北岩手衛生処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水 処理水

処理水

処理水

処理水

場外搬出
脱水汚泥

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

場外搬出
汚泥焼却灰
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表１１-６ 生活排水処理体系（滝沢市）（5/10） 

構成市町 滝沢市 

生活排水 

処理体系 

 

 

 

 

  

滝沢市

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

北上川上流流域下水道
都南浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡地区衛生処理組合
滝沢処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水 処理水

処理水

処理水

処理水

場外搬出
汚泥焼却灰

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

場外搬出
し尿汚泥肥料
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表１１-７ 生活排水処理体系（雫石町）（6/10） 

構成市町 雫石町 

生活排水 

処理体系 

 

 

  

雫石町

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

北上川上流流域下水道
都南浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡地区衛生処理組合
滝沢処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水 処理水

処理水

処理水

処理水

場外搬出
汚泥焼却灰

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

場外搬出
し尿汚泥肥料
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表１１-８ 生活排水処理体系（葛巻町）（7/10） 

構成市町 葛巻町 

生活排水 

処理体系 

 

 

  

葛巻町

生活排水処理体系

計画処理区内人口

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

盛岡北部行政事務組合
北岩手衛生処理センター

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

処理水

処理水

処理水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

場外搬出
汚泥焼却灰
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表１１-９ 生活排水処理体系（岩手町）（8/10） 

構成市町 岩手町 

生活排水 

処理体系 
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表１１-１０ 生活排水処理体系（紫波町）（9/10） 

構成市町 紫波町 

生活排水 

処理体系 

 

 

  

紫波町

紫波町公共下水道
浄化センター

公

共

用

水

域

農業集落排水施設

紫波、稗貫衛生処理組合
紫波稗貫衛生処理場

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

汚水 処理水

処理水

処理水

処理水

場外搬出
脱水汚泥

場外搬出（コンポスト化）

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

未処理の生活雑排水

農地還元等

生し尿

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥

処理水汚泥

汚水

生活排水処理体系

計画処理区内人口

下水道

し尿

生活雑排水

農業集落排水施設

し尿

生活雑排水

合併処理浄化槽

し尿

生活雑排水

単独処理浄化槽

し尿

生活雑排水

汲取し尿

し尿

生活雑排水

自家処理

し尿

生活雑排水

コミュニティ
・プラント

し尿

生活雑排水

コミュニティ・プラント
処理水汚水

汚泥

汚泥焼却灰（H22.1まで）
場外搬出

脱水汚泥（H22.2から）
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表１１-１１ 生活排水処理体系（矢巾町）（10/10） 

構成市町 矢巾町 

生活排水 

処理体系 
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第２節 生活排水処理形態別人口の状況 

本ブロックにおける平成 17 年度から平成 24 年度の生活排水処理形態別人口の推移を表１

１-１２～表１１-１３，及び図１１-１に示します。 

 

 

表１１-１２ 生活排水処理形態別人口の推移（1/2） 

 

  

単位：人

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
H17-H23
増減

H17比
増減率(%)

ブロック 計画収集人口 107,487 94,929 92,066 81,918 83,319 75,382 72,795 72,693 △34,692 △32.3%
合計 自家処理人口 2,609 2,193 1,665 693 554 434 547 465 △2,062 △79.0%

小計 110,096 97,122 93,731 82,611 83,873 75,816 73,342 73,158 △36,754 △33.4%
下水道人口 296,715 305,107 307,349 317,237 320,457 328,351 334,283 337,233 37,568 12.7%
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 4,921 4,873 4,882 1,944 1,965 1,998 537 533 △4,384 △89.1%
浄化槽人口 75,028 78,178 81,734 79,656 73,331 72,353 70,742 69,836 △4,286 △5.7%

合併浄化槽 34,747 63,222 58,206 64,279 69,943 69,349 68,071 62,075 33,324 95.9%
小計 376,664 388,158 393,965 398,837 395,753 402,702 405,562 407,602 28,898 7.7%

486,760 485,280 487,696 481,448 479,626 478,518 478,904 480,760 △7,856 △1.6%

盛岡市 計画収集人口 27,009 22,368 24,430 19,116 23,603 21,202 22,142 23,226 △4,867 △18.0%

自家処理人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
小計 27,009 22,368 24,430 19,116 23,603 21,202 22,142 23,226 △4,867 △18.0%
下水道人口 233,262 236,097 235,083 241,285 242,704 245,336 248,791 249,995 15,529 6.7%
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 4,502 4,420 4,401 1,414 1,420 1,457 0 0 △4,502 △100.0%
浄化槽人口 30,237 31,688 34,391 31,143 24,760 24,290 22,519 22,485 △7,718 △25.5%

合併浄化槽 11,585 22,353 16,838 22,264 22,873 22,471 20,740 20,706 9,155 79.0%
小計 268,001 272,205 273,875 273,842 268,884 271,083 271,310 272,480 3,309 1.2%

295,010 294,573 298,305 292,958 292,487 292,285 293,452 295,706 △1,558 △0.5%
八幡平市 計画収集人口 19,401 17,731 15,921 14,232 12,495 10,661 10,157 10,876 △9,244 △47.6%

自家処理人口 914 812 674 556 456 363 283 236 △631 △69.0%
小計 20,315 18,543 16,595 14,788 12,951 11,024 10,440 11,112 △9,875 △48.6%
下水道人口 1,673 2,561 3,472 4,540 5,387 6,457 6,622 6,254 4,949 295.8%
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 無 無 無 無 無 無 無 無 - -
浄化槽人口 9,763 10,186 10,688 11,184 11,465 11,871 11,912 11,249 2,149 22.0%

合併浄化槽 5,235 9,728 10,230 10,514 10,815 11,259 11,300 5,903 6,065 115.9%
小計 11,436 12,747 14,160 15,724 16,852 18,328 18,534 17,503 7,098 62.1%

31,751 31,290 30,755 30,512 29,803 29,352 28,974 28,615 △2,777 △8.7%
滝沢市 計画収集人口 17,705 17,095 17,700 16,556 17,264 15,642 16,018 15,551 △1,687 △9.5%

自家処理人口 0 0 0 0 0 0 194 191 194 -
小計 17,705 17,095 17,700 16,556 17,264 15,642 16,212 15,742 △1,493 △8.4%
下水道人口 21,823 22,469 23,940 25,757 25,841 27,763 28,218 29,238 6,395 29.3%
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 無 無 無 無 無 無 無 無 - -
浄化槽人口 13,474 13,379 11,413 10,784 10,302 10,375 9,713 9,635 △3,761 △27.9%

合併浄化槽 930 13,080 11,046 10,458 10,028 10,172 9,920 9,489 8,990 966.7%
小計 35,297 35,848 35,353 36,541 36,143 38,138 37,931 38,873 2,634 7.5%

53,002 52,943 53,053 53,097 53,407 53,780 54,143 54,615 1,141 2.2%
雫石町 計画収集人口 9,006 8,396 8,132 7,607 7,098 6,762 6,402 6,149 △2,604 △28.9%

自家処理人口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
小計 9,006 8,396 8,132 7,607 7,098 6,762 6,402 6,149 △2,604 △28.9%
下水道人口 7,107 7,657 7,840 8,214 8,338 8,467 8,571 8,664 1,464 20.6%
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 無 無 無 無 無 無 無 無 - -
浄化槽人口 3,258 3,196 3,057 3,021 3,192 3,163 3,231 3,241 △27 △0.8%

合併浄化槽 2,823 2,737 2,657 2,648 2,730 2,793 2,859 2,862 36 1.3%
小計 10,365 10,853 10,897 11,235 11,530 11,630 11,802 11,905 1,437 13.9%

19,371 19,249 19,029 18,842 18,628 18,392 18,204 18,054 △1,167 △6.0%
葛巻町 計画収集人口 4705 4633 4678 4,080 3,818 3,932 3,920 3,706 △785 △16.7%

自家処理人口 704 534 164 107 68 41 40 38 △664 △94.3%
小計 5,409 5,167 4,842 4,187 3,886 3,973 3,960 3,744 △1,449 △26.8%
下水道人口 無 無 無 無 無 無 無 無 - -
ｺﾐﾌﾟﾗ人口 無 無 無 無 無 無 無 無 - -
浄化槽人口 3,073 3,122 3,208 3,683 3,837 3,420 3,433 3,510 360 11.7%

合併浄化槽 3,073 3,122 3,208 3,683 3,837 3,420 3,433 3,510 360 11.7%
小計 3,073 3,122 3,208 3,683 3,837 3,420 3,433 3,510 360 11.7%

8,482 8,289 8,050 7,870 7,723 7,393 7,393 7,254 △1,089 △12.8%
出典：一般廃棄物処理実態調査H17～H24
注）H17～H23:外国人人口除く。　H24:平成24年7月以降，住民基本台帳法の改正により，外国人人口含む。
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合併浄化槽
小計

計画収集人口
自家処理人口
小計
下水道人口
ｺﾐﾌﾟﾗ人口
浄化槽人口

合併浄化槽
小計

計画収集人口
自家処理人口
小計
下水道人口
ｺﾐﾌﾟﾗ人口
浄化槽人口

合併浄化槽
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物処理実態調査H17～H2

国人人口除く。　H24
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化
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化

総計

非
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化
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総計
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表１１-１

図１

 

度 H17

12,364
991

13,355
1,454

無
2,148

槽 2,148
3,602

16,957
11,983

0
11,983
15,122

419
7,463

槽 7,356
23,004
34,987
5,314

0
5,314

16,274
無

5,612
槽 1,597

21,886
27,200

24

:平成24年7月以降，住

－

３ 生活排

１-１ 生活

H18 H19

11,654 11,0
847 8

12,501 11,8
1,814 2,1

無
2,399 2,3
2,255 2,1
4,213 4,4

16,714 16,3
8,412 5,7

8,412 5,7
17,781 17,9

453 4
8,362 10,8
8,362 10,8

26,596 29,2
35,008 34,9
4,640 4,4

0
4,640 4,4

16,728 16,9
無

5,846 5,8
1,585 1,2

22,574 22,7
27,214 27,1

住民基本台帳法の改正
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排水処理形態

活排水処理形

H20

71 10,976
27 30
98 11,006
20 2,353
無 無
25 2,808
81 2,562
45 5,161
43 16,167
02 5,419
0 0

02 5,419
79 18,051
81 530
15 10,870
15 10,870
75 29,451
77 34,870
32 3,932
0 0

32 3,932
15 17,037
無 無
37 6,163
31 1,280
52 23,200
84 27,132

により，外国人人口含

－ 

態別人口の推

形態別人口の

H21 H22

10,500 8,9
30

10,530 8,9
2,466 4,3

無
2,745 2,3
2,630 2,3
5,211 6,6

15,741 15,6
4,871 4,5

0
4,871 4,5

18,405 18,5
545 5

10,947 11,1
10,947 11,1
29,897 30,1
34,768 34,6
3,670 3,7

0
3,670 3,7

17,316 17,4
無

6,083 5,7
6,083 5,7

23,399 23,2
27,069 27,0

含む。

推移（2/2） 

の推移 

H23

959 8,427
30 30

989 8,457
303 4,518
無 無

317 2,440
317 2,393
620 6,958
609 15,415
500 3,403

0 0
500 3,403
529 18,893
541 537
122 11,738
122 11,670
192 31,168
692 34,571
724 2,326

0 0
724 2,326
496 18,670
無 無

795 5,756
795 5,756
291 24,426
015 26,752

H24
H17-H2
増減

8,201 △3,9
0 △9

8,201 △4,8
4,778 3,0

無
2,208 2
2,163 2
6,986 3,3

15,187 △1,5
3,088 △8,5

0
3,088 △8,5

19,170 3,7
533 1

11,786 4,2
11,720 4,3
31,489 8,1
34,577 △4
1,896 △2,9

0
1,896 △2,9

19,134 2,3
無

5,722 1
5,722 4,1

24,856 2,5
26,752 △4

単位：人
23 H17比

増減率(%)

937 △31.8%
961 △97.0%
898 △36.7%
064 210.7%

- -
292 13.6%
245 11.4%
356 93.2%
542 △9.1%
580 △71.6%

0 -
580 △71.6%
771 24.9%
118 28.2%
275 57.3%
314 58.6%
164 35.5%
416 △1.2%
988 △56.2%

0 -
988 △56.2%
396 14.7%

- -
144 2.6%
159 260.4%
540 11.6%
448 △1.6%



 

 

第３節 

し尿１ 

本ブ

及び図

本ブ

ます。 

 

 

出典：H17～

H20～

 

本ブロック
合計

盛岡地区
衛生処理組合

盛岡北部
行政事務組合

紫波、稗貫
衛生処理組合

し尿・汚泥

尿・汚泥量

ロックにお

１１-２に示

ロックでは

～H19：一般廃

～H24：各組合

し尿

浄化槽汚泥

し尿

浄化槽汚泥

し尿

浄化槽汚泥

し尿

浄化槽汚泥

年度

合

合

合

泥等排出量の

の推移 

ける平成 1

示します。 

，し尿処理

表

棄物処理実態

清掃事業概要

H17

109,296 10

29,787 3

40,791 3

10,591 1

32,581 3

7,635

35,924 3

11,561 1

－

の現状 

7 年度から平

量は減少傾

表１１-１４

調査 

及び提供資料

図１１-２

H18 H19

05,211 99,01

31,267 31,18

38,390 36,10

11,203 10,38

31,438 30,43

7,765 8,42

35,383 32,48

12,299 12,37
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平成 24 年度

傾向を示して

４ し尿・汚

料 

し尿・汚

H20

13 91,824

87 33,310

02 34,267

89 10,706

31 28,541

27 8,389

80 29,016

71 14,216

－ 

度のし尿・汚

ており，浄化

汚泥量の推移

泥量の推移

H21 H22

89,724 86,2

32,482 32,7

33,553 32,3

10,035 9,7

28,847 27,6

8,616 9,1

27,325 26,1

13,831 13,8

汚泥処理量の

化槽汚泥処理

移 

移

H23

63 81,838

56 33,331

81 30,845

86 9,829

83 26,377

20 9,138

99 24,616

50 14,364

の推移を表

理量は増加傾

H24
H17-H
増減

78,284 △31,0

33,761 3,9

29,964 △10,8

10,197 △3

25,588 △6,9

9,298 1,6

22,732 △13,1

14,265 2,7

１１-１４

傾向にあり

 

単位：kl/年
24

減
H17比

増減率(%)

012 △28.4%

974 13.3%

827 △26.5%

394 △3.7%

993 △21.5%

663 21.8%

192 △36.7%

704 23.4%



 

 

資源２ 

本ブ

１１-１

滝沢処

また，紫

ています

 

 

第４節 

本ブロ

各市町

 

 

し尿処理施

滝沢
処理セン
北岩手環
衛生セン
紫波、稗
衛生処理

滝沢
処理セン

北岩手
環境衛生
紫波、稗
衛生処理

出典：一般廃棄

し尿処理施
（ごみ堆肥

源化の現状

ロックにお

１５に示しま

処理センタ

紫波、稗貫

す。 

収集・運搬

ックにおけ

は，委託収集

構成

盛岡市（

盛岡市（都

盛岡市

八幡

滝

雫

葛

岩

紫

矢

施設内

ンター
環境
ンター
稗貫
理場

ンター

生センター
稗貫
理場
棄物処理実態調査H

施設外
肥化施設）

 

ける平成17

ます。 

ーでは，し

衛生処理場

搬の現状 

るし尿及び

集または許可

表

成市町 

盛岡地域）

都南地域）

（玉山区） 

幡平市 

沢市 

石町 

巻町 

手町 

波町 

巾町 

 

H17 H18

245 3

211 3

34

0

0

0

0

0

17～H24

－

7年度から平

し尿及び浄化

場では，平成

表１１-

び浄化槽汚泥

可業者収集

表１１-１６

 許

 

許

許

H19

15 281

15 281

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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平成24年度

化槽汚泥を施

成 22 年２月

１５ 資源

泥の収集運搬

によりし尿

６ 生活排水

し尿 

許可業者収集

委託収集

委託収集

委託収集

許可業者収集

許可業者収集

委託収集

委託収集

委託収集

委託収集

H20 H21

274

274

0

0

0

0

0

0

－ 

度のし尿及び

施設内で堆肥

より場外搬

化の現状 

搬の現状を表

尿及び浄化槽

水の収集運搬

集 

集 

集 

H22

0 177

0 177

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

び浄化槽汚泥

肥化し，資源

搬出によりコ

表１１-１６

槽汚泥の収集

搬 

浄化槽

許可業者

許可業者

委託収

委託収

許可業者

許可業者

委託収

委託収

許可業者

許可業者

H23 H24

404 46

404 46

0

0

1,535 1,37

0

0

1,535 1,37

泥の資源化の

源化を行っ

コンポスト化

に示します

集運搬を行っ

槽汚泥 

者収集 

者収集 

収集 

収集 

者収集 

者収集 

収集 

収集 

者収集 

者収集 

H17-H24
増減

65 220

65 254

0 △ 34

0 0

71 1,371

0 0

0 0

71 1,371

の現状を表

ています。

化を実施し

す。 

っています。

単位：t/年
H17比
増減率

89.8%

120.4%

△100.0%

-

100.0%

-

-

100.0%
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第５節 中間処理の現状 

本ブロックでは，し尿及び浄化槽汚泥を各組合の保有する施設にて，適正に処理した後，発生

する汚泥について焼却処理または資源化を行っています。 

 

表１１-１７ 中間処理（焼却）の現状 

 

 

第６節 最終処分の現状 

北岩手環境衛生センターでは，焼却処理した残渣を最終処分場に搬入し，埋立処分しています。 

 

表１１-１８ 最終処分の現状 

 

 

 

第７節 広域化に向けたし尿処理の課題 

本ブロックにおいては，紫波、稗貫衛生処理場が，平成 25 年度時点で，当初建設から 44 年，

大規模改造から 30 年が経過し，老朽化が著しくなっています。また，平成 30 年度に紫波、稗貫

衛生処理組合の解散が予定されるため，し尿処理（下水道投入）施設の整備計画を進めていると

ころですが，整備に係る予算や解散後の組織の取扱及び同組合の解散後，盛岡市の都南地域の処

理方法について検討するほか，盛岡地区衛生処理組合と盛岡北部行政事務組合の集約化について

は，共同事務（介護保険事務）の取り扱いについて検討することなどが課題となっています。 

また，県の流域別下水道整備総合計画との整合性を図ることも考えていきます。 

単位：t/年

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
H17-H24
増減

H17比
増減率

し尿処理施設内 1,909 1,554 1,399 305 0 0 0 0 △ 1,909 △100.0%

滝沢
処理センター

94 0 0 0 0 0 0 0 △ 94 △100.0%

北岩手環境
衛生センター

1,235 669 611 0 0 0 0 0 △ 1,235 △100.0%

紫波、稗貫
衛生処理場

580 885 788 305 0 0 0 0 △ 580 △100.0%

60 85 77 14 6 5 6 7 △ 53 △88.3%

滝沢
処理センター

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

北岩手
環境衛生センター

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

紫波、稗貫
衛生処理場

60 85 77 14 6 5 6 7 △ 53 △88.3%

出典：一般廃棄物処理実態調査H17～H24

注）紫波、稗貫衛生処理組合では，H22.1まで焼却処理している。

し尿処理施設外
（ごみ焼却施設）

単位：t/年

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
H17-H24
増減

H17比
増減率

最終処分場 177 142 126 184 128 146 133 213 36 20.3%

滝沢
処理センター

3 0 0 0 0 0 0 0 △ 3 △100.0%

北岩手
環境衛生センター

161 142 126 184 128 146 133 213 52 32.3%

紫波、稗貫
衛生処理場

13 0 0 0 0 0 0 0 △ 13 △100.0%

出典：一般廃棄物処理実態調査H17～H24



 

第１２章

 

第１節 

し尿１ 

本ブ

現在ブ

合の３つ

 

 

組合名 

構成市町

組織体制

注）平成 24

 

し尿処章 

し尿処理の

尿処理に係

ロックのし

ブロック内

つの組織で

盛岡

処

町 

盛岡市

滝

雫

制 

4 年 10 月現在

処理の組

の現状 

る現組織の

尿処理の組

は，盛岡地

構成され，

表

岡地区衛生 

処理組合 

（盛岡地域）

滝沢市， 

雫石町 

 

 

－

組織体制の

の体制 

組織を表１２

地区衛生処理

し尿の適正

表１２-１

盛

，
八幡

－ 141 －

の現状と課

２-１に示しま

理組合，盛岡

正処理を行っ

し尿処理の

盛岡北部行政

幡平市，葛巻

盛岡市（玉

－ 

課題 

ます。 

岡北部行政事

っています。

の現組織体制

政事務組合

巻町，岩手町

玉山区） 

事務組合，紫

 

制 

紫波

町， 

盛

紫

花巻

 

紫波、稗貫衛

波、稗貫衛生

盛岡市(都南地

紫波町，矢

巻市（旧石

旧大迫町

衛生処理組

生処理組合

地域）， 

矢巾町， 

石鳥谷町，

町） 

 



 

 

し尿２ 

し尿処

 

出典

注）

 

 

 

尿処理に係

処理に係る

表１２-２

事業主体

盛岡市 

八幡平市

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

盛岡地区衛

処理組合

盛岡北部行

事務組合

紫波、稗貫衛

処理組合

合  計

典：各市町組合

※：７社，台

る現組織の

現組織の人

２ 県央ブロ

体 
正職

－

市 1

5

－

－

－

1

－

衛生 

合 
－

行政 

合 
－

衛生 

合 
－

計 7

合 H24 調査票 

台数データなし

 

－

の人員 

人員を表１２

ロックのし尿

  

職員 
組合

職員

－ －

1 －

5 －

－ －

－ －

－ －

1 －

－ －

－ －

－ 5

－ 7

7 12

し 

－ 142 －

２-２に示しま

尿処理に係る

 

 

 
パート

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

1 

－ 

ます。 

る現組織の人

 

合 計

－ 

1 

5 

－ 

－ 

－ 

1 

－ 

－ 

6 

7 

20 

人員（平成

 

委託職員

収集 
運搬 

処

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－※ 

42 

108 

150 

24 年度） 

単位

 

合 

員 

処理 

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

12 12

－ 42

－ 108

12 162

：名 

計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2 



 

 

し尿３ 

し尿処

 

 

 

 

 

尿処理に係

処理に係る

表１２-

事業

盛

八幡

滝

雫

葛

岩

紫

矢

盛岡地

処理

盛岡北

事務

紫波、

処理

合 

出典：各市

る現組織の

現組織の車

３ ブロッ

業主体 

盛岡市 

幡平市 

滝沢市 

雫石町 

葛巻町 

岩手町 

紫波町 

矢巾町 

地区衛生 

理組合 

北部行政 

務組合 

稗貫衛生 

理組合 

 計 

市町組合 H24 調

 

－

の車両 

車両を表１２

ク内のし尿

所管車両

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

17 

調査票 

－ 143 －

２-３に示しま

尿処理に係る

両 委託車

－

－

－

－

－

－

－

－

－

21

27

48

－ 

ます。 

る車両台数一

車両 許可

一覧（平成 2

可車両 合

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

17 

－ 

32 

49 

24 年度） 

単位：台 

合 計 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

17 

21 

59 

97 



 

 

し尿４ 

（１） 処

県央ブ

図１２-

平成

理費，

 

注）1.出典

注）2.処理及

注）3.人件

注）4.処理

注）5.委託

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

盛岡地区衛

盛岡北部行

紫波、稗貫

尿処理に係

処理及び維

ブロックに

-１に示しま

24 年度は，

12.7 %が人

：平成 24 年度

及び維持管理

費：一般職，

費：収集運搬

費：収集運搬

衛生処理組合

行政事務組合

貫衛生処理組

合　　計

る現組織の

持管理費 

おいて，し尿

ます。 

ブロック内

件費となっ

表１２-

度一般廃棄物処

費：組合分担

収集運搬，中

搬費，中間処理

搬費，中間処理

図１２-

人

合

合

組合

－

の運営コスト

尿処理に係

内合計で約

ています。

４ 処理及

処理実態調査

金を除く人件

間処理，最終

費，最終処分

費，最終処分

１ 処理及

人件費 処

0

0

0

0

0

0

201

986

44,925

39,351

52,497

137,960

12.7%

委託費

65.9%

－ 144 －

トの現況 

る平成 24 年

10.9 億円か

 

及び維持管理

件費，処理費，

終処分の合計

分費の合計 

分費，その他の

 

及び維持管理

処理費 車

0

0

0

0

0

0

0

0

230

160,439

71,213

231,882

21.4%

人件費

12.7%

処

21

費

－ 

年度の処理及

かかっており

理費（平成 2

車両購入費，

合計 

理費（平成 2

両購入費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

処理費

1.4%

計10.9

及び維持管理

り，65.9 %が

24 年度） 

委託費，調査

24 年度）

委託費 調

0

0

0

0

0

0

0

0

330,171

207,373

177,703

715,247

65.9%

9億円

理費を表１

が委託費，2

査研究費 

 

単

調査研究費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

２-４及び

21.4 %が処

単位：千円

合計

0

0

0

0

0

0

201

986

375,326

407,163

301,413

1,085,089

100.0%

 



 

 

（２） 処

平成

平成

年度は減

 

 

出典：一般廃

 

 

 

 

盛岡市

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

盛岡地区衛生

盛岡北部行政

紫波、稗貫衛

合計

処理及び維

17 年度から

17 年度から

減少傾向に

廃棄物処理実

生処理組合 3

政事務組合 4

衛生処理組合 3

1,

持管理費の

ら平成 24 年

らの推移をみ

あります。

表

態調査 H17～H

図

 

H17 H18

1,904 1,8

0

0

0

0

0

0

0

326,859 309,8

446,712 434,8

378,515 382,7

153,990 1,129,

－

の推移 

年度における

みると，平成

 

１２-５ 処

H24 

１２-２ 処

H19

876 1,793

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1,416

0 1,024

0 698

874 313,417

854 439,215

753 367,920

357 1,125,483

－ 145 －

る合計額の推

成 20 年度以

処理及び維持

処理及び維持

H20 H2

1,915 2,

0

0

0

0

0

200

570

326,230 368,

392,505 434,

367,825 337,

1,089,245 1,144

－ 

推移を表１２

以降は，微増

持管理費の推

持管理費の推

21 H22

,000 1,841

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

208 224

917 911

,923 368,185

,566 449,803

,902 350,805

4,516 1,171,769

２-５及び図

増傾向にあ

推移 

推移 

H23 H

1,849

0

0

0

0

0

222

926

374,020 37

449,179 40

322,082 30

1,148,278 1,0

図１２-２に示

りましたが

 

H24

0

0

0

0

0

0

201

986

5,326 48,46

7,163 △ 39,54

1,413 △ 77,10

85,089 △ 68,90

H17

示します。

が，平成 22

単位：千円

- - %

- - %

- - %

- - %

- - %

- - %

- - %

- - %

67 14.8 %

49 △ 8.9 %

02 △ 20.4 %

01 △ 6.0 %

-24増減



 

 

し尿５ 

し尿処

生処理組

 

（１） 組

紫波

設の建

員の取

今後，

 

（２） 新

紫波

行う

題を解

 

 

尿処理に係

処理の今後

組合の解散

組合解散後

波、稗貫衛

建設が計画

取扱いや，

，詳細な具

新設のし尿

波町及び矢

ことを検討

解決して進

る組織の課

の組織体制

に係る以下

の人員の扱

生処理組合

されていま

広域計画と

体的検討を

処理（下水

巾町は，現

討中です。ま

めることが

 

－

課題 

制を検討する

下の課題があ

扱い等 

合の解散に向

す。そのた

し尿処理

を進めていく

水道投入）施

現在，紫波町

た，建設に

が可能か検討

－ 146 －

るにあたり，

あります。

向け，紫波町

ため，事業主

（下水道投入

ことが課題

施設の運営方

町に事務を委

における資金

討する必要が

－ 

平成 30 年

町及び矢巾町

主体設立前に

入）施設建設

題です。 

方法 

委託して，新

金の分担や補

があります。

年度に予定し

町ではし尿処

に協議会にお

設計画とのす

新設する下水

補助金の取扱

 

している紫波

処理（下水道

おいて組合解

すり合わせ

水道投入施設

扱，資産の共

波、稗貫衛

道投入）施

解散後の人

について，

設の運営を

共有等の課
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本ブロ

紫波、

しくなっ

 

 

施設名称 

事業主体 

構成市町 

所 在 地 

建設期間 

処理能力 

処理方式 

経過年数

※ 

注）※経過年

し尿処章 

現況のし尿

ロック内のし

稗貫衛生処

っています。

滝沢

盛岡地

盛岡市（盛

大崎

［第１処理

竣工：昭和

［第２処理

竣工：平成

170kL/日 

（し尿：1

泥：50kL/

［水処理］

主処理： 

第１処理棟

第２処理棟

窒素処理 

高度処理

凝集処理＋

過＋活性炭

（第１処理

 

［汚泥処理

脱水→資源

 

［資源化処

油温減圧乾

第１

第２

年数は，平成 26

処理施設

尿処理施設の

し尿処理施設

処理場は，当

 

表

沢処理センター

地区衛生処理組

盛岡地域），滝

雫石町 

滝沢市 

崎 94 番地 194

理棟（100kL/

和 60 年 11 月

理棟（70kL/日

成 17 年 11 月

120kL/日，浄

/日） 

 

棟：標準脱窒

棟：膜分離高

： 

＋オゾン酸化

炭吸着 

理棟を供用）

理］ 

源化処理 

処理］ 

乾燥処理 

処理棟：28 年

処理棟： 8 年

年１月時点の年

－

設の現状と

の概要 

設は３施設で

当初建設から

表１３-１ 

ー 

組合 

滝沢市， 八

4 

/日）］

 

日）］ 

 

［

竣

［

竣

浄化槽汚

14

（

泥

窒素処理

高負荷脱

化＋砂ろ

 

［

主

し

浄化

高

凝集

過

 

［

余剰

縮

固

 

年 

年 

年数を示す。

－ 147 －

と課題 

で，し尿及び

ら 45 年，大

し尿処理施

北岩手環境衛

盛岡北部行

八幡平市，葛巻

盛岡市（

八幡

平舘第 27 地

し尿処理施設

工：昭和 62

増設施設（4

工：平成 10

5kL/日 

し尿：100kL

：45kL/日）

水処理］ 

処理： 

尿：標準脱窒

浄化槽汚泥：固

→

度処理： 

凝集処理＋オゾ

 

汚泥処理］

剰汚泥・凝集

縮→脱水→焼却

液分離汚泥→

し尿処理施

増設施設

－ 

び浄化槽汚

大規模改造か

設の施設概

衛生センター

行政事務組合

巻町，岩手町

（玉山区） 

幡平市 

地割 49 番地

設（100kL/日

年 10 月 

45kL/日）］

年 ３月 

L/日，浄化槽

 

窒処理 

固液分離 

→脱窒素処理

ゾン酸化＋砂

集沈殿汚泥→

却 

→焼却 

施設：26 年

 ：15 年

泥の処理を

から 31 年が

概要 

ー 紫波

紫波

町，
盛岡市

矢巾町

南

）］ ［当初

竣工：

［大規

竣工：

槽汚
170kL/

（し尿

理 

砂ろ

→濃

［水処

主処理

高度処

 

［汚泥

余剰汚

縮→脱

（H21.

 

［資源

（H22.

コンポ

 

当

大

 

を行っていま

が経過し，老

波、稗貫衛生

波、稗貫衛生処

市(都南地域）

町，花巻市（旧

旧大迫町）

紫波郡紫波

南日詰字小路口

初施設］ 

昭和 42 年度

規模改造］ 

昭和 57 年度

/日 

尿：170kL/日）

処理］ 

理：標準脱窒処

処理：凝集沈殿

泥処理］ 

汚泥・凝集沈殿

脱水→焼却 

１末まで） 

源化処理］ 

２から場外搬

ポスト化） 

当初施設 ：

大規模改造：

ます。 

老朽化が著

生処理場 

処理組合 

，紫波町，

旧石鳥谷町，

） 

波町 

口 92-1 

度 

度 

 

処理 

殿 

殿汚泥→濃

搬出により

45 年 

31 年 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

 

 

第２節 

現状の

 

・紫波

・紫波

・盛岡

務）

滝沢処理

北岩手環

紫波、稗

     

し尿処理施

のし尿処理施

波、稗貫衛生

波、稗貫衛生

岡地区衛生処

の取り扱い

センター（

境衛生セン

貫衛生処理

    

図

施設の課題 

施設における

生施設組合の

生施設組合の

処理組合と盛

いに係る検討

－

し 尿

（盛岡市（盛

ンター（八幡

理場（盛岡市

     

図１３-１

る課題は以下

の解散に伴

の解散に伴

盛岡北部行政

討 

－ 148 －

処 理 施

盛岡地域），

幡平市，葛巻

市（都南地域

    花

し尿処理施

下のとおりで

う，新し尿処

う，都南地域

政事務組合

－ 

施  設 

滝沢市，雫

巻町，岩手町

域），紫波町

花巻市（旧石

施設の位置図

です。 

処理施設の

域の処理先

の集約化に

 

雫石町） 

町，盛岡市

町，矢巾町，

石鳥谷町，旧

図 

建設時期の

の変更 

について，共

（玉山区））

 

旧大迫町））

の具体的検討

共同事務（介

 

 

討 

介護保険事



 

第１４章

 

第１節 

本ブロ

４-５及び

 

出典：盛岡

び盛

処理

注）1.滝沢処

度ま

注）2.葛巻

 

盛岡市

盛岡地

都南地

玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

し尿処章 

生活排水処

ロック内の各

び図１４-１

地区衛生処理

盛岡地区衛生処

理基本計画(H26

処理センター

でに廃止する

町では，下水

H26

246,088

地域 210,812

地域 31,930

区 3,346

7,111

31,446

7,567

無

3,467

17,204

18,993

331,876

処理人口

処理形態別人

各市町にお

１～図１４-

表

組合 一般廃棄

処理組合試算値

6.３)，紫波、

に関し，地元

。」としている

道整備事業の

図

H27

8 246,252 2

2 210,705 2

0 31,980

6 3,567

1 7,281

6 32,452

7 7,723

無 無

7 3,853

4 17,388

3 19,319

6 334,268 3

－

及びし尿

人口の将来予

ける生活排

-５に示しま

表１４-１

棄物処理基本計

値（平成 33 年

稗貫衛生処理

自治会と「滝沢

ることから，平

実施なし 

図１４-１

H28 H2

246,375 246,

210,572 210,

32,030 32,

3,773 3,

7,430 7,

33,407 34,

7,716 7,

無

4,239 4,

17,591 17,

19,645 19,

336,403 338,

－ 149 －

尿排出量の

予測 

排水処理形態

ます。 

下水道人口

計画【平成 24

年度～平成 35 年

理組合生活排水

沢処理センタ

平成 33 年度～

下水道人口

9 H30

,479 246,549

,421 210,25

,090 32,14

,968 4,15

,564 7,68

,168 34,94

,920 7,98

無 無

,625 5,01

,794 17,99

,971 20,49

,521 340,66

－ 

の将来予測

態別人口の推

口の推計結果

年 3 月】（計画

年度），盛岡北

水処理基本計画

ー増設に関す

～平成 35 年度に

口の推計結果

H31

9 246,594

6 210,075

0 32,190

3 4,329

6 7,796

0 35,678

6 8,055

無 無

1 5,011

7 18,200

6 21,578

5 342,912

測 

推計予測結果

果 

画期間 平成 2

北部行政事務組

画(H23.３) 

る確認書」に

については，参

果

H32 H3

246,622 246

209,884 209

32,240 32

4,498 4

7,898 7

36,393 37

8,124 8

無

5,011 5

18,403 18

22,164 22

344,615 345

果を表１４-

24 年度～平成

組合一般廃棄物

より「遅くと

参考値とする。

33 H34

6,681 246,72

9,720 209,55

2,300 32,35

4,661 4,81

7,993 8,08

7,181 37,96

8,204 8,28

無 無

5,011 5,01

8,363 18,32

2,164 22,16

5,597 346,55

-１～表１

32 年度）及

物(生活排水)

も平成 32 年

。 

 

 

単位：人

H35

23 246,759

56 209,391

50 32,400

17 4,968

80 8,162

69 38,758

84 8,365

無 無

11 5,011

28 18,288

64 22,164

59 347,507



 

 

出典：盛岡

び盛

処理

注）1.滝沢処

度ま

 

 

盛岡市

盛岡地

都南地

玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

地区衛生処理

盛岡地区衛生処

理基本計画(H26

処理センター

でに廃止する

H26

16,380

地域 6,828

地域 5,105

区 4,447

6,181

7,754

2,795

1,272

2,333

4,152

1,112

41,979

表１４

組合 一般廃棄

処理組合試算値

6.３)，紫波、

に関し，地元

。」としている

図１４

 

H27

0 16,298

8 6,797

5 5,105

7 4,396

1 6,320

4 7,620

5 2,793

2 1,315

3 2,310

2 4,144

2 1,094

9 41,894

－

４-２ 合併

棄物処理基本計

値（平成 33 年

稗貫衛生処理

自治会と「滝沢

ることから，平

４-２ 合併

H28 H2

16,225 16,

6,766 6,

5,105 5,

4,354 4,

6,459 6,

7,497 7,

2,841 2,

1,361 1,

2,290 2,

4,137 4,

1,075 1,

41,885 41,

－ 150 －

併処理浄化槽

計画【平成 24

年度～平成 35 年

理組合生活排水

沢処理センタ

平成 33 年度～

併処理浄化槽

 

9 H30

,158 16,09

,737 6,708

,105 5,10

,316 4,28

,598 6,73

,434 7,36

,814 2,83

,409 1,46

,273 2,258

,129 4,114

,056 1,03

,871 41,89

－ 

槽人口の推計

年 3 月】（計画

年度），盛岡北

水処理基本計画

ー増設に関す

～平成 35 年度に

槽人口の推計

H31

5 16,035

8 6,680

5 5,105

2 4,250

7 6,876

1 7,297

1 2,843

3 1,518

8 2,245

4 4,108

7 1,019

6 41,941

計結果 

画期間 平成 2

北部行政事務組

画(H23.３) 

る確認書」に

については，参

計結果 

H32 H3

15,976 15

6,654 6

5,105 5

4,217 4

7,015 7

7,233 7

2,852 2

1,578 1

2,233 2

4,076 4

1,000 1

41,963 41

24 年度～平成

組合一般廃棄物

より「遅くと

参考値とする。

33 H34

5,914 15,85

6,625 6,59

5,105 5,10

4,184 4,15

7,015 7,01

7,156 7,07

2,864 2,87

1,639 1,70

2,224 2,21

4,067 4,05

1,000 1,00

1,879 41,80

32 年度）及

物(生活排水)

も平成 32 年

。 

 

単位：人

H35

53 15,789

97 6,568

05 5,105

51 4,116

15 7,015

78 7,001

76 2,887

06 1,775

15 2,209

59 4,050

00 1,000

02 41,726



 

 

出典：盛岡

び盛

処理

注）1.滝沢処

度ま

注）2.岩手

 

 

盛岡市

盛岡地

都南地

玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

地区衛生処理

盛岡地区衛生処

理基本計画(H26

処理センター

でに廃止する

町では，農業

H26

7,726

地域 2,987

地域 4,179

区 560

5,551

967

1,323

1,508

無

5,229

4,769

27,073

表１４

組合 一般廃棄

処理組合試算値

6.３)，紫波、

に関し，地元

。」としている

集落排水施設

図１４

 

H27

6 7,715

7 2,985

9 4,171

0 559

1 5,632

7 975

3 1,323

8 1,513

無 無

9 5,182

9 4,750

3 27,090

－

４-３ 農業集

棄物処理基本計

値（平成 33 年

稗貫衛生処理

自治会と「滝沢

ることから，平

整備事業の実

４-３ 農業集

H28 H2

7,704 7,

2,987 2,

4,158 4,

559

5,700 5,

983

1,323 1,

1,516 1,

無

5,154 5,

4,731 4,

27,111 27,

－ 151 －

集落排水施

計画【平成 24

年度～平成 35 年

理組合生活排水

沢処理センタ

平成 33 年度～

実施無し。 

集落排水施

 

9 H30

,689 7,67

,985 2,98

,147 4,139

557 55

,755 5,80

991 999

,323 1,32

,519 1,52

無 無

,125 5,09

,712 4,69

,114 27,11

－ 

設人口の推

年 3 月】（計画

年度），盛岡北

水処理基本計画

ー増設に関す

～平成 35 年度に

設人口の推

H31

7 7,669

2 2,981

9 4,133

6 555

1 5,838

9 1,007

3 1,323

2 1,523

無 無

7 5,069

3 4,613

2 27,042

推計結果 

画期間 平成 2

北部行政事務組

画(H23.３) 

る確認書」に

については，参

推計結果 

H32 H3

7,657 7

2,979 2

4,125 4

553

5,869 5

1,015 1

1,323 1

1,526 1

無

5,038 5

4,589 4

27,017 27

24 年度～平成

組合一般廃棄物

より「遅くと

参考値とする。

33 H34

7,654 7,65

2,978 2,97

4,125 4,12

551 55

5,894 5,91

1,023 1,03

1,323 1,32

1,528 1,53

無 無

5,027 5,01

4,589 4,58

7,038 27,05

32 年度）及

物(生活排水)

も平成 32 年

。 

 

単位：人

H35

52 7,648

77 2,975

25 4,125

50 548

14 5,930

31 1,039

23 1,323

30 1,532

無 無

18 5,007

89 4,589

57 27,068



 

 

出典：盛岡

び盛

処理

注）1.滝沢処

度ま

 

盛岡市

盛岡地

都南地

玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

地区衛生処理

盛岡地区衛生処

理基本計画(H26

処理センター

でに廃止する

H26

665

地域 127

地域 119

区 419

563

130

298

0

48

0

0

1,704

表１４

組合 一般廃棄

処理組合試算値

6.３)，紫波、

に関し，地元

。」としている

図１４

 

H27

5 569

7 83

9 99

9 387

3 541

0 116

8 285

0 0

8 45

0 0

0 0

4 1,556

－

４-４ 単独

棄物処理基本計

値（平成 33 年

稗貫衛生処理

自治会と「滝沢

ることから，平

４-４ 単独

H28 H2

486

53

79

354

521

104

277

0

42

0

0

1,430 1,

－ 152 －

独処理浄化槽

計画【平成 24

年度～平成 35 年

理組合生活排水

沢処理センタ

平成 33 年度～

独処理浄化槽

 

9 H30

415 35

34 2

59 4

322 29

503 48

92 8

263 25

0

38 3

0

0

,311 1,21

－ 

槽人口の推計

年 3 月】（計画

年度），盛岡北

水処理基本計画

ー増設に関す

～平成 35 年度に

槽人口の推計

H31

2 293

1 14

0 20

1 259

6 470

5 75

2 242

0 0

5 34

0 0

0 0

0 1,114

計結果 

画期間 平成 2

北部行政事務組

画(H23.３) 

る確認書」に

については，参

計結果 

H32 H3

237

9

0

228

455

67

232

0

33

0

0

1,024

24 年度～平成

組合一般廃棄物

より「遅くと

参考値とする。

33 H34

197 16

0

0

197 16

449 44

57 4

221 21

0

32 3

0

0

957 89

32 年度）及

物(生活排水)

も平成 32 年

。 

 

単位：人

H35

67 136

0 0

0 0

67 136

43 437

47 38

11 200

0 0

30 29

0 0

0 0

98 840



 

 

出典：盛岡

び盛

処理

注）1.滝沢処

度ま

 

盛岡市

盛岡地

都南地

玉山区

八幡平市

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

地区衛生処理

盛岡地区衛生処

理基本計画(H26

処理センター

でに廃止する

H26

18,366

地域 8,289

地域 6,397

区 3,680

9,592

14,336

5,795

4,033

8,733

5,631

3,366

69,852

表

組合 一般廃棄

処理組合試算値

6.３)，紫波、

に関し，地元

。」としている

図

H27

6 17,827

9 8,027

7 6,405

0 3,395

2 9,226

6 13,695

5 5,498

3 3,665

3 8,132

1 5,366

6 3,137

2 66,546

－

表１４-５ 非

棄物処理基本計

値（平成 33 年

稗貫衛生処理

自治会と「滝沢

ることから，平

図１４-５ 非

H28 H2

17,303 16,

7,774 7,

6,418 6,

3,111 2,

8,884 8,

13,093 12,

5,310 4,

3,619 3,

7,531 6,

5,060 4,

2,869 2,

63,669 60,

－ 153 －

非水洗化人

計画【平成 24

年度～平成 35 年

理組合生活排水

沢処理センタ

平成 33 年度～

非水洗化人

 

9 H30

,780 16,26

,530 7,29

,419 6,41

,831 2,55

,580 8,29

,624 12,15

,994 4,77

,414 3,208

,932 6,334

,756 4,459

,601 2,134

,681 57,61

－ 

口の推計結

年 3 月】（計画

年度），盛岡北

水処理基本計画

ー増設に関す

～平成 35 年度に

口の推計結

H31

5 15,768

6 7,070

6 6,422

3 2,276

1 8,019

0 11,703

0 4,548

8 3,005

4 5,015

9 4,152

4 1,170

1 53,380

結果 

画期間 平成 2

北部行政事務組

画(H23.３) 

る確認書」に

については，参

結果 

H32 H3

15,285 14

6,852 6

6,430 6

2,003 1

7,751 7

11,278 10

4,330 4

2,286 2

5,915 5

3,874 3

647

51,366 50

24 年度～平成

組合一般廃棄物

より「遅くと

参考値とする。

 

33 H34

4,749 14,22

6,617 6,38

6,400 6,38

1,732 1,46

7,650 7,54

0,795 10,31

4,096 3,86

2,596 2,39

5,699 5,50

3,865 3,85

677 71

0,127 48,41

32 年度）及

物(生活排水)

も平成 32 年

。 

 

単位：人

H35

25 13,704

82 6,147

80 6,360

63 1,197

49 7,438

11 9,828

63 3,629

92 2,188

01 5,286

58 3,849

17 747

16 46,669



 

 

第２節 

本ブロ

４-６ 

 

し尿及び浄

ロック内の各

し尿及び浄

出典：盛岡

年度～平

岡北部行

合生活排

注）1.滝沢

より「遅

35 年度

し尿 盛岡市

盛岡

都南

玉山

八幡平

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

浄化槽 盛岡市

汚泥 盛岡

都南

玉山

八幡平

滝沢市

雫石町

葛巻町

岩手町

紫波町

矢巾町

合計

浄化槽汚泥処

各市町にお

化槽汚泥処

表１４-

岡地区衛生処理

平成 32 年度）

行政事務組合

排水処理基本計

沢処理センター

遅くとも平成

度については，

図１４-

H26

80.6

岡地域 29.2

南地域 39.7

山区 11.7

市 29.6

35.9

10.5

5.5

16.6

16.9

10.7

206.3

31.0

岡地域 9.5

南地域 17.5

山区 4.0

市 17.6

12.5

4.4

2.0

2.3

16.3

12.4

98.5

－

処理量の将来

けるし尿及

処理に示しま

-６ し尿及

理組合 一般廃棄

及び盛岡地区

一般廃棄物(生

計画(H23.３)

ーに関し，地元

32 年度までに

参考値とする

-６ し尿及

H27 H28

78.8 77.7

28.3 28.0

39.7 39.8

10.8 9.9

28.5 27.4

34.1 32.4

10.0 9.2

5.0 4.9

15.5 14.3

16.1 15.2

10.0 9.1

198.0 190.2

31.0 30.5

9.5 9.1

17.5 17.5

4.0 3.9

17.9 18.2

12.3 12.6

4.4 4.3

2.1 2.1

2.3 2.3

16.3 16.2

12.2 12.1

98.5 98.3
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来予測 

及び浄化槽汚

ます。 

及び浄化槽汚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄物処理基本計

区衛生処理組合

生活排水)処理

元自治会と「滝

に廃止する。」

る。 

及び浄化槽汚

H29 H30

7 75.7 73.

0 26.9 26.

8 39.8 39.

9 9.0 8.

4 26.5 25.

4 31.4 30.

2 8.6 8.

9 4.6 4.

3 13.2 12.

2 14.3 13.

1 8.3 6.

2 182.6 174.

5 30.5 30.

1 9.1 9.

5 17.5 17.

9 3.9 3.

2 18.4 18.

6 12.4 12.

3 4.3 4.

1 2.1 2.

3 2.3 2.

2 16.2 16.

1 12.1 12.

3 98.3 98.

－ 

汚泥処理量の

汚泥処理の推

計画【平成 24

合試算値（平成

理基本計画(H26

滝沢処理センタ

としているこ

汚泥処理の推

H31 H32

9 72.2 70

0 25.2 24

8 39.8 39

1 7.2 6

6 24.7 23

1 29.0 28

3 7.8 7

3 4.1 3

0 9.5 11

4 12.5 11

7 3.7 2

3 163.5 157

4 30.1 30

1 9.0 9

4 17.3 17

9 3.8 3

7 18.9 19

4 12.3 12

2 4.3 4

2 2.2 2

3 2.3 2

2 16.1 16

0 11.7 11

4 97.9 98

の推計結果を

推計結果 

4 年 3 月】（計

成 33 年度～平

6.３)，紫波、

ター増設に関す

とから，平成

推計結果

2 H33 H3

0.6 68.7 6

4.3 23.5 2

9.9 39.7 3

6.4 5.5

3.9 23.6 2

8.0 26.8 2

7.4 6.9

3.1 3.5

1.2 10.8 1

1.6 11.6 1

2.1 2.1

7.9 154.0 14

0.1 30.0 2

9.0 8.9

7.3 17.3 1

3.8 3.8

9.2 19.2 1

2.2 12.3 1

4.3 4.3

2.3 2.3

2.2 2.2

6.0 16.0 1

1.7 11.7 1

8.0 98.0 9

を表１４-６

計画期間 平成

平成 35 年度），

稗貫衛生処理

する確認書」に

33 年度～平成

 

単位：kL/日

34 H35

66.8 65.1

22.7 21.9

39.5 39.4

4.6 3.8

23.3 23.0

25.6 24.3

6.4 5.8

3.2 3.0

10.5 10.1

11.6 11.6

2.2 2.4

49.6 145.3

29.9 29.6

8.8 8.7

17.3 17.3

3.8 3.6

19.2 19.3

12.3 12.3

4.3 4.3

2.4 2.4

2.2 2.2

15.9 15.9

11.7 11.7

97.9 97.7

６及び図１

24

盛

理組

に

成
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第３節 し尿処理施設の処理能力と将来処理量推計による余裕能力 

本ブロック内の盛岡北部行政事務組合，盛岡地区衛生処理組合，紫波、稗貫衛生処理組合の

各施設における将来処理量の見込み量及び処理余裕量を表１４-７に示します。 

 

 

表１４-７ 各施設における将来処理量の見込み及び処理余裕量 

 
出典：盛岡地区衛生処理組合 一般廃棄物処理基本計画【平成 24 年 3 月】（計画期間 平成 24 年度～平成 32 年度）及

び盛岡地区衛生処理組合試算値（平成 33 年度～平成 35 年度），盛岡北部行政事務組合一般廃棄物(生活排水)

処理基本計画(H26.３)，紫波、稗貫衛生処理組合生活排水処理基本計画(H23.３) 

注）1.滝沢処理センターに関し，地元自治会と「滝沢処理センター増設に関する確認書」により「遅くとも平成 32年

度までに廃止する。」としていることから，平成 33 年度～平成 35 年度については，参考値とする。 

 

 

 

  

単位：kL/日

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

盛岡北部 処理量 八幡平市 47.2 46.4 45.6 44.9 44.3 43.6 43.1 42.8 42.5 42.3

行政事務組合 岩手町 18.9 17.8 16.6 15.5 14.3 11.8 13.4 13.0 12.7 12.3

葛巻町 7.5 7.1 7.0 6.7 6.5 6.3 5.4 5.8 5.6 5.4

（145kL/日） 玉山区 15.7 14.8 13.8 12.9 12.0 11.0 10.2 9.3 8.4 7.4

合計 89.3 86.1 83.0 80.0 77.1 72.7 72.1 70.9 69.2 67.4

余裕量 55.7 58.9 62.0 65.0 67.9 72.3 72.9 74.1 75.8 77.6

盛岡地区 処理量 盛岡地域 38.7 37.8 37.1 36.0 35.1 34.2 33.3 32.4 31.5 30.6

衛生処理組合 滝沢市 48.4 46.4 45.0 43.8 42.5 41.3 40.2 39.1 37.9 36.6

雫石町 14.9 14.4 13.5 12.9 12.5 12.1 11.7 11.2 10.7 10.1

（170kL/日） 合計 102.0 98.6 95.6 92.7 90.1 87.6 85.2 82.7 80.0 77.4

余裕量 68.0 71.4 74.4 77.3 79.9 82.4 84.8 87.3 90.0 92.6

紫波、稗貫 処理量 都南地域 57.2 57.2 57.3 57.3 57.2 57.1 57.2 57.0 56.8 56.7

衛生処理組合 紫波町 33.2 32.4 31.4 30.5 29.6 28.6 27.6 27.6 27.5 27.5

矢巾町 23.1 22.2 21.2 20.4 18.7 15.4 13.8 13.8 13.9 14.1

（170kL/日） (花巻市) 15.5 14.4 13.3 12.3 11.5 11.0 10.0 9.7 9.4 9.4

合計 129.0 126.2 123.2 120.5 117.0 112.1 108.6 108.1 107.6 107.7

余裕量 41.0 43.8 46.8 49.5 53.0 57.9 61.4 61.9 62.4 62.3

合計 処理量 320.3 310.9 301.8 293.2 284.2 272.4 265.9 261.7 256.8 252.5

余裕量 164.7 174.1 183.2 191.8 200.8 212.6 219.1 223.3 228.2 232.5

処理量（推計値）



 

第１５章

 

現在，

組合の

予定され

今後

ら，新た

します。

盛岡北

処理を継

なお，

の整合性

紫波、

整備に

ては，引

 

 

 

 

し尿処章 

，し尿処理

３組織で処

れています

の本ブロッ

たに広域処理

。 

北部行政事

継続してい

，将来的に

性を図りな

、稗貫衛生処

より，処理

引き続き検

処理組織

は，盛岡地

理を行って

。 

ク内の組織

理に係る事

務組合及び

きます。 

２組織にお

がら，集約

処理組合構成

を行うこと

討していき

 

－

織体制の方

区衛生処理

ていますが，

織体制は，し

事業主体（一

び盛岡地区衛

けるし尿処

約化を検討し

成市町の矢巾

とします。

ます。 
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方向性 

理組合，盛岡

平成 30 年

尿処理組合

一部事務組合

衛生処理組合

処理施設を集

します。 

巾町及び紫

ただし，盛

－ 

岡北部行政事

年度には，紫

合に対する県

合）を設立せ

合では，現施

集約化し，県

波町では，新

盛岡市（都南

事務組合及び

紫波、稗貫衛

県広域化計画

せず，現状と

施設の延命化

県の流域別下

新し尿処理施

南地域）のし

び紫波、稗貫

衛生処理組合

画の制約がな

と同様の３組

化を図りなが

下水道整備総

施設（下水投

し尿処理の施

貫衛生処理

合の解散が

ないことか

組織体制と

がら，適正

総合計画と

投入施設）

施設につい



 

し

第１６章

第１節 

 

 

 

 

第２節 

既存１ 

盛

管理

ただ

書」

協議

 

（１） 紫

① 

紫

新た

必要

 

注）建設時

予定で

① PFI導入

②
計画・
事業者

③ 建設工

④ 解体工

⑤ 解体工

し尿

当面

応する

は，新

し 尿 処 

し尿処章 

広域化の方

整備方針 

存施設の延

岡北部行政

による延命

だし，盛岡

において，

を申し入れ

紫波、稗貫

下水道投入

紫波町及び

たな下水投

要です。 

期は，現段階

あり，変動す

入可能性調査

設計・
者選定

工事

工事実施設計

工事

項目

尿処理施設に

面は，既存の

ることとし，

新たな処理方

理 施 設

処理施設

方向性 

命化による

事務組合と

化を行って

地区衛生処

全施設を平

た場合には

衛生処理組

入施設整備ス

矢巾町は，平

入施設整備

表１６

階で確定してい

る場合が想定

建設及び
法の検討

新施設に
設計、事

新設建設

既設の解
る実施設

既設の解

については，

盛岡北部行

平成 29 年

方法を検討す

－

設 の 整

設の整備 

２施設の活

盛岡地区衛

て，し尿の適

処理組合の施

平成 32 年度

は，協議する

組合の解散に

スケジュール

平成 29 年度

備を計画して

６-１ 下水道

いないため，今

されます。

内容

び運営の事業手
討

にかかる計画、
事業者選定

設工事

解体工事にかか
設計

解体工事

施設の集約

行政事務組合

年度で受け入

することとす
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備 に 係

 

活用・更新の

衛生処理組合

適切な処理を

施設について

までに廃止

ることが可能

による下水道

ル 

度の紫波、稗

ています。ま

道投入施設

今後，紫波、稗

H25

手

か

約化による広

合と盛岡地区

入れ停止が予

する。 

－ 

係 る 広

の検討 

合の２つの施

を行います。

ては，「滝沢

止することが

能であるとし

道投入計画

稗貫衛生処理

また，盛岡市

整備スケジ

稗貫衛生処理組

H26

広域化を検

区衛生処理組

予定される紫

域 化

施設について

 

沢処理センタ

が締結されて

しています。

理組合のし尿

市は都南地域

ュール 

組合の各構成団

 

H27 H2

討する。 

組合の２施設

紫波、稗貫衛

の 方 向

ては，当面の

ター増設に関

ており，延長

 

尿受入停止に

域のし尿処理

団体間で具体的

28 H29

設は延命化に

衛生処理組合

向 性 

の間は維持

関する確認

長のための

に伴って，

理の検討が

的に検討する

H30

施設稼働

により対

合の施設
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② 都南地域の処理先の検討 

紫波、稗貫衛生処理組合の解散後，都南地域のし尿処理方法としては，以下の４ケース

が想定されます。 

 

表１６-２ 都南地域の想定ケース 

 
処理体制 盛岡市（都南地域）のし尿処理の課題 

ケ
ー
ス
１ 

 

・紫波町，矢巾町は，下

水道投入施設を新設し

て処理 

 

・盛岡市（都南地区）は， 

盛岡地区衛生処理組合

に編入して，同組合の

既存施設で処理 

 

 

・経費面において最も合理的 

・既存施設の処理能力で対応が可能 

・区域外からの搬入に関する住民協定への対応が必要 

ケ
ー
ス
２ 

 

・紫波町，矢巾町，盛岡

市（都南地域）で，下

水道投入施設を新設し

て処理 

 

 

・市の追加参入により県の下水道計画の変更（浄化センターの

受入容量不足の解消のための変更）が必要となる可能性があ

り，その協議には相当の期間を要するため平成 28 年度までの

下水道投入施設の整備不可 

・平成 25 年度に，紫波町においては PFI 方式の可能性，補助金

の活用について検討中 

ケ
ー
ス
３ 

 

・紫波，矢巾町は，下水

道投入施設を新設して

処理 

 

・盛岡市（都南地域）は，

市単独で処理施設を新

設して処理 

 

・新たな施設建設には相当の期間を要するため，平成 28 年度ま

での整備不可 

・新設に係る用地，施設建設費用が必要 

・新規施設の建設場所・内容・規模等に関する十分な検討 

ケ
ー
ス
４ 

 

・盛岡北部行政事務組合

及び盛岡地区衛生処理

組合の集約化 

 

・盛岡北部行政事務組合の介護保険事務の扱い 

 

 

（２） 集約化の方向性 

将来的には，２施設を１施設に集約することを検討します。 

 

第３節 施設整備スケジュール 

し尿処理施設における施設整備スケジュールを表１６-３に示します。 



 

 

－
 

1
5
9
 

－
 

 

表１６-３ し尿処理施設整備スケジュール 

 

注）※：建設時期は，現段階で確定していないため，今後，紫波、稗貫衛生処理組合の各構成団体で具体的に検討する予定であり，変動する場合が想定されます。 

 

 

施設規模 竣工 対象地域 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36以降

第１ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

第２ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

（延命化）

し尿 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

増設 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

（延命化）

32 33 34 35

※

解散予定（H30）

1 2 3 4 5 6

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36以降

Ａ

Ｂ

施設名称

稼働年数

稼働
年数

整備方針

集
約
化②

盛岡北部行政事務
組合
北岩手環境衛生セ
ンター

145kL/日

Ｓ62.10月

増設
Ｈ10.3月

岩手町
葛巻町

八幡平市
玉山区

整備方針

①
盛岡地区衛生処理
組合
滝沢処理センター

170kL/日

第1処理棟
Ｓ60.11月

第2処理棟
Ｈ17.11月

盛岡地域
雫石町
滝沢市

稼働
年数

整備方針

③

紫波、稗貫衛生処
理組合
紫波、稗貫衛生処
理場

170kL/日

Ｓ42年度

大規模改造
Ｓ57年度

都南地域
矢巾町
紫波町

花巻市(一部)

項　　目

既存組合の解散

一部事務組合設立準備及び設立（共同処理事務の確定）

④
新し尿処理施設
（下水道投入）

44kL/日 －
矢巾町
紫波町

(都南地域)

稼働年数

整備方針
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巻 末 資 料 
 

 

 

巻末資料は，盛岡市クリーンセンター公害防止対策協議会（以下「対策協議会」という。）か

らの意見を踏まえ，ＬＣＣ及びＬＣＡの試算にあたり，これまでのケースに新たな検討ケース

を追加しました。 

なお，対策協議会からの意見は次のとおりとなりますが，以下の「１」及び「２」の意見に

基づき，試算を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１  試算の条件を施設規模（500ｔ），維持補修費（文献値）及び運営費（盛岡市クリー

ンセンター実績）で統一した場合のＬＣＣ 

 

資料２  試算の条件を施設規模（500ｔ），維持補修費（文献値）及び運営費（文献値）で統

一した場合のＬＣＣ 

 

資料３  試算の条件を施設規模（500ｔ），焼却炉の方式（ストーカ方式）で統一した場合の

ＬＣＡ 

 

 

  

対策協議会の意見（まとめ） 

 

１ 広域化の検討にあたっては直ちに１施設集約化ではなく，コスト面の差異がない 

３施設建替も含めて検討を行うこと 

 

２ 検討にあたっては，生涯コストを示すＬＣＣ（ライフサイクルコスト），環境負荷

を示すＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）のシミュレーションを精査すること 

 

３ 新施設の建設にあたっては，現在の施設の覚書の内容に基づいた整備計画を考える

こと 
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設定条件  

 試算にあたりましては，巻末資料１から３の設定条件を次のとおりとしました。 

 

 

 

 

 

類似データ：Ａ

交付金
既存データ：Ｂ 施　設

整備費
維　持
補修費

運営費
施　設
整備費

維　持
補修費

運営費
施　設
整備費

維　持
補修費

運営費

ケース１ 対象外 753ｔ/日

ケース１－２ 対象外 500ｔ/日

ケース２ 対象外 753ｔ/日

ケース２ 対象外 500ｔ/日

ケース３ 対　象
500ｔ/日
中継有

ケース４ 対　象
500ｔ/日
中継無

ＡＡ Ａ Ｂ Ａ Ａ

Ｂ Ａ Ａ Ａ

集　約
１施設 Ａ Ａ Ａ

Ａ

３施設
建　替 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ
６施設
建　替 Ａ Ｂ Ｂ

№３　

基本構想案 巻末資料－１ 巻末資料－２

ＬＣＣ

条件設定

№１ №２　

類似データ：Ａ

既存データ：Ｂ

753ｔ/日

500ｔ/日

753ｔ/日

500ｔ/日

500ｔ/日
中継有

500ｔ/日
中継無

ケース４

ケース３

ケース２

ケース２

ケース１－２

ケース１

条件設定

ＬＣＡ
№１

Ａ
６施設
建　替 Ｂ

№２

基本構想案 巻末資料－３

集　約
１施設

３施設
建　替

ＡＡ

ＡＢ
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資料１ 試算の条件を施設規模（500ｔ），維持補修費（文献値）及び運営費（盛岡市クリーン 

センター実績）で統一した場合のＬＣＣ 

 

１ 結果のまとめ 

30 年間（平成 26 年度～55 年度）の結果を表１-１に，45 年間（平成 26 年度～70 年度）の結

果を表１-２に示します。また，30 年間と 45 年間をあわせて比較した結果を図１-１に示しま

す。 

平成 26 年度からの 30 年間でのＬＣＣを比較すると，既存ごみ焼却施設６施設を全て現在の

施設規模のまま建て替えるケース１が約 1,662 億円，平成 41 年度時点での施設規模で既存６施

設を全て建て替えるケース１－２が約 1,464 億円，ごみ焼却施設３施設を建て替えるケース２

が約 1,417 億円，ごみ焼却施設を１本化し中継３施設を建設するケース３が約 1,296 億円，ご

み焼却施設を１本化し中継施設を建設しないケース４が約 1,291 億円と試算されました。 

このように中継施設の建設の有無に関わらず，ごみ焼却施設を集約して１本化するケースの

ＬＣＣが一番低いという結果になりました。 

また，平成 26 年度からの 45 年間での比較におきましても，30 年間比較の結果同様に，集約

して１本化するケースが一番低い結果になりました。 

なお，集約化して１本化する場合，中継施設を設置しないケースの方がＬＣＣは低い結果と

なりましたが，収集運搬の効率性や，住民が直接搬入する際の利便性等にかかる住民サービス

の観点など施設の基本条件等を整理する必要があります。中継施設設置の有無や，設置すると

した場合の施設数は，今後さらに具体的に検討を行う必要があります。 

 

 

 

表１-１ ＬＣＣ算出結果の比較（30 年間：H26～55） 

 
 

  

単位：百万円

ケース１ ケース１－２ ケース２ ケース３ ケース４

(6施設建替) (3施設建替) (集約1施設･ (集約1施設･

※H41規模 ※H41規模 中継あり) 中継なし)

施設整備費 48,100 36,900 32,000 17,000 17,000

運営・維持管理費 80,419 71,783 69,552 66,371 66,371

解体工事費 - - - 347 -

施設整備費 - - - 1,240 -

運営・維持管理費 - - - 4,173 -

収集運搬費（中継まで） - - - 2,725 -

収集運搬費（中継から） - - - 930 -

収集運搬費（直接収集運搬） 37,714 37,714 40,143 36,295 42,574

30年間　計 166,233 146,397 141,695 129,081 125,945

｢ケース1-2｣との差額 19,836 - △4,702 △17,316 △20,452

中継施設

収集運搬

ごみ焼却施設

(6施設建替)

H26～H55
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表１-２ ＬＣＣ算出結果の比較（45 年間：H26～70） 

 
 

 

 

 

注）棒グラフの左側は 30 年間，右側は 45 年間の結果 

 

図１-１ ＬＣＣ算出結果の比較（30 年間及び 45 年間） 

  

単位：百万円

ケース１ ケース１－２ ケース２ ケース３ ケース４

(6施設建替) (3施設建替) (集約1施設･ (集約1施設･

※H41規模 ※H41規模 中継あり) 中継なし)

施設整備費 48,100 36,900 32,000 17,000 17,000

運営・維持管理費 136,707 113,883 106,822 96,980 96,980

解体工事費 - - - 347 -

施設整備費 - - - 1,240 -

運営・維持管理費 - - - 8,988 -

収集運搬費（中継まで） - - - 5,770 -

収集運搬費（中継から） - - - 1,830 -

収集運搬費（直接収集運搬） 54,634 54,634 59,238 50,665 63,874

45年間　計 239,441 205,417 198,060 182,820 177,854

｢ケース1-2｣との差額 34,024 - △7,357 △22,597 △27,563

(6施設建替)

収集運搬

中継施設

ごみ焼却施設

H26～H70

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（百万円)

（ケース）

収集運搬費（直接収集運搬）

収集運搬費（中継から）

収集運搬費（中継まで）

中継施設 運営・維持管理費

中継施設 施設整備費

焼却施設 解体工事費

焼却施設 運営・維持管理費

焼却施設 施設整備費

ケース1

（6施設建替）

ケース1‐2

（6施設建替）

※H41規模

ケース2

（3施設建替）

※H41規模

ケース3
（集約1・

中継あり）

ケース4
（集約1・

中継なし）

166,233

141,695
129,081 125,945

146,397

239,441

198,060

182,820 177,854

205,417

（30年間） （45年間）
Ｈ26-55 Ｈ26-70
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２ 構成市町の負担金（30 年間及び 45 年間） 

各検討ケースにおける各市町負担金について，30 年間（平成 26～55 年度）の結果を表１-３

に，45 年間（平成 26～70 年度）の結果を表１-４に示します。 

１施設に集約した場合（ケース３，４）は，３施設に集約化した場合（ケース２）及び既存

６施設を建替した場合（ケース１，１－２）よりも合計費用が低いため，各市町負担金は現状

よりも低減する結果となります。 

 

 

表１-３ ケースごとの各市町負担金（30 年間：平成 26～55 年度） 

 

 

 

表１-４ ケースごとの各市町負担金（45 年間：平成 26～70 年度） 

 

  

単位：百万円

ケース1 ケース1-2 ケース2 ケース3 ケース4

(6施設建替) (6施設建替) (3施設建替)

※H41規模 ※H41規模

盛岡市 85,960 72,628 72,315 65,000 63,179 △7,628 △10.5%

八幡平市 12,907 10,747 10,094 9,211 8,992 △1,536 △14.3%

滝沢市 25,335 24,353 23,065 21,425 21,018 △2,928 △12.0%

雫石町 10,149 9,755 9,087 8,456 8,299 △1,299 △13.3%

葛巻町 3,051 3,051 2,154 1,901 1,839 △1,150 △37.7%

岩手町 4,955 4,618 4,238 3,860 3,766 △758 △16.4%

紫波町 13,039 11,602 11,656 10,773 10,554 △829 △7.1%

矢巾町 10,837 9,643 9,086 8,455 8,298 △1,188 △12.3%

合計 166,233 146,397 141,695 129,081 125,945 △17,316 △11.8%

｢ｹｰｽ1-2｣
と｢ｹｰｽ3｣
の増減率
（%）

｢ｹｰｽ1-2｣と
｢ｹｰｽ3｣の

差額
(集約1･中継

なし)
(集約1･中継

あり)

単位：百万円

ケース1 ケース1-2 ケース2 ケース3 ケース4

(6施設建替) (6施設建替) (3施設建替)

※H41規模 ※H41規模

盛岡市 128,066 105,148 105,007 96,168 93,285 △8,980 △8.5%

八幡平市 18,528 14,882 14,040 12,973 12,626 △1,909 △12.8%

滝沢市 34,418 32,697 30,392 28,411 27,766 △4,286 △13.1%

雫石町 13,787 13,097 11,905 11,143 10,895 △1,954 △14.9%

葛巻町 4,775 4,775 3,281 2,976 2,877 △1,799 △37.7%

岩手町 7,083 6,549 5,929 5,472 5,323 △1,077 △16.4%

紫波町 17,904 15,438 15,602 14,535 14,188 △903 △5.8%

矢巾町 14,880 12,831 11,904 11,142 10,894 △1,689 △13.2%

合計 239,441 205,417 198,060 182,820 177,854 △22,597 △11.0%

｢ｹｰｽ1-2｣と
｢ｹｰｽ3｣
の差額

｢ｹｰｽ1-2｣
と｢ｹｰｽ3｣
の増減率
（%）

(集約1･中継
あり)

(集約1･中継
なし)
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資料２ 試算の条件を施設規模（500ｔ），維持補修費（文献値）及び運営費（文献値）で統一 

した場合のＬＣＣ 

 

１ 結果のまとめ 

30 年間（平成 26 年度～55 年度）の結果を表２-１に，45 年間（平成 26 年度～70 年度）の結

果を表２-２に示します。また，30 年間と 45 年間をあわせて比較した結果を図２-１に示しま

す。 

平成 26 年度からの 30 年間でのＬＣＣを比較すると，既存ごみ焼却施設６施設を全て現在の

施設規模のまま建て替えるケース１が約 1,697 億円，平成 41 年度時点での施設規模で既存６施

設を全て建て替えるケース１－２が約 1,519 億円，ごみ焼却施設３施設を建て替えるケース２

が約 1,447 億円，ごみ焼却施設を１本化し中継３施設を建設するケース３が約 1,293 億円，ご

み焼却施設を１本化し中継施設を建設しないケース４が約 1,261 億円と試算されました。 

このように中継施設の建設の有無に関わらず，ごみ焼却施設を集約して１本化するケースの

ＬＣＣが一番低いという結果になりました。 

また，平成 26 年度からの 45 年間での比較におきましても，30 年間比較の結果同様に，集約

して１本化するケースが一番低い結果になりました。 

なお，集約化して１本化する場合，中継施設を設置しないケースの方がＬＣＣは低い結果と

なりましたが，収集運搬の効率性や，住民が直接搬入する際の利便性等にかかる住民サービス

の観点など施設の基本条件等を整理する必要があります。中継施設設置の有無や，設置すると

した場合の施設数は，今後さらに具体的に検討を行う必要があります。 

 

 

 

表２-１ ＬＣＣ算出結果の比較（30 年間：H26～55） 

 
 

  

単位：百万円

ケース１ ケース１－２ ケース２ ケース３ ケース４

(6施設建替) (3施設建替) (集約1施設･ (集約1施設･

※H41規模 ※H41規模 中継あり) 中継なし)

施設整備費 48,100 36,900 32,000 17,000 17,000

運営・維持管理費 83,869 77,288 72,597 66,551 66,551

解体工事費 - - - 347 -

施設整備費 - - - 1,240 -

運営・維持管理費 - - - 4,173 -

収集運搬費（中継まで） - - - 2,725 -

収集運搬費（中継から） - - - 930 -

収集運搬費（直接収集運搬） 37,714 37,714 40,143 36,295 42,574

30年間　計 169,683 151,902 144,740 129,261 126,125

｢ケース1-2｣との差額 17,781 - △7,162 △22,641 △25,777

中継施設

収集運搬

ごみ焼却施設

(6施設建替)

H26～H55
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表２-２ ＬＣＣ算出結果の比較（45 年間：H26～70） 

 
 

 
 

 

注）棒グラフの左側は 30 年間，右側は 45 年間の結果 

 

図２-１ ＬＣＣ算出結果の比較（30 年間及び 45 年間） 

 

 

  

単位：百万円

ケース１ ケース１－２ ケース２ ケース３ ケース４

(6施設建替) (3施設建替) (集約1施設･ (集約1施設･

※H41規模 ※H41規模 中継あり) 中継なし)

施設整備費 48,100 36,900 32,000 17,000 17,000

運営・維持管理費 143,607 124,893 112,912 97,340 97,340

解体工事費 - - - 347 -

施設整備費 - - - 1,240 -

運営・維持管理費 - - - 8,988 -

収集運搬費（中継まで） - - - 5,770 -

収集運搬費（中継から） - - - 1,830 -

収集運搬費（直接収集運搬） 54,634 54,634 59,238 50,665 63,874

45年間　計 246,341 216,427 204,150 183,180 178,214

｢ケース1-2｣との差額 29,914 - △12,277 △33,247 △38,213

(6施設建替)

収集運搬

中継施設

ごみ焼却施設

H26～H70

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（百万円)

（ケース）

収集運搬費（直接収集運搬）

収集運搬費（中継から）

収集運搬費（中継まで）

中継施設 運営・維持管理費

中継施設 施設整備費

焼却施設 解体工事費

焼却施設 運営・維持管理費

焼却施設 施設整備費

ケース1

（6施設建替）

ケース1‐2

（6施設建替）

※H41規模

ケース2

（3施設建替）

※H41規模

ケース3
（集約1・

中継あり）

ケース4
（集約1・

中継なし）

169,683

144,740
129,261 126,125

151,902

246,341

204,150

183,180 178,214

216,427

（30年間） （45年間）
Ｈ26-55 Ｈ26-70
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２ 構成市町の負担金 

各検討ケースにおける各市町負担金について，30 年間（平成 26～55 年度）の結果を表２-３

に，45 年間（平成 26～70 年度）の結果を表２-４に示します。 

１施設に集約した場合（ケース３，４）は，３施設に集約化した場合（ケース２）及び既存

６施設を建替した場合（ケース１，１－２）よりも合計費用が低いため，各市町負担金は現状

よりも低減する結果となります。 

 

 

表２-３ ケースごとの各市町負担金（30 年間：平成 26～55 年度） 

 

 

表２-４ ケースごとの各市町負担金（45 年間：平成 26～70 年度） 

 

  

単位：百万円

ケース1 ケース1-2 ケース2 ケース3 ケース4

(6施設建替) (6施設建替) (3施設建替)

※H41規模 ※H41規模

盛岡市 86,255 74,378 74,080 65,103 63,286 △9,275 △12.5%

八幡平市 13,672 11,707 10,308 9,224 9,004 △2,483 △21.2%

滝沢市 26,139 25,252 23,461 21,449 21,041 △3,803 △15.1%

雫石町 10,470 10,116 9,239 8,465 8,308 △1,651 △16.3%

葛巻町 3,486 3,486 2,214 1,905 1,842 △1,581 △45.4%

岩手町 5,380 5,074 4,330 3,865 3,771 △1,209 △23.8%

紫波町 13,260 11,954 11,870 10,786 10,566 △1,168 △9.8%

矢巾町 11,021 9,935 9,238 8,464 8,307 △1,471 △14.8%

合計 169,683 151,902 144,740 129,261 126,125 △22,641 △14.9%

｢ｹｰｽ1-2｣
と｢ｹｰｽ3｣
の増減率
（%）

｢ｹｰｽ1-2｣と
｢ｹｰｽ3｣
の差額

(集約1･中継
なし)

(集約1･中継
あり)

単位：百万円

ケース1 ケース1-2 ケース2 ケース3 ケース4

(6施設建替) (6施設建替) (3施設建替)

※H41規模 ※H41規模

盛岡市 128,655 108,650 108,538 96,377 93,495 △12,273 △11.3%

八幡平市 20,058 16,802 14,466 12,998 12,651 △3,804 △22.6%

滝沢市 36,025 34,496 31,184 28,458 27,812 △6,038 △17.5%

雫石町 14,430 13,818 12,210 11,161 10,913 △2,657 △19.2%

葛巻町 5,645 5,645 3,403 2,983 2,884 △2,662 △47.2%

岩手町 7,932 7,461 6,112 5,483 5,334 △1,978 △26.5%

紫波町 18,347 16,140 16,028 14,560 14,213 △1,580 △9.8%

矢巾町 15,249 13,415 12,209 11,160 10,912 △2,255 △16.8%

合計 246,341 216,427 204,150 183,180 178,214 △33,247 △15.4%

｢ｹｰｽ1-2｣と
｢ｹｰｽ3｣
の差額

｢ｹｰｽ1-2｣
と｢ｹｰｽ3｣
の増減率
（%）

(集約1･中継
あり)

(集約1･中継
なし)
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資料３ 試算の条件を施設規模（500ｔ），焼却炉の方式（ストーカ方式）で統一した場合の 

ＬＣＡ 

 

１ 結果のまとめ 

30 年間（平成 26 年度～55 年度）の結果を表３-１に，45 年間（平成 26 年度～70 年度）の結

果を表３-２に示します。また，30 年間と 45 年間をあわせて比較した結果を図３-１に示しま

す。 

平成 26 年度からの 30 年間でのＬＣＡを比較すると，既存ごみ焼却施設６施設を全て現在の

施設規模のまま建て替えるケース１が約 3,136 千ｔ，平成 41 年度時点での施設規模で既存６施

設を全て建て替えるケース１－２が約 3,198 千ｔ，ごみ焼却施設３施設を建て替えるケース２

が約 3,106 千ｔ，ごみ焼却施設を１本化し中継３施設を建設するケース３が約 3,023 千ｔ，ご

み焼却施設を１本化し中継施設を建設しないケース４が約 3,015 千ｔと試算されました。 

このように中継施設の建設の有無に関わらず，ごみ焼却施設を集約して１本化するケースの

ＬＣＡが一番低いという結果になりました。 

また，平成 26 年度からの 45 年間での比較におきましても，30 年間比較の結果同様に，集約

して１本化するケースが一番低い結果になりました。 

なお，集約化して１本化する場合，中継施設を設置しないケースの方がＬＣＡは低い結果と

なりましたが，収集運搬の効率性や，住民が直接搬入する際の利便性等にかかる住民サービス

の観点など施設の基本条件等を整理する必要があります。中継施設設置の有無や，設置すると

した場合の施設数は，今後さらに具体的に検討を行う必要があります。 

 

 

 

表３-１ ＬＣＡ算出結果の比較（30 年間：H26～55） 

 

  

単位：t-CO2

ケース１ ケース１－２ ケース２ ケース３ ケース４

(6施設建替) (6施設建替) (3施設建替)

※H41規模 ※H41規模

電気使用量 190,680 196,860 121,785 84,645 84,645

電気売電量 -125,760 -69,195 -85,755 -141,645 -141,645

燃料使用量 294,438 293,883 288,615 284,715 284,715

焼却処理量 2,735,990 2,735,990 2,736,374 2,736,356 2,736,356

中継施設 電気使用量 － － － 11,518 －

燃料使用量(中継施設まで) － － － 4,107 －

燃料使用量(中継施設から) － － － 2,795 －

燃料使用量(直接収集運搬) 18,790 18,790 23,402 18,511 28,957

燃料使用量(H26-40) 21,505 21,505 21,505 21,505 21,505

30年間　計 3,135,643 3,197,833 3,105,926 3,022,507 3,014,533

ケース１－２との比較 △62,190 － △91,907 △175,326 △183,300 

ごみ焼却施設

収集運搬

H26～H55

(集約1･中継
あり)

(集約1･中継
なし)
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－
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単

ケース３

97,500

-248,565

285,435

3,946,046

24,808

7,122

6,020

36,361

21,505

4,176,232

△351,516 

約1･中継
あり)

(集

単位：t-CO2

ケース４

97,500

-248,565

285,435

3,946,046

－

－

－

56,992

21,505

4,158,913

△368,835 

集約1･中継
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